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農 業 をめ ぐる人 の カ テ ゴ リー と相 互 関 係

中 部 ジ ャ ワ の 一 事 例

関 本 照 夫唯

Human Categories and Interpersonal Relations in Agriculture: 

            A Case from Rural Central Java

Teruo SEKIMOTO

   This paper examines the sociological aspects of agriculture in a 
rice-growing village of Central Java, and is based on field research 
conducted by the author from June to December, 1975,  in villages 
near the city of Surakarta. The research area previously belonged 
to the principality of susuhunan and was dominated by Dutch 
agricultural enterprises. The area is economically advanced and 
is characterized by a high population density (1,796 per km2) and 
a relatively high productivity of rice with double or triple cropping. 
The research was confined to only a few hamlets and is an intensive 
case study of  Javanese  rural  society.  The results  should  not  be 

generalized for Javanese agriculture as a whole. The paper focuses 
first on the categories into which people engaged in agriculture 
are divided, and secondly on the analysis of the properties of each 
category and their interrelationships. 

   The main categories  are: 
1. Kuli  kenceng, a traditional and surviving category for cultivators 

 of rice fields. During the Dutch colonial era each kuli  lancing 
 was alloted two rice fields, each with an area of 0.5 ha. On one 

  plot they cultivated rice and on  the other tobacco or sugarcane 
 for the Dutch agricultural enterprise that rented the land from the 

 susuhunan. Although domination by both the susuhunan and the 
  Dutch enterprises disappeared with national independence, the 
 concept of kuli  kenceng still survives and the term is used to refer to 
  nominal holders of rice field. It should be noted, however, that
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     each kuli  kenceng still holds 0.5 ha of rice fields, but in some cases 
      more than one kuli  lancing is found within a single household, and 
      some kuli  kenceng live in urban areas, leaving the cultivation of 

      their rice field to villagers. 

    2.  Pitani, also a category of rice field holder. Although the term 

 pitani is broadly equivalent to "farmer," it refers in local usage to 
      rice field holders including those who do not themselves engage 

      in agriculture. This category largely overlaps with kuli  kenceng. 
      But those kuli  kenceng who live far away are not regarded as  pitani, 
      the latter category being  reserved' for village inhabitants together 

      with other categories  like' village officials (pamong  clesa), petty 
      traders (bakul), artisans and traditional workers (tukang) and wage 
      earners  (buruh). 

    3. Pamong  clisa, village officials. Each village official is entitled 
      to use official rice field (sawah lungguh) during their period of ser-

      vice. The size of those official rice fields is enough to provide a 
      respectable level of living. Of six officials of the village inves-

      tigated, five have no private rice field in addition to the official 
      field. Village officials can be distinguished from other villagers 

      by better education and descent from or the some relationship 
      with the traditional lower literati class. In contrast, some well-

      to-do owner-cultivators of rice fields cannot influence intra-
      village socio-political relations, because they lack education and 

      have no relationship with the literati. 
    4.  Penggarap, cultivators of rice fields. They are those who 

      control the cultivation of rice fields, regardless of whether they 
      themselves work in the field or hire wage laborers. Some  culti-, 

      vators own rice field themselves and others only temporarily 
      rent a field by paying cash in advance  (nyiwa). Because of 

      rentals, it is often difficult to discern who now controls the cul-
      tivation of individual rice fields. Some cultivators rent addi-

      tional fields. Others rent out all or part of their rice field for 
      fixed periods to obtain cash to cover the cost of family rituals 

       or to purchase expensive goods such as motorcycles. In some 
      cases, landless ones who cultivate only rented fields are wealthier 

       than small-scale owners of rice fields. 
     5. Sharecroppers. There are three kinds of sharecropper  (siromo, 

 mirtilu, mirapat) according to the form of contract between land 
      owner and sharecropper. Sharecropping is rarer than cash 
       rental, and can be considered as transitional between rental and 
       wage labor. 

     6. Buruh tani, agricultural wage laborers. Of the total of 73  house-
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 holds in the two hamlets, only 16 own rice fields, 3 village officials 
 have official fields, and 20 households cultivate rice fields. Many 

 villagers engage in agriculture only as wage laborers or make 
 their living by occupations other than agriculture. Cultivators 

 make use of the abundant supply of cheap labor (Rp 150 for males, 
 Rp 100 for females per  day). Mobilization of agricultural labor 

 through traditional social institutions like labor exchange or 

 patron-client relations is now being replaced by more strictly 
 economic forms such as arbitrary, day-by-day employment of 

  laborers. 
   In this area the social relationships in agriculture are character-

ized by five  factors; a) standardization of the size of nominal rice 

field holding; b) separation between land holding and actual land 
control accelerated by the dominant practice of cash rental, and, as 
a consequence; c) frequent change of cultivators for any given rice 
field; d) abundance of cheap landless  labor; e) exclusive use of a 
large area of rice fields by village officials. 

   As a result of factors a—d, social relationships in agriculture 
can be seen as an accumulation of innumerable interpersonal, 
dyadic relations. These dyadic relations are limited in contract, 
not enduring and always optional in that they are fixed not through 
concrete social institutions but rather through personal choice. 

Such personalized and complicated relationships might reaffirm 
the familiar picture of rural  Java; "involution," "vagueness" and 
"a monotonous poverty of social substance ," as depicted by Clifford 
Geertz. But this  considers only the socio-economic aspect  of 

Javanese agriculture and over-simplifies the picture of Javanese 
rural societies. In order to link the economic aspect of rural life 
with its socio-political dimension, the rural power structure must 
be considered. 

    In this core region of the former Mataram Kingdom, the 
socio-political structure of village societies is largely based on a 
cultural hierarchy traditionally centered around the court and the 
aristocrats. Village officials retain a large portion of the official 
rice field ex officio, not because they are already at the top of economic 
hierarchy but because they belong partly to the literati. 

    This paper forms part of a study on social expression of rural 

Javanese culture. Therefore, the relationship and contradictions 
between economic and socio-political structures of village societies 
is discussed in the concluding chapter. 

    The contents of this paper  are  : 
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  I. Introduction 

 II. Geographical and economic setting of agriculture 

III. Rice field and kuli  lancing 

IV. Ownership and control of rice fields 

 V. Social relations in the process of cultivation 

VI. Individual households—cases of their life history and agri-

    culture 

VII. Conclusion and perspectives

1.序 論

皿。農業 とその地理的 ・経済的背景

1.Gatak郡 の地理的環境

2.農 業 と経済生活

皿,水 田とkuli kencengカ テゴ リー

1.D村 の空間的構成

2.歴 史 におけるkuli kenceng

3.kuli kencengカ テゴ リーの観念的表象

N・ 水田の所有 と経 営

1.村 有 田と政治的 ヒエ ラル キー

2.petaniカ テゴ リーと水 田所有

3.水 田経営 と水 田賃貸制

4.「 経営者」カテゴ リーの不安定性

V.農 耕過程の社会関係

1.農 業労働者の存在様式

2.農 業労働の諸過程

3.小 作契約

4.tebasan制 とその社会的影響

V.事 例研究一 個別世帯の生活 と農業

1.G集 落における人 と水 田

2.個 人的生活史 と農業

1)非 経 営水 田所有者 の事例

2)水 田所有経営者の事例

3)隠 退 したかつての水 田所有経営者の

事例

4)村 役人 の事例

5)水 田賃借経営者 ・小作人の事例

3.共 有 される特徴

孤 総括 と展望

1.序 論

　 ジ ャワ人 の社 会 を理 解 す る手 が か りと して,人 と人 の 関係(interpersonal　 relation-

ship)の 性 格 と論理 を知 る こ とが重 要 で あ る 。 これ に関 して,社 会 関 係 の静 態 的 かつ

形 態 論 的 な 分析 の観 点 か らは,コ ー ポ レー トな集 団 の 欠 落 な い し機 能 の弱 さ と個 人 間

の二 者 関 係 の卓 越 が指 摘 され て い る[JAY　 l　969:1　 88-1　90　passim]。 一 方,ジ ャ ワの

伝 統 的 政 治 文化 の歴 史的 分 析 の 観 点 か らは,個 人 間 の 二 者 的主 従 関係 の重 要 性 が 指 摘

さ れ て い る[MOERTONO　 l　968:14　 passim;SARTONO　 KARTODIRDJO　 1972:83-86]。

この指 摘 は,人 類学 の な か の比 較 社 会 学 的 立 場 が お ちい りや す い 観 察可 能 な人 の相 互

行 為 の みを 機械 的 に対 象 社 会 か らと り出 して 比 較 す る方 向1)か ら,議 論 を ジ ャ ワに独

1)入 類学において個人的二者関係 の問題を定式化 してとりあげたのはFoster[1961,1963]で

あるが,か れ の議論はTzintzuntzan社 会 を対象 としなが ら,世 界の農民社会の社会関係 の

形態論的一般化へ と無媒介 に発展 して しま うことに限界が あろ う。
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図1ジ ャ ワ 全 図

自かつ固有の文化とその社会的次元への表現の問題にひきもどすために,重 視される

べきものである2)。

　筆者はかつて,社 会的行動や社会関係を当該社会の文化により範型をあたえられ規

定されたものとしてみる立場から,中 部ジャワー農村の家族儀礼をめぐる世帯間関係

の事例研究をおこなった[関 本　1976]。 以下の考察は,そ れにつづくものであり,

同じ地域を対象にして,そ の住民の主たる生業である農業をめぐる,人 と人の関係を

検討する。とりあつかう地域は,Surakarta地 方の大戦前susuhunan領(第Ⅲ 章参照)

であった水稲耕作地域であり,そ のひとつの村に筆者が滞在 して得た資料にもとつい

ている3)。

　個人間の二者関係の卓越という事態は,ジ ャワ人の生活のあらゆる側面一 経済,

親族,宗 教 ・儀礼,政 治等々・　 に見いだされるものであり,こ こで農業という領域

をとりあげるのはそのひとつの側面を示す ものにすぎない。だがそれは,大 多数の人

口が農業に従事し村落に生活をいとなんでいるジャワ社会において,も っとも基本的

な側面のひとつである。そして以下の記述があきらかにするように,農 地と農耕をめ

2)中 村光男 もまた,こ の点 に関連 して,「 二個人間関係(dyad)が ジャワ社会の基本単位である。

何 らかの力によって富を押えた個人 と,そ れに服従 ・保護 され る個人が最小 単位 とな り,こ れ

が上下 ・左右に珠数つな ぎにな って村落か ら都市 に至る ジャワ社会を形成 していると考える」

[中村1972:473]と のべてい る。 筆者の考えでは,ジ ャワの個人的二老 関係は,必 ず しも保

護一 服従の関係を内包する ものでな く,そ こに保護一 服従の契機が付 け加わった時に,社

会の伝統的政治統合の原形 的モデルが成立す るのである。この問題 に関す る中村 のより詳細な

議論 は,Yogyakarta市Kota　 Gedeに おけるMuhammadiyah運 動の研究のなか[中 村1976:

と くに250-257]に 見 られ る。

3)調 査は1975年6月 よ り12月 まで7カ 月間,中 部 ジャワ州Sukoharjo県Gatak郡D村 に住み

こんでおこなった(図1参 照)。
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ぐる社会関係は,き わめてはっきりと,人 と人との個人的二者関係の累積によって構

成されているのである。

　こうした社会関係の展開される場である一枚の水田を例にとってみよう。そこには,

それぞれ個別に二者関係によって結ばれた多くの個々人,す なわち,水 田所有者,賃

借経営者,さ まざまに機能の特殊化した農業労働者,例 外的に小作人,さ らに収穫前

の稲を買いとる米仲買人などが,か かわっている。ジャワの稲作農業は一般にいわゆ

る零細経営の特徴をもち,と くにこの地域では,水 田を5ha以 上も所有するものは,

ほとんど見いだされない。土地の人びとの観念では,標 準的な水田所有 ・経営規模は

1　statす なわち0.5　haと される。 にもかかわ らず,水 田をみずから所有 し自家労働

力を中心として農業経営をおこなう自己完結的な自作農は,こ の地域の農民の標準的

モデルではない。一枚の水田は,た えずきわめて多くの個人をまきこみ,人 びとの錯

綜 した関係が展開される場 となる。

　従来の研究では,こ うした事態は,極 度に高い人口密度と地主的土地集積の未発達

の帰結として,ま た同時に貧困と経済発展の問題として分析されてきた4)。 これ らの

研究はジャワ農業の社会科学的分析に努力を集中しており,生 活のさまざまな領域の

なかで農業に関心を限定 し,対 象の分析のためにすでに確立された普遍的な社会科学

上の概念が主要な道具としてもちいられている。だが筆者は,す でにのべたように,

ジャワ人社会の全体的特質をあきらかにせんとする作業の一部分としで 農業という

ひとつの生活の舞台をとりあげるのであり,ま た,農 業と農村にかかわってすでに整

備された社会科学上の概念で直接対象を分析することよりも,調 査地において人びと

がもちいる,農 業にかかわる人の諸カテゴリーの観念的内容と存在形態をあきらかに

する乙とに,重 点をおく。

　 したが って以下では,調 査地の立地 と過去数十年の歴史にかかわる簡略な記述につ

づいて,伝 統的水田耕作者のカテゴリーであるkuli kenceng,さ らに農地所有者,経 営

者,農 地賃借者,農 業労働者,小 作人等のカテゴリーを叙述し,最 後にいくつかの個

別世帯の事例描写によって,そ うしたカテゴリーが,人 びとの現実的な生活の中に,

実現される状況をあきらかにする。こうした手続きをつうじて,ジ ャワの農業をめぐ

り従来いわれてきた定まった制度的枠組の欠如,個 入間関係の錯綜といった指摘にか

4)そ の代 表 的 な もの は,C・GeertzのAgricultural　 lnvolntion[1963a]で あ る。 か れ は,オ ラ ン

ダ に よ る ジ ャ ワの植 民 地 支配 が,一 方 で 急 激 な人 口増 を生 み,他 方で オ ラン タ糖 業 が 強 制 した

イネ とサ トーキ ビ栽 培 の共 生 が 農 業 の特 異 な 細密 化,労 働 集約 化 を進 あ た さま を,エ コ ロ ジー,

社 会 経 済 史 の二 側 面 か ら描 き 出 して い る。 本 稿 で あ っか わ れ る地 域 に 隣…接す るKlat6n地 方 の

農 業 の歴 史 的,社 会 的研 究 に はR611の 著 作[1976]が あ り,現 在 の社 会変 動 と農業 の問 題 を あ

つ か った もの に はCollier[1974],　 Budhisantoso[1975],村 井[1977]な どの 研究 が あ る。
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かわる一個の事例を提示すること,そ してこの錯綜 した個人間関係が,い くつかの単

純な性格で特徴づけられることを示すのが,本 稿のさしあた っての目的である。

　 しかしながら人類学の立場からのジャワ社会の研究にとって,以 上のことはひとつ

の予備的作業で しかないであろう。結論の章において考察されるとおり,農 業という

限定された領域での人と人の関係の分析は,ジ ャワの社会構造5》をめぐるより高い次

元の議論を導き出す。

　 Moertono[1968]やAnderson[1972]の 研究が示唆しているように,ジ ャワ社

会の全体的構造は,一 個の中心(伝 統的には神聖王権に代表される)に 発する政治的

かつ文化的な力と威信が,個 人的な二者関係によって中心から周辺へ,上 か ら下へ広

がってい く同心円的あるいはヒエラルキカルなモデルによって理解することができる。

こうした見方は,村 という社会的 レベルの分析にどこまで有効なものか,ま た,農 業

をめぐる人と人の関係はそうした見方といかに関連 しうるのかといった問題が,本 稿

であつかう課題の延長上に登場する。

　農業に関するかぎりでは,人 は水田所有者,水 田賃借者,小 作人,農 業労働者 とい

ったカテゴリーに分かれる。そうした分類は,村 社会における人の関係,力 の構造に

そのまま重なりあうものなのか,水 田という経済的価値の源泉は,人 の関係における

力の源泉で もあるのか,力 と威信の体系はそれとは別に成立するものなのか,と いっ

たことが,こ こでは問題になる。

　東南アジア各地の,伝 統的に王権の もとに組織され,水 稲耕作で特徴づけられる諸

社 会をめ ぐる比較社会学的立場かちの議論では,一かつてEmbree-[1950]が タイ社会

を日本社会 と比較 して 「ゆるい構造の社会」と特徴づけて以来,人 と人の 「間柄の論

理」の重要性6),機 能集団の欠落と個人間ネットワークの卓越[中 根　1978:63],個

人的二者関係の累積 ・複合[坪 内 ・前田　 1977:20-23]と いつた点が くりかえし強

調されている。ジャワについても,家 族,親 族あるいは経済といった領域に起きる,

個人や個別世帯間の関係に視点をすえるならば,こ こに指摘されている傾向はきわめ

て顕著である。本稿で論ずる中部ジャワ農村の農業をめぐる社会関係についても,そ

うした特徴ははっきりしている。

　 だが家族,親 族あるいは経済といった領域における,個 人を中心に二者関係をつう

5)こ こで社会構造 とい うことばを もちいる時,筆 者の念頭にあるの は,「 社会構造 は……人び

との間あるいは人 の集団問で の力の配分(distribution　of　power)に っいての一組の観念か らな

る」 というLeach[1965=4]に よる定義である。社会構造概念のこの定義は,ジ ャワ社会の全

体像の把握 のために有効であ る。普遍的 ・通文化的 な社会科学上の概念 として社会構造を どう

定義す るか は,こ こで は問題 ではない。

6)こ の指摘は水野浩一によるものである。矢野暢 の編著[1977:120]参 照。
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じて無限定に広がるネットワークは,集 落 ・村といった単位内に収束するものではな

く,直 接に村社会を統合する基本的関係ではない。村社会は,政 治的かつ文化的,ま

た時に宗教的な力と威信による,個 人的 ・人格的な人の支配 と人の紐帯によって成立

するものと見ることができる。こうした視点は,Embree以 来の比較社会学的議論に,

あらたな異なった角度か らの光を投げかけるものであろう。

　筆者の人類学的ジャワ社会研究がいまだ端緒的段階にあるため,本 稿の基本的性格

は記述的事例研究というべきものである。だが,そ うした事例記述をおこなう目的は,

以上にのべるとおりである。

Ⅱ.農 業 とその地理的 ・経済 的背景

1.Gatak7)郡 の 地 理 的 環 境

　 調 査地D村 をふ くむGatak郡 は水 稲耕 作 に関 す る限 り ジ ャ ワで も もっ と も豊 か な

地 域 の ひ とつ に属 す る8)。 この地 は,か つ て オ ラ ンダ 農 企 業 が村 落 に深 く浸 透 し,ま

た極 度 に高 い人 口密 度(表1参 照)を 擁 す る点 で,C・Geertzが"agricultural　 invo-

lution"[1963a:80-82]と なづ けた ジ ャ ワ糖業 地 帯 農 業 の 特 色 を 典 型 的 に しめす9)。

また,か つ てMataram王 国 の 王 都 で あ り,現 在 も約40万 の人 口を 擁 して 中部 ジ ャ

ワの交 通 ・経 済 の 要 地 で あ るSurakarta市 に 近 接 す る。 オ ラ ンダ植 民 地 時 代 に は,

四 分 裂 したMataram王 家 の ひ とつsusuhunanの 直 轄 領 で あ った(第Ⅲ 章 参 照)。 こ

う した点 が,Gatak郡 の農 業 を 考 え る た め に重 要 な 条 件 で あ る。 この 章 で は ま ず,

地理 的 お よび経 済 的 環 境 につ い て 略述 す るα

　 Gatak郡 はSurakartaの 西 南 西10kmほ ど に位 置 す る。 郡 の 中央 部 に は鉄 道 が 走

って い る。 これ は首 都Jakartaか らYogyakarta,　 surakartaを 経 て イ ン ドネ シ ア第

7)本 稿で用 いるイン ドネシア語,ジ ャワ語 の表記は,イ ンドネ シア政府によ り1972年 に改訂 さ

れた綴字法 にな らってい る。ただ し母音字eに ついて は,地 名 ・人名 もふ くめ,音 の理解 の便

宜上以下 の記号を付 した。6は[ε]の 音を しめすのにたい し,eは[O]の 音を しめす。

8)単 位面積 あた りの農業生産性 の向上は人口増に吸収 されて しまうので,1人 あた り生産性 の

向上 とは結びつかない,と い うのがC・Geertz[1963a:100]の 見解であ る。またR611はGatak

郡 に隣接 し農業生産条件を同 じくす るKlat6n県 を,イ ン ドネシアで も1人 あた り所得の もっ

とも低 い地域 に数え,生 活水準 も低い としてい る[R6LLl976:126]が,こ の見解 には統計 の

操作の一面性 による一種の誇張が感 じられる。

9)C・Geertzの 著作Agricultural　ln・・luti・nには,か れの もちいる"shared　poverty"と い うこと

ば,お よびその基礎 にあ る村の共 同性の とらえ方,経 済変動の問題か ら社会構造 自体を 「あい

まい」で 「制度的基礎 に乏 しい」 もの とする見方など,批 判的に検討 されるべ き多 くの問題が

あるが,そ れ については別の機会 に論 じたい[GEERTz　 l　963a:103]。
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図2　 Gatak 郡 全 図
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二 の大 都 市Surabayaへ 至 る ジ ャ ワ第 一 の 鉄道 幹 線 で あ り,郡 役 所 の 近 く に は 駅

(Gawok駅)も 設 け られて い る。 だ が,こ の 駅 に停 車 す る旅 客列 車 は1日3本Sura-

karta-Yogyakarta間 を往 復す る デ ィーゼ ル ・カ ーの み で
,人 び とは あ ま り利 用 し

な い。 ま た郡 の西 端 に は,同 じ くSurakartaか らKartasura,　 D61anggu,　 Klat6n,

Plambananを 経 てYogyakartaに 至 る舗 装 され た ハ イ ウ ェーが 走 って お り,バ スや

荷 台 に ベ ンチを つ けた 小 型 トラ ック が,人 や 物 資 を 乗せ て頻 繁 に走 って い る が,郡 の

東 端 のD村 の 人 び とのSurakartaへ の 往復 に は利 用 され な い 。　D村 か らSurakarta

へ は,郡 役 所 の 前 を とお って 鉄道 線 路 沿 い に北 上 す る
,か ろ う じて 自動 車 が 通行 で き

る道 路 でSurakartaに 西 か ら入 る か,田 園 の 間 をぬ って い く 自動 車 の 通 れ ぬ細 い道

を経 てSurakartaに 南 か ら入 る か,の 二 つ の経 路 が あ る。 いず れ にせ よ公 共 的交 通

機 関 は な い。

　 だ が,近 くの大 都 市Surakartaは 村 び との 日常 生 活 と深 くか か わ りが あ り,人 び

との市 街 へ の 往 来 は頻 繁 で あ る。 村 に住 む高 校 生,少 数 の通 勤 者,行 商 人 な どは,毎

朝 自転 車 を連 ね てSurakartaへ 向 か う。 村 内 の商 人 た ちは,5日 に1度,村 内 の定

期市 が 開 かれ る前 日 に,一 頭 立 て の 四 輪 馬 車 を雇 ってSurakartaの 市 場 へ 品物 を仕

入 れ に行 く。 そ して 現 在 で は,自 転車 と馬 車 に かわ って,オ ー トバ イ と小 型 トラ ック

が少 しず つ 普 及 し始 め て い る。

　 Gatak郡 は全 域 が水 田地 帯 で あ り,エ コ ロジ カ ル には,　Klat6nを 中 心 とす る ジ ャ

ワ有 数 の灌漑 水 稲 耕 作 地 帯 の 西 端 に 位 置す る。

　 ジ ャ ワの どの地 方 を 旅 して いて も コニ ーデ 状 の 火 山 が ひ とつ な らず 真 近 に 見 られ

る10)。　 これ らの火 山 は,若 干 の例 外 を 除 い て,ほ ぼ東 西 に細 長 い ジ ャワ島 の 中 央 部

にな らび,そ の 間 を 多 数 の 小 河川 が 南 北 に走 って 狭 い盆 地 や 平 野 を つ くって い る。

Mohr[1938]に よ れ ば,火 山が 産 出す る火 山性 の土 壌 は非 常 に 肥 沃 で あ り,と りわ

け若 い火 山 の周 囲 に も っ と も肥 沃 な 土壌 が存 在 す る[PELZER　 1945:162に 引 用]。

　 Surakarta地 方11)の,東 と西 の 境 に は こ う した高 い火 山 が そ び え て い る。 西 に は

Merapi山(2,911m),　 M6rbabu山(3,142　 m)が,間 を鞍 状 の 尾 根 で 結 ば れ て 双子

の よ うに並 び,東 にはLawu山(3,265　 m)が そ び え る。 と りわ けM6rapi山 は 現在

10)Dobby[1951:218]に よれ ば,6,000　 ftか ら10,000　 ftの もの44山,10,000　 ftを こえ る もの

　14山 が 数 え られ る と い う。

11)こ こ にい うSurakarta地 方 と は,　Surakarta市(Kota　 Madya　 Surakarta)お よ びKlaten,

Boyolali,　 Sragen,　 Karanganyar,　 Sukoharjo,　 Wonogiriの6県(kabupaten)か らな るKKeresi・

　denan　 Surakartaを さ す。keresidenanと い う地 方 行 政単 位 は,オ ラ ンダ植 民地 時 代 の 「理 事州 」

　residentieを うけつ い だ もの で,州(Propinsi)と 県(kabuPaten)の 中間 に 位 置す る。現 在 で は,

　 そ の行 政 上 の機 能 は限 定 され た名 目的 な もので,州,県 の よ うな実 質 的機 能 に乏 しい。
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も活 発 に活 動 し,時 に爆 発 に よ る降 灰 が西 麓 の地 方 に被 害 を もた らす 。 さ らに この 地

方 の 南境,イ ン ド洋 岸 に は,ジ ャワで も っと も有 名 な石 灰 岩 性 台地Gunung　 Kidul

が あ り,北 方 の 境 は,低 い丘 陵 地 帯 に よ って,Purwodadi,　 Kudusな どの 北 部 海 岸

平 野 地 方 とへ だ て られて い る。

　 この よ うに,周 囲 を 山 や丘 陵で 囲 まれ た この 地方 の ま ん な か に は,Gunung　 Kidul

東 部 に源 を 発 しSurabaya北 方 で ジ ャワ海 に流 れ こむ ジ ャ ワ第 一 の長 河(600　 km)

Solo川(Bさngawan　 Solo)カs流 れ,広 い平 地 を 形 成 して い る。 東 と 西 の火 山 か らは

無 数 の小 河川 がSolo川 に流 れ こん で い る 。 農 業 用 水 は これ らの小 河 川 か らと られ,

Solo川 本 流 は農 業 に は役 立 って い な い 。3,000m級 の コニ ーデ 状 の 火 山 か らは た く

さ ん の小 河 川 が 数kmの 間 隔 で平 行 に流 下 して,水 量 が 豊 富 で あ り,ま た 火 山 性 の 肥

沃 な物 質 を流 域 の 農地 に た えず 補 給 して い る。 した が ってSurakarta地 方 で も,も

っ と も豊 か な 農 業地 域 は,東 西 の 火 山 の 裾 野 に 広 が って い る。一一方,Solo川 本 流 は,

上 流 部 で は 石 灰 岩 性 の 台 地 で 土 地 が きわ あ て や せ たWonogiri県 を 流 れ,北 流 し

てSukoharj　 o県 の 平 野 部 に 入 って も,オ ラ ンダ 植 民地 時 代 以 来,現 在 ま で水 利 工 事

が お こな わ れ て い な い た め,流 域 に恵 み を もた らさ な い。 人 び と は,「 雨 期 は洪 水,

乾 期 は旱魃 」 とSolo川 が 役 に立 た ず 逆 に害 を もた らす こ とを 嘆 く。

　 Merapi,　 M6rbabu両 火 山 の南 東 の裾 野 がKlat6nの 町 を中 心 とす るKlaten県 で

あ る。 この 地 域 は,火 山 の急 な 山腹 を 除 い た 低地 の広 汎 な部 分 が,良 く灌漑 の ほ ど こ

さ れ た水 田で お お い つ く されて お り,稲 の 収 穫 は年 に2回 か ら3回 可 能 で あ る。 この

地 域 はま た オ ラ ンダ 植 民地 時 代,ジャワ で もも っ と も豊 か な糖 業 地 帯 の うち に数 え ら

れ,オ ラ ンダ 人 の 経 営 す る 製 糖企 業 が,SurakartaのSttsuhunan自 身,あ る い は か

れ か ら封 土(appanage)を 与 え られ た 貴 族 ・官 吏 や,村 の長 との 契約 の もと,農 民 に

サ トー キ ビを 栽 培 させ て い た12)。

　 1918年 に 出版 され た 『蘭 印百 科 辞 典 』 第Ⅱ 巻 のKlatenの 項 に はつ ぎの よ うに の べ

られ て い る。

　 　 「Klatenは,ヨ ー ロ ッパ 系農 企 業 に と って,も っ と も重 要 な農 業地 域 の う ちに

　 数 え られ る。 そ こ に は12の 砂 糖 企 業,18の タバ コ栽 培地 が あ り,さ らにM6rapi山

　 の 山腹 に は い くつ かの コー ヒー,カ カ オ,ニ クズ ク,コ シ ョウ,カ ポ ックを 栽 培 す

　 る企 業 が あ る。(中 略)Klatenで は水 が非 常 に豊 か で あ る。水 は地 中か ら湧 い て 多

　 数 の泉 とな って い る。 泉 はMerapi山 の海 抜250～400　 mの 帯 状 地 帯 に あ る 」[E.

12)ジ ャワで は土地の肥沃度 は人口密度に正確 に反映 し,肥 沃で人口密度の高 い地域では,オ ラ

　 ンダ製糖企業の活動が もっとも活発で あった。 肥沃度,人 口密度,糖 業 の関連に ついては,

　 Pelzerが 論 じている[P肌zER　 1945:165]。
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　Gatak郡 は 自 然環 境 と 農業 立 地 の上 で は,こ う したKlaten地 方 の一 端 に位 置 す る

が,行 政 的 に はSukoharjo県 に属 し,そ の 西 北 端 を 占め る。　Sukoharjo県 は,　Solo

川 本 流 の両 岸 に ひ ろが って お り,Gatak郡 ほ か3郡 よ りな るKawedanaan　 Karta-

sura13)を 除 くと,大 半 が 水 に乏 しい貧 しい農 業 地 域 で あ る。 筆 者 が 住 み こん で い た

D村 で は,小 河 川 や 網 の 目の よ うな灌漑 水 路 に,い つ も豊 か に水 が 流 れ,田 はい つ も

青 々 と実 って い るが,そ こか ら東 に5　kmほ ど進 む と,目 に 見 え て水 が 乏 し く,農 地

は 乾燥 しが ちで あ る。 さ らに 　kmほ ど進 む とSolo川 に達 す るが,そ の東 岸 で は,

米 は年1回 しか とれ ず,乾 期 に は,多 くの人 び とが 村 を 離 れ,生 活 の糧 を求 めて 都 市

に 出 か け て行 く。

　 Gatak郡 は ま た,　Klaten地 方 と 同様,植 民地 時 代 に オ ラ ンダ企 業 に よ るサ トー キ

ビ,タ バ コの契 約 栽 培 が盛 ん にお こな わ れ た地 域 で あ った 。 戦 前 に は,D村 と境 を

接 す るB村 にオ ラ ンダ人 が 経 営 す る タバ コ加 工 工 場 が あ り,ま たGatak郡 の 西 に接

す るKlaten県Wonosari郡 には,同 じ くオ ラ ンダ 人 の 砂糖 工 場 が あ った 。 当時 この

両 工 場 か らGawok駅 へ の道 に は,製 品 を搬 出す る牛 車 が 延 々 と列 を な して い た と い

う14)。

2.　 農業と経済生活

　 Gatak郡 は,表1に 示 す14力 村 か ら成 って い る。 表1の 土 地 利 用 と人 口につ い て の

統 計 か らうか が え る よ うに,耕 地 の ほ とん どす べ て が水 田で あ り,ま た 人 口密 度 が非

常 に高 い。 そ の結 果,耕 地 にた い す る宅 地 ・菜 園 の比 率 も非 常 に高 い。

　 郡 役 所 はB村 のGawok駅 の 近 くに あ る。 郡 役 所 に な らん で,軍 と警 察 の駐 在 所 が

あ り・,こ れ らの 役 所 の 周 囲 に は,常 設 市 場Pasar　 Stasiun,3年 制 中 学 校S.、M.　 P.

Gatak,郡 公 会 堂,サ ッカー の試 合 や集 会 に使 わ れ る グ ラウ ン ドが あ り,さ らに 数 軒

の商 店 と1軒 の 医 院 が あ る。 この一 画 が 郡 の 中心 で あ る が,市 街 地 を形 成 す る に は至

って い な い。

　 郡 内 の 日常生 活 の な かで,人 び とが 集 ま る 中心 とな って い る の は市 場 で ある 。 ジ ャ

ワの ど の地 域 で も市 場 の ネ ッ ト ・ワー クは 良 く発 達 して い る が,人 口稠 密 な この 地 域

13)kawedanaanは 県 と郡 の中間の行政単位であり,注11)に ふれた州 と県 の中間の行政単位ke

　residenanと同様,現 在 では実質的な機能を もっていない。　kawedanaanは オ ランダ植民 地時 代の

　districtに相 当し,本 稿にい う 「郡」kecamatanはorder　 districtに相 当す る。
14)こ の2っ の工場 は,1942年 に日本軍が ジャワに侵攻 した時,逃 走す るオ ランダ人によ って破

　 壊された。今では,そ の跡地 に住居が立 ちならび,か つての工場 の跡 は全 く残 っていない・
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表 て　 Gatak郡 各 村の面積,土 地利用,入 口

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 (1975年2月 の郡 役所統計による)

村
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J

D

N

1
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1
占

-
↓

■⊥

-
↓

-
⊥

面 積
　 　 km2

1.260235

0.959610

0.9189

0.960120

0.9097

0.914155

1.122080

2.274910

1.611960

2.223090

1.204410

1.151870

1.249905

1.910460

水 田　　 　 h
a

82.4165

62.4545

69.8490

73.3140

65.1000

72.5870

77.9055

155.7970

122.8465

153.2705

87.5545

72.6710

92.0855

122.4055

畑　h
a

0.4375

0.2145

　 　 0

0.4175

0.6845

0.2445

　 　 0

0.　2495

0,0250

　 　 0

0.0430

0.0645

　 　 0

2.8640

宅地 ・菜園 その他*　　 　 h
a　　 　 　　 　 　ha

39.6285

31.2490

17.3920

19.7545

19.1815

17,0600

33.2075

64,9445

36,369

62.3225

28.0190

3ユ.8075

30.3255

46.4005

3.5410

2.0430

4.6490

2.5260

6.000

1.5240

1.0150

6,5000

1.9490

6.7160

4.8245

10.6440

1.0925

19.3760

人 口
　　人

2,971

2,009

1,514

2,020

1,493

1,453

2,513

4,172

2,664

3,912

1,700

1,702

2,　316

3,219

人 ロ
密度
人ノkm2

2,357

2,092

1,645

2,104

1,640

1,596

2,243

1,837

1,654

1,762

1,416

1,480

1,852

1,685

主　な　施 設

市 場

郡役所,警 察,軍分遣所中学校
,鉄 道駅,市 場

市 場

訓 ・&67・4・Sl・・3・9…7Sl　S・　244Sl　46S・・63・1　74・8・551　33・　S421　・・　796i

*そ の他 と は,道 路,水 路,市 場,墓 地,役 所,礼 拝堂,学 校 な ど。

で は と くに そ の分 布 密 度 が 濃 い 。 面 積18km2ほ ど のGatak郡 の 中だ けで も3っ の

市 場 が あ る。

　 郡 西 端 のS村 に あ りSurakartaとYogyakartaを つ な ぐハ イ ウ ェイ に面 して い る

Pasar　 K16w6rと,上 に のべ た郡 役 所 近 くのPasar　 Stasiunは 常 設 市 で,郡 東 端D村

のPasar　 Gawokは5日 に一 度Ponの 日15)に 開 か れ る 。郡 内 の住 民 は,こ の3カ 所 の

市 場 の ほか に も,西 隣 のKlat6n県Wonosari郡 のPasar　 Darman,同 じSukoharjo

県 内 のpasar　 Kartasura,　 Pasar　 Sukoharjo,さ らにSurakarta市 内 の多 くの 市 場 に

も,も の の 売 買 に 出 か け て い く。 各 市 場 で は各 種 の 食 品 の ほ か,衣 類 家 具 什 器,農 具,

ニ ワ ト リ,ヤ ギ そ の 他 ,日 常 生 活 に 用 い られ る あ らゆ る もの が売 られ,取 扱 商 品 の 市

場 ご と の特 化 現 象 は あ ま り見 られ な い。 ただ,ハ イ ウ ェイ に面 したPasar　 Kl6w6rは

米 の商 いで 有 名 で,遠 くJakartaか ら も米 を 買 い つ け る商 人 が や って くる。

　 市 場 はわ ず か の 間 隔 で 多数 存 在 して い る ので,ど こに住 ん で い て も,せ い ぜ い3～

4kmも 歩 けば,市 場 に い きあ た る 。 この よ うに 市 場 が 多 い ひ とつ の 理 由は,人 口密

度 の極 端 な高 さで あ る。 だ が,さ らに 重要 な の は,人 び との生 活 が貨 幣経 済 に完 全 に

15)ジ ャ ワの暦 は7日 か らな る週(minggu)と5日 か らな る市 日(Pasaran)を 組 み あ わせ て 作 られ,

　市 日 はLegi, Paing, Pon, Wage,　 Kliwonよ りな る。
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支配されており,個 々の世帯の家計に自給自足的特徴がきわめて弱いことである。人

びとは,こ の地域の主産物である米を除けば,野 菜や炊事用の燃料である灯油をふ く

むほとんどすべてのものを,毎 日市場や商店で現金で買って暮 している。より正確に

いえば,米 す らも例外ではない。水田をみずから経営 し,自 家用飯米を生産する世帯

は,筆 者が調査したD村 では1/3ほ どであり(第 ～1章参照),他 の人びとは,毎 日市

場でその日の米を買っている。

　一方,人 びとは単に市場で ものを買うのみではなく,ま たさまざまのものを売 って

いる。第Ⅵ 章表5の 例にうかがえるように,市 場でのきわめて零細な商いによって生

計を補っている世帯は少な くない。それも自分の住居の庭でとれるヤシの実や果実を

売るというのではなく,市 場Aで 買ったものを市場Bで 売 り,場 所 ごとのわずかな

価格の差からわずかな収入を得るという事例が多い。

　ここにあげた市場とのかかわ りか らもすでに推測されるとおり,こ の地域の人びと

の生活はその日暮 しの特徴を色こくおびている。家計のなかでは,毎 日たえず ごく少

額の現金が出入 りし,現 金を媒介とする各種物資の流れが,ひ とつひとつの取引の額

はごくわずかであって も,す べての住民をまきこんで複雑 ・細密に発達しており,全

体としての規模は大きなものとなる。人びとの経済生活は,現 金を媒介とした無数の

二者間取引の連鎖によって営まれているのであり,以 下につづ く各章であきらかにす

るように,農 業をめぐる人と人の関係にもこうした特徴が色こく刻みこまれている。

　郡内の水田総面積は1,319haで ある。 このすべてが水稲耕作にあてられるのでは

ない。どの村も,各 村の水田面積の1/5を 占ある村有田(第Ⅳ 章1参 照)を 除いた私

有水田のうち1/4を,順 次輪番制で国営農園会社に賃貸 し,会 社と契約した請負人が

日雇いの農業労働者をもちいて,サ トーキビ,タ バコを栽培す る。ただし,サ トーキ

ビは一期の栽培期間が15カ 月,タ バコは5カ 月で,こ の前後にくる,稲 との転換準備

期間を入れても,サ トーキビの場合,2年 目の後半6カ 月,タ バコなら毎年残り5カ

月を稲作にあてることができる16)。

　この地域をふくめ,Klat6n地 方の水稲耕作地帯では,1960年 代後半より普及 して

いる高収量早収品種(PBな ど)をもちいて,最 大限年3回 の稲の収穫が可能である。

人びとの言では,Klaten県 のとくに水の豊富な地域では2年 に5回 の収穫が行われ

16)あ る村が国営農園会社 とサ トーキビ栽培のための水田賃 貸契約 を結んだとす ると,1年 目は

　村の水田の4/5,2年 目は9/10を 稲作 にあて ることにな り,平 均すれば毎年水 田総面 積の17/20

　が稲作にむけ られ る。同様にタバ コの場合,毎 年水 田の9/10が 稲作 にあて られ る。 この2種 の

　作物 についての数値を平均すれば,郡 全体で毎年稲を植え付け られ る水 田の平均面 積は,総 面

　積 の7/8,お よそ1,150haほ どとなる。 そして二期作 がすべての水田でお こなわれてい るので,

　年間平均水稲植え付 け面積 は2,300haほ どとなる。
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て い る とい うが,Gatak郡 で は,稲 を2回 収 穫 し,乾 期 に大 豆(gederek)を 植付 け る

方 式 が と られ て い る。 そ の理 由 は,大 豆 の 値段 が良 い こ と,乾 期 の3作 目 の稲 は収 量

が お ち る こ と,稲 の過 度 の 連 作 は 病 虫 害 の 原 因 と な る こ とな ど で あ る。 調査 が お こ な

わ れ た1975年 に は,乾 期 は6月 ～8月 の3カ 月 間 のみ で あ った が,長 い場 合 は4月 か

ら11月 にお よ ぶ こ と もあ る とい う。 標 準 的 な 田植 えの 時 期 は,第 一 作 が9月 ～10月,

第 二 作 が1月 ～2月 で あ るが,水 が 豊 富 で 年 間 を通 じ気 温 が 高 いた め田 植 え の 時期 を

厳 格 に選 ぶ 必 要 が な い こ と,ま た と くに この5年 ほ ど は,生 育 期 間 の 異 な る 各種 の高

収 量 品 種 と在 来 品種 が 入 りま じ って 植 え付 け られ て い るた め,田 植 え の 時 期 に は 村 内

で も大 き な幅 が あ る。 稲 の第 一 作 と第 二 作 は と もに 雨期 作 と見 なす こ とが で き,と く

に 乾 期 が長 び いた 年 以 外 収 量 に差 は な い17》。

　 稲 の単 位 面 積 あた り収 量 は,ジ ャワ の平 均 値 よ りは か な り高 い。 郡 役 所 の 統 計係 は,

この地 域 の水 稲 収 量 を,未 乾 燥 の 稲 穂18、7.2～8tlhaと す る。 だ が,個 々の 農 民 に

尋 ね る と平 均 的 な答 えは,6t/haで あ る19)。 役 人 は,こ の地 域 の農 業 の ジ ャワ 内部

で の技 術 的先 進 性 を 強 調 した い た め に,収 量 を 多 め に言 う傾 向 が あ り,個 々の 農 民 は,

自 己の 家 計 の貧 しさを 強 調 し よ う と収 量 を低 め に言 う傾 向 が あ る 。 した が って,ど ち

らの 数 字 も直 ち に その ま ま受 け入 れ る こ とは で きな い 。個 々 の 農 民 の な かで,自 己の

水 稲 収 量 が7.2t/haあ る と答 え る の は,経 営 規 模 がlhaを こえ,肥 料 ・農薬 を多 量

に使 って,積 極 的 な 稲作 を行 う少 数 の もの に限 られ る。 ま た反 対 に,5t/haと い う

低 い 収 量 を 答 え る もの も少 数 存 在 す る。 正 確 で信 頼 しう る統 計 が 得 が た い この地 域 の

水 稲 収 量 は,一　6t/ha～7-　 t/ha程 度 と して お くの が妥 当で あ ろ う20>。一未 乾 燥 の 稲 穂 を脱

穀 調 製 して 米(beras)に す る と,重 量 は も との55%に な る と い うのが,人 び との一 致

した 答 え な の で,米 で の平 均 収 量 は,3.3t/ha～3.85　 t/haと な る。

　 した が って1年 間 にGatak郡 内 で生 産 され る稲 は,米 に して7,590　 t～8,855　 tほ

ど と推 計 す る こ とが で き る 。 この量 は郡 内の 住 民 に よ る米 の 消 費 を まか な うに 十 分 な

17)こ うした稲作にとって きわめて恵まれた水利条件は,火 山の裾野の湧水地帯で,し かも戦前

　オ ランダ糖業のための灌漑 事業が発達 した地域にかぎられる もので,ジ ャワ農業の一般的特徴

　ではない。水利条件や土地の肥沃度が劣 る地域の農業について は,た とえばStolerのYogya・

　karta地 方南西部の村についての詳細な事例研究がある[SToLER　 1975,1977]。
18)こ の地域の稲 の収穫では,穂 づみ具(ani-ani)で 穂首を刈 る方法がと られ る。 農民は収穫後

　ただちに,刈 りとられた稲穂を天びんばか りで計 って,米 の収量を知 る。
19)実 際 に農民が用 いる単位は,ト ン,ヘ クタールではなく,米 の収量はkwintal(1kwintal=100

　kg),水 田面積 はpatok(1　patok≒0.25ha)を 用いている。 したがって1　patokあ た り15　kwintal

　 とい うのが,農 民のいう平均的収量である。
20)rojolele, bengawan, kelan(モチ米)な どの在来品種 の収量は4～5　tlha程 度であるが,政 府の

　BIMAS計 画による農業生産資金融資が高収量品種の植え付けを 条件 としていることもあ り,

　在来品種植え付け面積 は少ない。
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もの で あ り,人 ロ構 成 に おい て子 ど もの 比 重 が 高 い こと を 考 え る な らば21》,な お余

剰 が あ る と考 え られ る22》。

　 米以 外 に,こ の地 域 に と って の収 入 源 に は な にが あ る だ ろ うか。 大 きな もの は,水

田 を 利 用す る サ トー キ ビ,タ バ コの栽 培 で,そ の他 は す べ て小 規 模 な もので あ る。

　 す で に のべ た よ うに,サ トー キ ビ,タ バ コの 栽 培 は 国営 農 園会 社 に よ って お こな わ

れ,水 田 所有 者 に土 地 賃 貸 料,農 業 労 働者 に 日払 いの 賃 金 を もた らす23)。 また,水

田経 営 者 は 乾 期 に ダ イ ズを 植 え付 け,現 金 収 入 を 得 る。

　 これ 以 外 の 農作 物 と して は,住 居 の敷 地 内 で栽 培 され る コ コヤ シ,お よ びバ ナナ,

パ パ イ ヤ,ミ カ ンそ の他 の 果 実類 が あ るが,量 は少 な く,多 くが 自家 消費 用 で あ る。

しか も人 口稠 密 な この地 域 で は,住 居 は都 会 の ス ラムの よ うに 密 集 して立 ち並 ん でお

り,菜 園 を もた な い世 帯 も多 い 。 した が って,市 場 で 売 られ て い る野 菜 ・果実 類 の多

くは,丘 陵 部 の 海 抜400～500m以 上 の地 域 で つ くられ,　 Surakarta,　 Yogyakarta

の 市 場 を つ う じて 運 ばれ て きた もの で あ る。 ま た,ニ ワ トリ,ア ヒル,ヤ ギ は多 くの

世 帯 で 飼 わ れ て い るが,大 半 が 域 内 消 費 に あ て られ,若 干 が 域 外 に 出 荷 さ れ る 。

　 農 業 以 外 の 収 入 源 と して は,ご く少 数 の織 布,帯 織,帽 子 製 造 お よび 食 品 な ど の家

内工 業 や 小 企 業 が あ り,ま た,Surakarta市 まで通 勤す る事 務 員,工 員 な どが少 数 い

る。 ま た,大 工,石 工,輪 タ ク運 転手 な どは,時 にSurakarta市 に 働 きに 出 る 。近 く

に大 都 市 が あ る とい う こ とは,こ の 地 域 の 経 済 が稲 作 の 上 に成 り立 って い る とい う基

本 性 格 を変 え る もので は な いが,過 剰 人 口 の矛 盾 を 部分 的 に吸 収 して い る。

近 隣 のSukoharjo県 東 部 やWonogiri県 の よ うな農 業 生 産 が 貧 しい地 域 で は,農

民 が乾 期 に都 市 や,よ り豊 か な農 業 地 域 に季 節 労 働 に 出 る ことが 多 いが,こ の 地 域 で

は,そ う した 労 働 力 の 季節 的移 動 は見 られ な い。

　 以 上 の よ うに,稲 作 を 基 本 と し,そ れ以 外 にい くつ か の 小 規模 な経 済 活 動 を伴 うこ

の 地 域 で あ る が,水 田 を所 有 あ る い は経 営 す る農 家 世 帯 は限 られ て い る 。D村 の例 で

は水 田の 所有 ・経 営 にか か わ る世 帯 は全 体 の1/3に み た ない 。 しか も所 有 ・経 営 の規

模 は零 細 で,4～5haを こす 例 は,ほ とん ど見 い だ しが た い24,。 この よ うな状 況 の

21)D村 では14歳 以下の子 どもは全住民の44・5%を しめ る(D村 役場の人 口統計による)。

22)現 実には,生 産者か ら数段階の米商人を経て消費老へ至 る米の流通 は,村 や郡 とい った行政

　 区画を 自由にまたいでおこなわれてい る。生産 された米がまず郡 内で消費 され,し か る後に余

　 剰が郡外に出荷 され るといった閉ざされた システムが実際に存在するわ けではない。
23)水 田を所有す る農民の多 くは,国 営農園会社 に水田を賃貸す るよ り,自 ら稲を作る方が経済

　 的に有利だ という。会社 との契約 は,個 々の農民が直接行 うのではな く,各 村長が水 田所有者

　 を代表 して行 う形態を とり,法 の上で はあ くまで自由契約で ある。だが,農 民 はこの賃貸契約

　 を県 による行政的強制で事実上拒 否 しがたい ものと,感 じて いる。
24)Gatak郡 の全世帯が観念上の標準である0・5　haの 水 田を もつためには,約5,000　 haの 永 田

　 が必要だが,実 際には水田は1,319haし か な く,Gatak郡 の総面積 も1,867haで あ る。
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もとで人びとの経済的生活を維持 している大きな要因が,以 下の各章にのべる農業を

めぐる個人的二者関係の複雑な累積であり,ま た第Ⅵ章に例示する諸生業をめぐる錯

綜 した関係である。

　Ⅲ.水 田 とkuli　 kencengカ テ ゴ リー

　 1.　 D村 の 空間的構 成

　D村 は,表1に 示すGatak郡14力 村のひとつである。 総面積は1.25k㎡ にすぎ

ず,村 びとの足 としてさかんに利用されている自転車でな ら,10分 も走ると村の端か

図3D村 全 図
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ら端 へ走 り抜 けて しま う。 総 面 積 の74%に あ た る93haが 水 田で,図3に 見 る よ う

に 村 の 中央 か ら東 部 にま と ま って お り,北 ・西 ・南 西 か ら集 落部 に囲 まれ て い る。 村

の 東 の 境 は水 田の 中 の あ ぜ 道 で あ り,水 田 は そ の ま まBaki郡 へ とつ づ い て い る。 こ

の 地 域 で は,地 表 はす べ て 水 田 と住 居 の 密集 す る集 落 部 と に二 分 さ れ て お り,山 林,

野 原 と い った,人 の手 の 入 り方 の よ り少 な い 空 間 は ど こに も な い 。Yogyakarta,

Surakarta地 方平 地 部 の 農村 の景 観 は ど こで もほ ぼ こ う した もの で あ る。 一 面 に つづ

く水 田 の 真 中 に立 つ と,そ の 向 こ うに,コ コヤ シな どが 立 ちな らん で森 の よ うに 見 え

るの が 集落 で あ る。 木 立 ちの 背 後 に は,住 居 の か わ ら(genden)屋 根 が ち らち ら見 え

隠 れ して い るの で,そ こが 集 落 で あ る こ とが わ か る。 良 く見 る と水 田 と木 立 ちの 境 に

は,竹 を 組 んで つ くった 垣 根 が 延 々 とつ づ き,田 の間 を集 落 の 中 に 入 って い く道 の 入

口 に は,や は り竹 を組 ん だ,簡 単 な,実 際 に役 立 つ とい うよ りむ しろ象徴 的 な 門 が あ

る。

　 Gatak郡 役 所 か ら,,ト ラ ックが か ろ う じて 通 行 す る砂 ぼ こ りの道 路 を,水 田や 集 落

を 抜 けて2kmた らず進 み,　D村 に入 る入 口に は,こ う した 門 が あ る。 か た わ らに は,

村 の 成 人 男 子 が 交 代 で 夜 警 に あ た る,床 と屋 根 だ け の小 さ な詰 所 が あ る。 実 際 に は村

の四 方 の 各 所 か ら村 へ 入 れ る の で,こ の門 と詰 所 は,村 の正 面 の入 口 を示 す 象 徴 的 な

もの で あ る。 集 落 の 中 に は狭 い路 地 が た て よ こに 走 り,住 居 が た ち な らぶ 。 典 型 的 な

住 居 は,焼 成 レンガ の 低 い 塀 に 囲 まれ た 広 い 敷 地 を もち,コ コ ヤ シや,パ パ イ ヤ,バ

ナ ナそ の 他 の 果樹 が 植 え られ て い る。 だ が 現 在 で は,そ う した住 居 は数 が 少 な くな っ

て い る。 ジ ャワで は,若 もの が結 婚 す る と独 立 の 住 居 を 建 て て そ こに移 る のが 慣 習 で

あ り,広 い敷 地 は,子 ど もた ち のた め に次 々 に分 割 され た り,他 人 に少 しず つ 切 り売

りされ た りす る。 人 口 密度 が極 端 に高 い 現 在 で は,住 居 は しば しば都 会 の ス ラ ムの よ

うに,軒 を接 して 密 集 して い る 。

　 D村 の集 落 部 は,10個 の そ れ ぞれ 固有 の 名 を もつ 集 落(dukuh)に 分 か れ て い る。 集

落 は,住 居 の 集 合 で あ って,水 田 を と もな う もの で は な く,ま た集 落 の 象徴 的 中 心 は

墓 地 で あ る25)。

　 村政 を進 め る上 で の下 部 単位 は 隣組(rukun tetangga,通 称R.T.)で あ り,　D村 は15

の 隣組 に分 か れ る26)。5つ の比 較 的 小 さな 集落 は そ の ま ま1つ の 隣…組 を な し,他 の5

つ の よ り大 き な集 落 は,内 部 が2つ の 隣…組 に分 か れ る。 各 隣 組 に は2～3人 の 隣組 長

25)村 および集落という社会集団のカテゴ リー一について,よ り詳 しくは,筆 者の別稿[1976:462

　-465]を,ま た墓地 について も同 じ論文[1976:480-482]を 参照された い。

26)隣 組制度 は,第 二次大戦中 ジャワを 占領 した日本軍が日本 のそれに模 して導入 した もので・

　共和国独立後 も村政 のための下部機構 として受 けつがれ,定 着 している。
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(kepala R.T.)が いて,村 役場と村民の間の連絡にあたる。1つ の隣組は25戸 から40

戸ほどの世帯で構成される。村の行政の上では,隣 …組が単位であって,集 落自体は行

政上の機能を もたない。隣…組 と異なり集落にはその長や役員は存在しない。また,集

落,隣 組が居住にもとつく集団であるのにたいして,村 は集落部と水田からなり,居

住と生産の二側面をあわせもつより包括的な集団である。

2.歴 史 に お け るkuli kenceng 27)

　 さ きに のべ た よ うに,村 の 地 表 は宅 地 を 中 心 とす る集 落 部 と水 田 と に分 か れ る。 そ

して人 と水 田 お よ び宅 地 との か か わ りは,村 び とを 分 類 す る伝 統 的 カ テ ゴ リー の 規 準

と な って い る 。伝 統 的 に は,村 び とは以 下 の5つ の カ テ ゴ リー に類 別 され る。

　 1　kuli kenceng 水 田(sawah)と 宅地(pakarangan)を もつ もの 。

　 2　kuli setengah kenceng　 水 田 を もた ず 宅地 の み もつ もの。

　 3　 kuli　gundul水 田の み を も ち,宅 地 を もた な い もの(ふ つ うは,ま だ親 もと に

幕 す未 婚 の 青 年)。

　 4　 Pangindung 水 田,宅 地 を もたず,他 人 の 土 地 に住 居 の み もつ もの 。

　 5　penempelek　 水 田,宅 地,住 居 と も もた ず,他 人 の 住 居 に住 ん で い るが,既 婚

で 世帯 を な して い る もの 。

　 この カ テ ゴ リー区 分 は 戦 前 の オ ラ ンダ 植 民 地 時 代 の もの で あ る。 当時 この 地 域 はい

わ ゆ る 「土 侯 領vorsten　 landen」 の一 部 で あ った 。1755年 に 最 終 的 に オ ラ ンダ に 屈

したMataram王 国 は領 土 の大 半 を オ ラ ンダ東 イ ン ド会 社 に 奪 わ れ,首 都Surakarta

を中 心 とす る 狭 い地 域 の み に形 式 的 な支 配 権 が残 さ れた 。 しか も,こ の残 され た地 域

は最 終 的 に,4つ の 「土 侯 領 」 に分 割 され,元 のMataram王 家 か ら分立 した4つ

の侯 家 にそ れ ぞ れ 支配 され る こと に な った 。

　 Surakarta地 方 は,　Susuhunan領 とMangkunegara領 と に二 分 され,　 Gatak郡

をふ くむ現 在 のSukoharjoお よ びKlaten,　 Boyolali,　Srag6nの 各 地 域 がSusuhunan

領 を構 成 した28》。 独 立 以 前,susuhunanは 自領 内 の すべ て の土 地 の 所 有 者 で あ り,農

27)以 下 のGatak郡 の過去70年 間ほどの歴史 についての叙述は,筆 者 が調査中にD村 の3人 の

　老人(前 村長,旧 地方官吏および水 田耕作者)か ら聞いた話が もとになっている。背景 となっ

　 てい るSurakarta地 方および旧 「土侯領」の全般 的歴史 について は,『 蘭印百科辞典』の関連

　諸項 目[E.N.1.1917--1939],　 Blumberger[1921],　 Selosemardjan[1962],　 Moertono[1968],

　 森[1969]の 記述を参照 した。

28)土 地の支配でな く人の支配を基本 としていたMataram王 国の旧領土 の分割は非常 に複雑で

　 あ り,両 「土侯領」の境界は現在の県 の境界 と厳密 には一致 せず,ま たそれぞれ,他 の領地の

　 中に多数 の飛地の村を領 していた[E・N・1・1918:II-35]。
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民 は 自分 の耕 作 す る土 地 の 所 有 権 も安定 した 占有 権 も も って い な か った 。農 業 地 域 で

はsusuhunanの 高 臣bupatiがbekelを 任 じて一 定 の土 地 を ま かせ た 。1人 のbekelが 支

配 す る領 域 はperbekelanと よば れ,D村 の場 合,村 内 の各 集 落dukuhが,そ れ ぞ れ一

個 のperbekelanを な して い た。bekelは 人 び と に 水 田 と宅 地 を あた え,租 税(pajak)

と労 役(herendienst)を 徴 集 した。 こ う して 水 田 と宅地 を あ た え られ,水 田の耕 作権

(hak　nggaduh)を え る とと もに貢 租,労 役 の 義務 を 負 った の が,上 述 の第 一 の カ テ ゴ

リー に あた るkuli kencengで あ った 。

　kuli kencengは す べ て画 一 に,2枚(2　 Patok)の 田 を あ た え られ た。1枚 の 田 は約

0.25haで あ り,2枚 の 田 す な わ ち0.5　 haが 一 名 義(l　 stat)と よ ば れた 。 した が っ

て ど のkuli kencengも 少 な く と も名 目上 は耕 作 規 模 に差 が な く,貢 祖 ・労 役 の義 務 も

画一 的 に課 せ られ た 。 水 田 の耕 作 権 は通 例,長 男 に よ り相 続 さ れ た が,bekelは 貢 租

・労役 の 義務 をみ た さぬkuli kencengか ら水 田 を と りあ げ,他 の 任 意 の もの に あた え

る権 限 を も って い た。

　 一 方,susuhunanは オ ラ ンダ 人 の タバ コ栽培 企 業 と の間 に,こ の 地 域 の 農地 を賃 貸

す る契 約 を 結 び,農 民 に課 す る貢 租 ・労 役 の他 に,賃 貸 料 を え た。 企 業 は,地 域 の水

田の1/2に 毎 年 タバ コを 植 え させ,乾 燥 ・調製 した タバ コ葉 を 出荷 した 。 結 局kuli

kencengは,耕 作 権 を もつ2枚 の 田の うち 毎 年 交 互 に1枚 を タバ コ栽 培 にあ て て オ ラ

ンダ 企 業 に提 供 した が,そ の代 価 は企 業 よ りsusuhunanへ 土 地 賃 借 料 と して す で に払

わ れて お り,農 民 に と って は事 実 上 無 償 の 強 制 栽 培 を 意 味 した。 タバ コ耕 作 労 働 の一

切 は,susuhunanへ 提供 を 義務 づ け られた 労 役 の一 部 だ った ので あ る。 一 方 村 び とた

ち は,オ ラ ンダ 企 業 の タバ コ工 場 で の乾 燥 ・調 製 の 労 働,出 荷 に伴 う荷 役,オ ラ ンダ

人 職 員 の家 庭 で の 奉 公 な どか ら現 金 収 入 の機 会 を え た 。

　 20世 紀 に入 って オ ラ ンダ の 植 民 政 策 が,い わ ゆ る 「倫理 政 策」 へ と方 向転 換 す る と,

「土 侯 領 」 に お いて も 「土 侯 の 専 横 」 の制 限 と 「住 民 の 福 祉 」 の 改善 が うたわ れ,一

連 の 「近 代 化 ・民 主 化 」 を 掲 げ る行 政 改革 が植 民 地 政 府 の 手 に よ って お こなわ れ た 。

Surakarta地 方 のSusuhunan領 にお け る行 政 改 革 は1918年 に始 ま る[BLUMBERGER

l921:208]。 そ の結 果,従 来 のperbekelanは 統 合 され て,よ り大 き なKalurahan,す

な わ ち現 在 の 村 が 成 立す る。D村 び との記 憶 で は,村 の成 立 は1920年 代 初 期 の こと

で,従 来bekelに 与 え られ て い た 職 田 は漸 次 一 カ所 に集 め られ て,村 役 人 の職 田 とな

った 。 だ が,以 前 か らの オ ラ ンダ 人 の タバ コ栽 培 企 業 と ∫π∫π加 ηαηとの土 地 貸 借 契 約

は,そ の まま 存続 し,村 び との 地 位,水 田 との か か わ りに根 本 的 な 変 化 は な か った よ

うで あ る。
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　 1945年,日 本 の 降 伏 の2日 後 の8月17日 に,イ ン ドネ シア の 独 立 が,Sukarno,

Hattaの 名で 宣 言 され る。 村 び とた ち の語 る と こ ろで は,1945年 の 独 立以 来,水 田

の耕 作 権iは,所 有 権(hak　 milik)に か わ り,村 び とが 耕 作 して い た 水 田,住 ん で い た

宅地 は,そ の時 の 耕 作者,居 住 者 の私 的 所 有 物 とな った29》。

　 独 立以 前 に は,kuli kencengは 法 的 カテ ゴ リーで あ った 。 それ は,susuhunanの 領

地 の一 画 に耕 作 権 と居 住 権 を 与 え られ,反 対 に貢 租 ・労 役 の 義務 を負 う耕 作 者 を さす

こ とば だ った。kuli kencengの 総 数 は,水 田 の枚 数 か ら逆 に決 定 さ れ る もので あ り,

また,kuli kencengた り う るか ど うか は,bekel観 との 個 人 的二 者 間 契 約 に,究 極 的 に は

館舵♂の恣 意 に か か って い た 。 か つ てkuli kencengで あ り,現 在 は水 田 の耕 作 を娘 の

夫 に任 せ て い る70歳 の老 人 の 話 に よ る と,か れ の父 親 は昔,西 隣…のKlaten地 方 か ら

6∂舵 ♂に さ そ わ れ て この 地 に 移 り,宅 地 と水 田 を あた え られ た 。 当 時 この地 域で は,

まだ 人 口 はそ れ ほ ど多 くな く,多 くの人 が この よ うに6訴 ∂♂に さ そわ れ て 西 のKlaten

地 方 か らや って きた とい う。 またkuli kencengの 貢 租 ・労 役 の 義 務 は 重 い もの で,人

び と は機 会 が あれ ば水 田 を耕 作 す る よ り,よ り収 入 の 良 い オ ラ ンダ の タバ コ加工 工 場

の 労 働者 と して働 くこ とを 好 ん だ と い う。

　 この よ うに,bekelの 主 た る役 割 は,水 田で タバ コ と稲 を耕 作 す る 労働 力 の確 保 に

あ った 。 そ の た め にbekelは,個 々人 と それ ぞ れ 二者 間 の 関係 を結 んで 自 己 の配 下 の

kuli kencengと した の で あ り,土 地 と人 び と とが不 可 分 に結 び つ い た一 個 の集 団,ふ

つ う共 同 体 と よば れ る もの と 関係 を 結 ん だ の で は な い。bekelは,こ う した 関係 に よ

一って
,一請 負 人 の 役割 を演 じて い た も の と見 る こ とが で き一る。 かれ は,bupatiを つう じ

て,susuhunanの 土 地 の一 画 の 支 配 を 請 負 う。 そ して か れ は,こ の 土 地 を さ らに 区画

し,実 際 に耕 作 に あ た る個 々人 を徴 募 して,こ れ を支 配 す るの で あ る。1920年 代 に オ

ラ ンダ人 の手 で書 かれ た 「土 侯 領 」 の概 説 で は,bekelの も とに い る 耕 作者 は,オ ラ

ンダ語 の``horige",す な わ ち 「農 奴 」 とさ れて い る[BLUMBERGER　 l921:203]。 だ

が 「農 奴 」 とい う ことば か らkuli kencengを 土地 に しば りつ け られ た 固 定 的 な 身 分 と

考 え るの は,誤 解 で あ ろ う。 表2に 示 す よ うに,過 去 半 世 紀 ほ どの 間 のD村 で の 住

民 の 出入 りは非 常 に激 し く,水 田 とそ れ を耕 作 す る人 の 関係 も固 定 的 ・持 続 的 な もの

で は ない 。 さ きに あ げ た70歳 の 老 人 の例 の他 に も,父 や祖 父 が他 地 域 か ら 移 って き

29)1945年 の独立宣言か ら,イ ン ドネシァの独立国家 としての存在が国際法上確立す る1949年 末

　までの時期は,独 立戦争 と一連の政治 ・社会革命 の時代であり,独 立宣言 とともに水 田 ・宅地

　が村 びとの私有物 とな ったとい うのは,法 体系の全般的改変 に先行する事実 と人びとの観念の

　次元 のことが らである。Surakarta地 方全般にかか わるこの間 の史実および現在にいたる法の

　変遷 の問題は筆者 には未詳である。 イ ン ドネシアの全域に 農地 の 私的所有権を 確 立 したのは

　1960年 の農業法である。
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表2　 D村G集 落居住成 人*1の 生地 と移入状況

　　　　　　　　　　　(1975年11月 現在,筆 者の個別調査により作成)

男

生 地

G集 落

D村 内 他 集 落

近 隣…の 他 村*3

Surakarta市

Yogyakarta地 方

不 明

9

2

6

1

1

3

移 入 時 の 状 況*2

子ども
時 代

移 入 の 時 期

0

1

1

0

婚姻時その他…
19π

年代

1960

年 代

1950

年 代

1940

年 代

1930

年 代

1920

年代

1910

年 代

0

4

0

0

2

4

0

1

1

1

0

0

0

2

0

0

1

4

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

計 25 2 4 7 2 2 6 2 0 0 1

女

G集 落

D村 内 他 集 落

近 隣 の 他 村*3

Surakarta市

Yogyakarta地 方

不 明

　7

　4

13

　2

　1

　2

0

1

0

0

1

5

1

0

3

7

1

1

2

3

0

0

2

3

0

0

0

3

2

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

計 29 1 7 12 5 5 6 1 2 1 0

　 *1「 成人」とは,年 令をとわず,親 その他の保護者の もとを離れてすで に自活 して いるもの

　 　 をいう。

　 *2「 子 ども時代」 とは,子 ども時代 の被扶養期に親 祖父母 お じ ・おば,そ の他に従 って移

　 　 入 した もの。「婚姻時」 とは,婚 姻時 にすでにG集 落に住む配偶者の もとに移入 した もの。

　 *3「 近隣…の他村」 とは,郡 内外をとわず半径15～20kmほ どの地域一円をいう。

て,kuli kencengと な った事 例 は い くつ か見 い だ さ れ,の ちに第Ⅵ 章 で詳 し く論 ず る

D村 内一 集 落 の 例 を 詳 し く検 討す る と,先 祖 よ り代 々 同 じ水 田を耕 作 して現 在 に い た

って い る例 は非 常 に少 な い 。

　 この よ う にkuli kencengは,固 定 的 な,生 れ に よ って うけつ が れ て い く身分 で はな

い 。kuli kencengと い う社 会 的立 場 に と って,も っ と も基本 的 な もの は,bekelと の 二

者 関係 で あ り,広 義 の 契約 関係 で あ る。 人 と人 との二 者 関係 に よ るつ な が りが,こ の

地 域 の社 会 を成 り立 た せ て い る も っ と も主 要 な要 素 で あ る ことは,bekel制 が 廃 止 さ

れ て ひ さ しいD村 の現 状 に つ い て も,ま た指 摘 しう る。

3.kuli kencengカ テ ゴ リー の観 念的 表象

　 この地 域 の近 代 の社 会 史 に は,3つ の大 きな 転 換 点 が 存在 す る。 第 一 に,1918年 に

は じ ま るsusuhunan領 の 村落 改 革,第 二 に,1942年 の 日本 軍 の 侵 入 に よ る オ ラ ンダ 農

企 業 の 解体,第 三 に,1945年 の独 立 とsusuhunan制 の解 体 で あ る。 そ して土 地 私有

制 が 確 立 さ れ た現 在 で は,kuli kencengと い う社 会 的 立 場 を裏 づ け る 法 的 規 制 は 存在
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しな い 。 イ ン ドネ シァ共 和 国 の全 域 に わ た って土 地 の私 有 権 を は じめ て 法 的 に 確 定 し

た1960年 の 農 業 基 本法(Undang-Undang　 Pokok　Agraria,　No.5/1960)は,同 時 に土 地

所 有 規 模 の 上 限 と,非 居 住 地 で の土 地 の取 得 の制 限 を 定 めて い る。 そ の 細則 は 地 域

に よ って 異 な る が,400人/k㎡ を こえ る人 口密 集 地 域 で は,水 田 の所 有 は 最 大5ha

と され,ま た 自 己 の居 住 す る郡 の 外 に 耕 地 を 所 有 す る こ とは で きな い と され て い る

[KOENTJARANINGRAT　 l975:31]。

　 この規 定 が 現 実 に はお こな わ れ て い な い ことは,の ち にま た ふ れ る が,と もあ れ,

農 業基 本 法 に よ れ ば,住 民 は 自 己の 居 住 す る郡 内 に最 大5haの 水 田 を所 有 し うる。

kuli kencengは,bekelと の 関係 で そ の地 位 を あた え られ,bekelの 管 理 す る土 地 に 居

住 と耕 作 の権 利 を得 て,同 時 に 貢租 ・労 役 の義 務 を負 う存 在 だ った の で あ るか ら,土

地 私有 制 の確 立 とと もに,も は や 法 的 に は存 在 しな くな った もの で あ る。

　 と こ ろが,村 び との 観 念 の 中 に は,kuli kencengの 概 念 が,未 だ には っ き り と存続 し

て い る。 筆 者 がD村 に住 み こん だ,ご く初 期 の,い ま だ村 内 の状 況 を な に も知 らぬ

時 期 に,村 役 人 の 一 人 で あ る書 記(carik)が,筆 者 の質 問へ の 答 え と して で はな くみ

ず か ら語 った の が,kuli kencengを は じめ とす る,上 述 の村 の 住 民 の5つ の カ テ ゴ リ

ーで あ った
。 か れ は そ れ を,過 去 の こ とで はな く現 在 の こ と と して 語 った 。 さ らに書

記 は,村 内 に147人 のkuli kencengが お り,全 員 が村 内 に居 住 し,ひ と し くlstatす

な わ ち0.5haの 水 田を 所 有 し,村 外 の 住 民 で 村 内 に水 田 を所 有 す る もの や,逆 に村

の住 民 で 村 外 に水 田を 所有 す る もの(日 本 の 農 村 に い う出作,入 作)は な い と のべ た 。

筆 者 は,水 田の 所 有 関係 が あ ま りに整 然 と整 って い る こ とに驚 き なが ら,そ の話 を 聞

い て い た 。現 実 が,そ の よ う に整 然 と した もので な く,逆 に極 度 に 錯 綜 した複 雑 な も

の で あ る こと は,そ の後,個 別 の世 帯 に つ いて 直 接 の 調 査 を 開 始 す る と,す ぐに わ か

って きた 。

　 書 記 が この よ うに語 る の は,少 な か らぬ 数 のD村 の水 田所 有 者 が,農 業 基 本 法 に定

め る同 一 郡 内 ど ころ か,数 百 キ ロ もは な れ た,Jakarta,　Semarang,　 surabayaな ど

の 大 都 市 に住 ん で い る とい う事 実 を,公 然 と語 るま い とい う動 機 に もとつ いて い る と

も考 え られ る。 だ が,こ こで 問題 なの は,動 機 のせ ん さ くよ りむ しろ,こ の 地 域 の 住

民 自身 が 複 雑 な 現 実 を 外 部 の もの に語 る時,ど の よ うな 観念 的 モデ ル を採 用 す ζ か と

い う点 に あ る30)。 ひ と し くlstatの 水 田 を耕 作 す るkuli kencengと い う表 象 を もちい

30)わ た しが知るかぎりのSurakarta地 方の人び との多 くは,都 会 と村落 とを 問わず,外 部か ら

　 やって きた異 人であるわた しに実 によ くしゃべる。調査上の問題 は,い かにかれ らに しゃべ ら　
せるかで はな く,い かに余分なお しゃべりを ス トップさせ るかにある。だが,と りわけ出会っ

　 てか ら日のたたぬ疎遠な関係で あるほ ど,か れ らの話 の内容は,現 実の細部の描写 とははなれ

　 た,一 定の形式 の現実について の観念的 モデルであることが多 い。
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る こ と に よ って,現 実 の水 田所 有 関係 の複 雑 さ は,た ち ど ころ に整 理 され て し ま う。

こ う した モ デル に よ って 現 実 を説 明 しよ うとす るの は,書 記 だ け で は な い。 わ た しが

水 田 の所 有 と経 営 の状 況 を 直 接 たず ね た村 び とた ち も,ま ず1statの 水 田を 所 有 して

い る と語 り,も しそ れ 以 上 の 規模 を有 して いて も,い ろい ろ尋 ね た あ げ くに,妻 や 息

子 の 名義 で さ らに1stat所 有 す る と答 え る もの が多 い。 法 に よ る 水 田所 有 制 限 の 上 限

は5haで あ り,　D村 に は実 際 の 所 有 規 模 が5haに 達 す る もの は一 人 もい な い の で,

こ う した答 え は 脱 法 行 為 を 隠 す た め の もの で は な い。 一 人 の農 民 が 所 有 す る 水 田 は

1stat=0.5haと い う観 念 上 の モデ ル は,村 び との 間 に 普遍 的 に と り入 れ られ て い る。

村 内 の水 田 中,個 人 に私 有 され て い る もの74.9haに た い し,村 の書 記 が あ げ るkuli

kencengの数 は147名,こ の147名 全 員 が0.5haの 水 田を所 有 す る とす ると合 計 は73・5

haに な り,現 実 の 総 面 積 は これ よ り1.4ha多 いの み で あ る 。

　 村 の 水 田 は,村 役 場 の 前 を とお って県 庁 所 在 地 で あ る小 市街 地Sukoharjoに 向 か

う 自動 車 道 路 を 真 中 に は さ ん で両 側 に広 が る。 水 田1枚 す なわ ち1　Patokは ほ ぼ0.25

haの 長 短 冊 型 で,道 路 の 両 側 に そ れ ぞ れ2列,と こ ろに よ って3列 に整 然 と な らん

で い る。 道 路 の 南 西 の 半分 はA,北 東 の 半 分 はBと 呼 ば れ,そ れ ぞ れ 水 田 の 枚数 は ち

ょう ど147枚 で,村 役 場}こ近 い端 か らBaki郡 と接 す る村 境 に 向 か って,1番 か ら147

番 まで の 番 号 が つ け られ て い る。1人 のkuli kencengは 道 路 の 両 側 に1枚 ず つ水 田 を

有 し,た と え ば,A1番 と ・B1番 あ わ せ て,2枚=1statを もつ こ とに な る。 か つ

て の オ ラ ンダ 時 代 に は,浸 水 田群 と β 水 田群 が,交 互 に タバ コ耕 作 に あ て られ,ん 厩

kencengはA群,B群 に そ れ ぞれ 一 枚 の水 田 を あ た え られ,い つ も,一 枚 は タバ コに,

も う一 枚 は水 稲 に あて て い た の で あ る 。

　 こ う して 見 る と,ひ と し く0.5haの 水 田 を もつ147人 のkuli kencengと い う観 念 的

モ デル は,村 の 富 の 主 要 な 源 泉 で あ り,ま た 錯 綜 し不 安 定 な 人 と人 と の関 係 と異 な り

安 定 不 変 の もので あ る水 田を,物 質 的 か つ視 覚 的 な基 盤 と して 成立 して い る こ とが わ

か る。 この モ デル は,全 員 が 同 じ広 さの水 田を もつ とい う点 で,著 し く平 等 主 義 的 な

モデ ル で あ る。 だ が この観 念 上 の 平 等 主 義 は,ほ ぼ 同 じ広 さ(0.25ha),同 じ形 の 水

田が,道 路 の両 側 にそ れ ぞ れ 同 じ枚 数 で,番 号 を つ け られ て整 然 とな らんで い る と い

う事 実 と結 びつ い て い る。147人 のkuli kencengの な か に は,す で にの べ た よ うに,

現 実 に は村 の住 民 で な い もの もい る 。 だ が と もあれ,A,B各147枚 の水 田 は,村 内 に

な らん で い る ので あ る。

　bekel制 の 時 代,オ ラ ンダ に よる 村落 改革 下 の時 代,そ して独 立 後 と い う3つ の時

期 をつ う じた この地 域 の社 会 史 につ い て,筆 者 は詳 しい資 料 を も って い な い。 だ が,
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ごく大まかな見通しはつぎのようなものである。オランダ植民地時代には,kuli ken-

cengは実体的な人をさすカテゴリーであった。kuli kencengは,実 際に水田の耕作に

あた り,貢 租 ・労役の義務をはたした。 独立以後,kuli kencengと いう概念は過去の

ものとして消えうせはせず,人 との関係の面ではより抽象化された概念として存続 し

た。 つまり,kuli kencengは 依然として人をさすカテゴリーではあるが,規 格化され

た2枚 の水田に対応する名義を表すものであり,よ り実体的な所有や,ま して経営 と

は必ず しも結びつかない。 したがって以下では,上 述のkuli kencengの モデルで示 さ

れる規範と相反する水田の所有 ・経営関係の現実を検討する。

Ⅳ.水 田の所有 と経営

1.　 村 有 田 と政治 的 ヒエ ラルキ ー

　村 内 の水 田 は,表3の とお り,

ま ず 村有 田 と私 有 田 に分 か れ,前

者 に は さ らに職 田 と村 田の 二 種 が

あ る。 各 村 役人 が受 け る職 田面 積

は 表4に しめす 。村 有 田 は村 内 の

水 田総 面 積 の 約19.5%を しめ る。

か つ て のMataram王 国 の 領 土 で

は,一そ の 後 の オ ラ ンダ植 民 地 時 代 ・

を もつ う じて,各 村31》の水 田の1/5

が 村 の 長 な い し村 差配 人 に あた え

られ て い た[MOERTONO　 1968:

142]。 現 在 の 村 有 田 は,!920年 代

初 期 の村 落 統 合 以 後,従 来 ∂話認

に あ たえ られ て いた 職 田 を漸 次 一

カ所 に集 め た もので,面 積 比19.5

%と い う数 字 は,過 去 の 慣行 に お

け る1/5と い う比 率 と ほぼ 一致 し

表3　 D村 における水田の種別と面積
　　　　　　　　 (D村 役場統計による)

Ⅰ.村 有 田

　 a　 職 田(sawah　 lungguh)

　 b　 村 田(kas　 desa)

Ⅱ .私 有 田

18.15

8.83

9.32

74.94

ha

計 93.09

表4　 村役人の職田受給面積

(隠退 した前村長か らの聞きとりによる)

職 名 職 田　面 積

村 長(lurah)

書 記(carik　 desa)

伝 令(kebayab desa)Ⅰ

伝 令(keba1an　 desa)Ⅱ

水 利 係(ulu-ulu)

宗 務 係(modin)

　 加 加*5

2.5

1.25

1.25

ユ1

1

　 　 ha3
.67

1.84

0.92

0.92

0.74

0.74

計 8.83

*bahuは ジ ャワで 伝 統 的 な土 地 面 積 の単 位 で ,大

　 き さ は地方 に よ り一 定 しない が,こ の地 域 で は

　 約0.7～0.75haで あ る。　bahuと い う単 位 に つ

　 い て はMoertonoの 研 究 に詳 しい[1963:140]。

31)こ こで村 とい うもののなかには,susuhunanの 料地,貴 族 ・官吏にあたえ られた封土,主 に

　宗教上の理 由で貢租 ・労役が免除 されていた自由村(46∫αρ吾アdikan)などさまざまのものがふ く

　まれ,中 間支配の形態 もさまざまで,必 ず しも食糧生 産者た る農民の自律的共 同体をい うもの

　で はない。 本稿の他 の箇所で一般 に村 という時 は,現 代の最末端 の行政単位たる村kelurahan,

　kalurahanを さす ものである。
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ている。

　職田は村の水田の西端,村 役場や礼拝堂のある村の中心にもっとも近い所に集中し

ている。水がかりの上ではもっとも上手にあたり村内最上の水田である。各村役人は

その任にある間,自 己の職田に自由用益権を有 し,み ずから経営するか,小 作あるい

は賃貸に出すか,い ずれかの利用形態をとる。村役人の辞職や死亡の際は,職 田は村

に返還される。

　村役人の地位に関し特記すべきは,6人 のすべてが県知事(buPati)よ り直接任命さ

れることである。村長のみは村の成人全員の選挙で選出された後,県 知事から正式の

任命をうけるが,選 挙の候補者になるためには,あ らかじめ県がおこなう試験に合格

せねばならない。また他の村役人は,県 によって公募され,競 争試験をへて合格者が

任命される。職田は村の財産であり,し かも村内の最上の田を占めているのだが,村

役人としてこれを利用する地位につ く過程には,行 政の上部からの強い干渉が介在す

る。

　最近まで村役人には任期がな く,い ったんその地位につくと終身にわたり役職を保

持した。1970年 代に入ってから,内 務省が,ま ず村長について任期10年,55歳 定年制

の導入をすすめている。D村 においても,ち ょうど1975年 に,1945年 以来その職に

あった70歳 の村長が退職 し,か わって37歳 の新村長が選ばれ任命された。この新制度

によっても,村 長は少なくとも10年間(さ らに再任可能)3・67haに およぶ職田を自

由に利用することができ,未 だ任期制のない他の村役人の場合,さ らに長期間職田を

利用 しうる。 水田経営規模の標準が0.5～lha程 度であり,最 大規模のものでも4

haに すぎないこの村では,村 役人の職に付随する職田の経済的価値は非常に大 きい。

　一方,村 田は,村 の下手のBaki郡 と接する村境近 くに一カ所にまとまっており,

希望者に1年 期から10年期ほどの契約で賃貸される。村田賃貸の目的は,村 政運用の

ための資金をえることにあり,お もに小学校建築などの土木 ・建築作業の資金にあて

られている。 したが って賃貸料は,地 域の水田賃貸料の相場にな らってきめられ,水

田をもたず,か つ水田賃借の資金のない多 くの貧 しい村びとには,村 田を借 りる機会

はない。

　 ジャワの農村では,し ばしば村が共有水田をもち,土 地のない村びとにこれを耕作

させるという共同慣行が存在したが[JAY　 l969:307--320],　 D村 の村田には乙うし

た共同的な性格はない。

　 以上二種の村有田を除 く74.94　haが,各kuli kencengの 名義にかかるA,　B各147

枚の私有田である。
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2.petaniカ テ ゴ リー と水 田所 有

　村内の水田は以上の三種に区分されるが,経 営形態からみると,そ れぞれのあいだ

に相違はない。いずれの場合をみても,所 有と経営,さ らに実際の耕作労働の関係は

きわめて複雑であり,何 人 もの人間が,な んらかのかたちで一枚の水田にかかわ って

いる。

　水田所有者は一般にpetani pemilik sawahと よばれる。 これはkuli kencengと いう

カテゴリーと重なりあうものだが,け っして同一のカテゴリーではない。kuli kenceng

は伝統的なカテゴリーであり,す でにのべたように各水田の名義上の所有者をしめし,

だれがkuli kencengで あるかは,明 確である。 村の書記が語った水田所有関係の観念

上のモデルとことなり,少 なからぬkuli kencengが 村外に住み,時 には数百キロもは

なれた都市に住んで近親者や知人に,賃 貸や小作というかたちで水田の経営をゆだね

ているσ

　一方,petani pemilik sawahと いうのはより近代法的な私有の観念に もとつ く概念

ではあるが,に もかかわ らず実体はkuli kencenに は明確でない。この概念の若干

のあいまいさは,petaniと いうことばにかかわっている。インドネシァ語でpetaniと

は,「 農民」を意味するきわめて一般的なことばである。pemilik sawahと は 「水田

所有者」を意味する。 したがってpetani pemilik sawahと は,文字どおりには,水 田所

有農民を意味する。ところが,調 査地の人びとの間には,水 田所有農民petani pemilik

sawahに対応すべき 「水田をもたない農民」ということばや観念は存在しない。 こと

ばの用法の上ではpetaniす なわちpetani pemilik sawahであって,水 田を所有せず

に農業にかかわる人びとは,petaniカ テゴリーにはふくまれない。

　農業労働者は,賃 金をうけて肉体労働にたずさわるもののカテゴリー(buruh)に ま

ず類別され,と くに農業労働にもっぱ ら従っていることを示 したい時にはburuh　 tani

とよばれる。 土地をもたず賃借や小作契約で水田を経営するものはpetaniに は類別

されず,他 に生業や地位をもって いればそれに したがって小商人(bakul)32),職 人

(takang)な どに類別され,そ れがなければburuhの カテゴ リーに入れられる。一方,

水田を所有 していれば,そ れをすべて他人に賃貸 しみずからは衣類の行商にたずさわ

っているものでも,petaniと 自称し,他 人からもpetaniと 認められる。

petaniをインドネシア語で一般に理解されているような 「農村に住み農業で生計を

立てるもの」とするのは,い わばナショナルな次元での認識であり,こ の地域の用法

32)ジ ャワ語にいうbakulは,市 場,屋 台や住 居の軒先,道 端などで ものを商 う零細な商人の こ

　 とで,店 舗やある程度以上の資本を もって商業にたず さわ るものはpedagangと よばれ る。
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の次元では,petaniと よばれる人びとの共通の属性は水田の所有にある33)。だが人

びとの用法におけるpetani概 念も,上 述のようなナショナルな次元での認識からまっ

たく離れた,農 地の所有のみにかかわる法的な概念ではない。であるから,法 的な所

有をはっきりさせるためにpetani pemilik sawahと いう堅苦 しい響きの合成語が,ま

た別にもちいられるのである。petani概 念の内包する意味は,そ れがもちい られるコ

ンテクス トを見るとより鮮明になる。

　人びとに職業を問うと,答 えはふつ うpetani,buruh(肉 体労働者),　bakul(小 商人),

tukang(職 人)の4種 のいずれかになる。また村役人(Pamong　 desa),学校教師(guru),

軍人(ABRI),そ の他の公務員(pegawai negeri)の 場合は,上 記4種 のいずれを兼

ねていても,こ れらの公務にかかわる職業に類別される。以上5種 が村の人びとを類

別するもっとも基本的な社会的カテゴ リーである。第5の 公務カテゴリーが他の4種

に優越するのと同様,水 田を所有 しているものは,た とえ実際の日々の生業が商人や

職人であってもpetaniに 類別される。 各カテゴリーの基準は,国 家 と行政にかかわ

る地位,水 田の所有,実 際の生業などとば らば らであって も,入 びとの認識において

は,こ の5種 のカテゴリーは同一平面上の類別システムである。

　 このようにpetaniと いう語は社会的カテゴリーであり,そ れが実際に指示する人び

との属性は,日 々の生業よりも,水 田の所有という法的領域に結びついているところ

に,こ の地域におけるpetani概 念(一 農民概念)の 特徴が存在する。

　 水田を所有する人を指示する概念という限りでは,petaniとkuli kencengと の間に

相違はない。 だが,petaniは 観念上農村部に住んでいるもので あって,都 会 に住む

petaniというものは考えがたい。 したがって,都 会に住んでD村 の水田に所有名義を

もっているkuli kencengをpetaniと いうことはない。petaniと いう概念は,村 に現実

に生活する人びとから離れることはな く,村 内および周辺の人びとの日常生活の世界

のなかにどどまるものである。一方,村 の水田の一枚一枚について所有者はだれかを

問 うと,kuli kencengた ちの名が返って くる。petani概 念の出発点が人であるのにた

いし,kuli kenceng概 念の出発点は水田である。kuli kencengカ テゴリーに入る人が

だれであるかは明確であるが,そ のなかには多くの遠方に住む人がふ くまれ,人 びと

の日常生活の世界のなかでの実体は希薄である。

33)イ ン ドネ シアの社会科学者 もρ伽痂 ということばを農業で生活をたてるもの一般 という意味

　で理解 しているようであ る。地理学者SuharsoのSurakarta地 方北東部Karanganyar県 での

　農村調査の予備 報告を見 ると,こ うした一般的理解 と,語 の現実の用法の くい ちがいが,用 意

　され た質問表を もちいた調査 に困難を もた らして いるさまが うかがえ る[SuHARso　 1975:51-

　52]。
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3.　 水田経営 と水田賃貸制

　 のちに第Ⅵ章で世帯ごとの事例をつ うじて,よ り具体的にあきらかになるように,

躍 磁 概念が もっぱ ら水田の所有と結びついていて実際の経営と分離 しているのは,

みずから水田を所有 し経営する自作農が優勢だからではない。事実は,観 念において

も現実においてもその反対であり,所 有 と経営が分離 している例は少なくない。

　 水田経営者をさす ことばにはpenggarapが ある。このことばは文字どおりには 「耕

作者」を意味するのだが,農 耕の機能的側面にかかわる概念であって,人 を社会的に

位置づける カテゴリーとはいえない。 ある水田について 実際にだれが耕作 している

(nggarap)か とたずねた時に,は じめてpenggarapの 名があげられるのであり,ある人に

ついて,上述の5種 の社会的カテゴリーによってpetani,baruhな どと指示するごとく,

penggarapであると類別することはない。 この地域の生業のなかで水稲耕作は,産 出

す る経済価値量においても,ま た観念の上でも,も っとも主要なものである。にもか

かわらず,富 の源泉たる水田の所有は重要な社会的カテゴリーを形成するのに,水 田

の耕作は一個のまとまった社会的カテゴリーを形成 しない。このことの意味を考える

ために,水 田耕作者penggarapの 現実のあり方をまず検討 しよう。

　 行為者を示す語形penggarapに 対応する動詞nggarapは 「しごとをする,耕 す」と

いう意味である。ところがpenggarapは 必ずしも,み ずから水田に下 りて田を耕 し農

業労働をになうものではない。む しろ大半の労働はpenggarapと はまったく区別され

た存在である農業労働者buruh taniに 担われているのが現実である。

　penggarapの 基本的属性は,個 々の水田について耕起から収穫までの耕作の全過程

に責任をもち,順 序にしたがって仕事の手配をおこない,み ずから耕作労働に従事 し

たり労働者を監督することにある。penggarapが どこまでみずから農耕労働にあたる

かは,個 々の事例で大きく異なる。 だがのちに農業労働の項でふれるように,こ の

地域では,農 繁期の労働交換の慣行が現在はもとより過去の記憶にも容易には見いだ

しがたいほど微弱で,田 植え,稲 刈りは現金か現物の労賃を給される労働者でまかな

う方式が普遍的である。 したがって,み ずから農耕労働にあたるタイプの クe'nggaraP

の場合も,農 業労働者への依存度はけっして小さくない。

　 水田所有との関連でみるとpenggarapは 以下の2種 に区分される。第一はみずから

水田を所有 しているもの,第 二は他人が所有す る水田で農業経営をおこなうものであ

る。後者は,個 人が私有する水田あるいは村田を賃借するものと,職 田をあたえられ

て農業経営をおこなう村役人とにわかれる(村 役人がみずからの職田のすべてを賃貸

や小作に出している場合には,か れはpenggarapで はなく,賃 貸料のみを手にするも
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のとなる)。 これは概念上の区分であり,現 実には,み ずから水田を所有して経営に

あたるとともに,さ らに他人の水田を賃借 して経営規模の拡大をはかるものも存在す

る。 一収穫期水田1Patokの 標準的賃借料がRp30,00034)で あるのにたいし,同 じ

面積の水田の売買価格はRp1,300,000に もたっするので,経 済的に余裕があるもの

が水田経営規模を広げようとして,ま ず最初にたよる方法は水田の賃借である。

　 この地域において,水 田の所有 と経営の分離を可能にしている直接の大きな要因は,

水田賃貸制(sewa)の 著しい発達である。 経済的上下関係とともに社会的ステータス

の構造的な隔りも伴うような地主=小 作制は見いだされず,よ り経済的なものに純化

され,そ の限りで対等な契約関係である水田賃貸借制が普遍的におこなわれているの

である。

　賃貸は現金前払いでおこなわれ,契 約期間は1収 穫期から10年におよぶものまでさ

まざまである。 賃貸料は支払い後 すぐに耕作を始められる場合は一収穫期,水 田l

Patok(約0.25ha)に つきRp30,000,次 回以降の収穫期について,予 約 して先払い

する場合や長期の契約の場合は,期 間の長さにしたがって安 くなる。

　水田を賃借するためには,Rp30,000の 現金をあらかじめ用意せねば ならない。

これができるのは,平 均以上に豊かな人びとに限 られ,水 田をもたず,か つ貧 しい人

びとには不可能なことである。したがって,土 地のない貧しい人びとにとっては,農

業労働者になるのが農業にかかわる基本的な方法である。

　 D村 で,筆 者が任意にとった4つ の隣…組の例では,世 帯数合計145世 帯のうち水田

を所有するのは42世帯にすぎないので(第Ⅵ 章,表5～8参 照),水 田所有は村内に

おける相対的豊かさのしるしではあるが,水 田所有者すなわちpetaniと,水 田賃借者

との間には,は っきりした経済的地位の相違は認めがたい。それは,水 田はもたない

が他の商いなどのしごとで蓄財したものが,財 産保全と利殖の手段 として水田を賃借

した り,村 内でも上層の経営規模の大きい水田所有経営者が,さ らに水田を賃借する

例が しばしば見いだされるか らである。

　一方,水 田を賃貸に出すのは,ど のような人びとであろうか。 水田をlhaも 所有

している少数のものにとって,そ のうちの1/4な いし1/2を 賃貸に出す ことは,ま と

まった現金をうる便利な方法である。標準的な,夫 婦と子ども3～6人 からなる世帯

は,0.5haの 水田があれば,自 家用飯米を確保 し余剰を売却するとともに他の稲作

以外の雑収入を加えて,い ちおう低水準に安定 した暮 しを支えていくことができる。

34)以 下 イ ン ドネ シ アの通 貨 単 位rupiahの 略 号Rpを もちい る 。 調査 当時(1975年)の 交換 レー

　 トで は,Rplは ほぼ0.73円 に相 当 した。
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したがって,水 田が1haも あれば,結 婚式,割 礼,葬 儀,死 後の諸儀式などの家族

儀礼や,オ ー トバイなどの高価な品の購入のため,ま とまった現金が必要な時に,所

有する水田の一部を一定期間賃貸に出すのは容易である。0.5haな いしそれ以下を

所有する人びとの例では,賃 貸に出すのは,商 いなどの他のしごとを主たる生業にし

ている場合,老 人世帯や男手のない世帯で農業経営にあたるのが困難な場合,あ るい

は,当 座の現金の必要にせまられてやむをえずおこなう場合などが多い。こうして大

きく見た場合には,賃 貸者一地主よりも賃借者のほうが経済力がつよい例がしばしば

あるのに,そ の逆の例はむ しろ少ないのが特徴である。

4.「 経 営者 」 カ テゴ リーの不安定 性

　以上のように,penggarapと いうカテゴリーは水田との対応,人 との対応のいずれ

においても非持続的で不安定なものである。水田の賃貸借は現金の前払いによってお

こなわれるので,契 約の成立に経済外的な諸要因が介入する傾向は弱く35),経 済的に

純化された自由な市場での取引と見ることができる。したがって契約期間は一般に短

く,1収 穫期から4～5年 ほどがふつうである。また貸借は貸し手,借 り手双方の時

時の経済状態を基礎とした微妙なバランスの上に成立しているので,同 じ二人の個人

の間で長期にわたって契約が反復されることはまれである。こうした性格をもつ賃貸

借制がさかんなので,一 枚の水田の経営者 は1年 から数年単位で頻繁に変化する。し

たがって水田経営者は,不 動の富の源泉である水田と安定 した結びつきをもたず,さ

まざまの生計手段,あ るいは利殖の道のひとうとして,農 業経営にかかわっているに

すぎない。

　人の面で見ても,個 々の水田経営者の水田へのかかわり方は多様であり,農 耕労働

への参与の程度,水 田経営の動機 ・目的,み ずからおこなう他の職業にたいする水田

経営の比重はまちまちである。自分の水田をみずから耕 し,家 族の糧食を確保するも

のといった農民像を,こ うした多様性のなかの規範や標準 とすることはできない。イ

ンドネシアのナショナルな次元での農村のイメージでは,petaniす なわち農民は,水

田で水牛を追いスキ,マ グワを操るすがたに象徴される86)。だが,こ の地域で水牛を

追 って水田を耕起 しているものの多くは,時 々の個別的契約でたまたまその水田で働

35)唯 一の顕著 な例外 は,親 族 と婚姻のネ ットワークのなかに見いだ される。 きょうだい間,娘

　の親一 娘の夫などの間に結ばれ る契約 は長期にわた り,賃 貸料 も場合により相対的に安 い。

36)こ のことについてはた とえば,ス カルノがMarhaen主 義を説 く時の,独 立 自営小農民の イ

　 メージ[土 屋1971b:252],あ るいは,現 代イ ン ドネシアの出版物に現われ る農民の像を想起

　 された い。
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いている農業労働者であり,petaniで もまた水田経営者Pe'nggaraPで もない。

petaniは実際の日々の生業がなんであろうと,た しかに存在し目に見える水田と所

有によって結びついているのに,penggarapは そうではない。 また,商 人は市場で店

をひろげている姿,職 人は練瓦工であるな らば練瓦をつんで壁や塀を作 っている姿,

肉体労働者は水田や土木工事現場で炎天下に汗を流 して働いている姿と,そ れぞれカ

テゴリーに結びついた,し ごとの視覚的イメージがあるのに,penggarapに は,こ う

した普遍的な視覚化 しうるイメージが欠けている。かれ(ま たはかのじょ)は,自 己

の住居の土間で,農 業労働者と明日のしごとについて打ちあわせを していたり,自 転

車やオー トバイに乗 って経営する水田を廻 り,用 水の状態や稲の実 り具合を調べたり,

水田の畦で田植や稲刈の作業を監視 していたりするであろう。だが実際に日々何をし

ているかは,個 人ごとにさまざまであり普遍化できるものはない。

　 このように土地にかかわる面でも,ま た人 とそのしごとにかかわる面でも,基 礎と

なる普遍的属性を有 しないがゆえに,penggarapと いう存在は,人 を類別する基本的

な社会的カテゴリーから排除される。水田所有者 と水田経営者の関係は,さ きにのべ

たように経済的次元に限定 され,対 等で非持続的な二者関係である。両者は社会的次

元のなかで区別され対立す る関係にはな く,し たがって社会的にどちらが優位にたつ

のかといった設問は,そ れ自体成立不能である。水田の利用をめぐる人と人の関係が,

このような経済的性格をおびた所有と経営の分離 一 連関を基礎としているため,名

義にかかわるkuli kencengカ テゴリーは明確に整 っていても,社 会的に支配的力をも

つ明確な階層たる水田所有者層は,む しろ確立されていない。富の源泉としての水田

は,あ たかも動産であるかのように,さ まざまの人の間に受けわたされて利用され,

所有者一 経営者関係を基軸とし,さ らに不特定多数の農業労働者,小 作人,米 仲買

商人などがかかわる,個 人間の経済的二者関係の交錯 ・累積の場となっている。

　 こうしたことの帰結として,水 田には,特 定の人びとおよび社会的階層と結びつい

た社会的力の源泉という性格が薄弱である。 とするとここに,経 済的で しかも非持続

的,偶 然的な個人間の二者関係とは別に,人 と人を結びあわせて一個の社会に組織す

る力の源泉は何なのか,また 村という集団の社会的=政 治的性格はどこに求められる

のか,と いう問題が登場 してくる。この点については,第Ⅵ 章で例示的,記 述的にと

りあつかい,終 章でさらに,本 稿であきらかになった諸事象か らさ らに生み出される

問題として,予 備的考察をおこなう。
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V.農 耕過程の社会関係

1.農 業 労働者の存在様式

　農業労働者(buruh tani)のというカテゴ リーには,上 述の水田所有者,水 田経営者 と

いう存在に見られたような特別な性格はなく,そ れ自体の理解に困難はない。肉体労

働にたずさわり,労 働力を売って労賃を得ることで生計を立てているのがburuh(以

下 「労働者」という)で あり,農 業分野におけるこうした存在をburuh taniと いう。

また個々のburuhの なかで主として農業労働にたずさわっているものはburuh一 般で

なくburuh taniと して類別される。労働者の労働分野には,農 業のほか,土 木建築の

単純作業,砂 利採取,荷 役,さ らに住居の簡単な修理,家 族儀礼のさいの手伝い,家

事手伝いなどさまざまの雑役がある。buruh tani以 外には労働分野によってburuhを

下位分類する語はなく,労 賃を得る機会があれば何で もするというのが労働者の基本

的性格である。農業労働に主としてたずさわっているものでもこの点にかわりはない。

　労働者の労賃は労働分野をとわず 朝3時 間,午 後3時 間の労働にたいし,男Rp

150,女RplOOお よび2回 の食事がつ くのが標準である。 かれ らは,日 ごとに労働

機会をさがし労賃を得ては,市 場でその日の米を買うのだが,米1lの 価格はRp　 lOO

～120で あり,2度 の食事がつくのでなければ生活の維持 もおぼつかない低い労賃で

ある。 したがって労働者の家族は全員が労働者として働くのがつねであり,村 の6年

制小学校では,一第3学 年を境に児童数が急減する。一方,労 働者を雇用する水田経営

者を例にとると,0.5haの 水田から一収穫期3tの 未乾燥稲穂を得て,脱 穀 ・調製し

た米の全量を販売 したとすれば粗収入はRp　 150,000(年 間ではその2倍)に なる。

こうした収入規模か らすれば労働者の労賃はきわめて安価で,供 給はつねに過剰であ

る。

　 このため水田経営者,店 舗をもつ商人,村 役人その他の公務員など経済的に上位に

ある人びとは,農 業労働はもとより日常のさまざまの雑役に,き わめて気軽に労働者

を雇う。極端に人口が過密であり,し かも農業以外に労働力を吸収する有力な産業が

ないこの地域では,労 働力をいかに確保するかという問題は存在せず,望 む人は,あ

り余 る労働力のプールのなかから,随 時必要な量を調達できる。したがって,水 田経

営者 と農業労働者の間には恒常的な社会的きずなが弱 く,両 者の関係は持続性に乏 し

く偶然的である。

　 農業労働のこうしたあり方は,水 田賃借がさかんであるひとつの理由でもある。水
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田を賃借するものは,労 働力の問題を考慮に入れる必要がなく,た だ賃借料,労 賃,

肥料代その他の支出を,生 産される米の粗収入から減 じて,い くらの純益が得 られる

かという経済的計算だけをおこなえば良い。したがって,豊 かな水田経営者はたえず

さらに水田を賃借 して収益をまそうとし,ま た,耕 作労働にみずからたずさわる意志

あるいは能力のないものが,利 殖の手段として水田を賃借することが可能となる。

　 こうした状況 もまた,ジ ャワの農村に普遍的なものではない。Suharsoに よる,

Surakarta地 方北東部Karanganyar県 の自然条件に めぐまれぬ貧しい農村の調査

(1969年)で は,農 業労働者を雇えるほど豊かなpetaniは 一人 も見いだされぬという

[SUHARSO　 1975:52]。 またYogyakarta地 方南部の,同 じく水に乏しく土地のや

せた農村を調査 した(1972-73)Stolerの 報告では,水 田を経営する世帯は全世帯の

70.5%に 達するが,水 田経営世帯中,経 営面積が0.5ha以 上のものは8.6%}Cす ぎな

い[STOLER　 1977:680　 Table　l]。 そして経営規模の大きな経営者が農業労働者を

大量に使うのにたいし,規 模の小さなものは家族労働力や労働交換にたよる比率が高

いという[STOLER　 I977:681]。

　筆者の調査地D村 をこれと比較すると,調 査をおこな った4つ の隣組の全世帯145

世帯のうち,水 田所有および職田保有世帯合計45世帯(31.O%),ま たそのうち2つ

の隣組の73世帯中,水 田を経営するもの20世 帯(27.4%)と 比率は非常に低い。しか

も0.5haに みたない水田経営者は見いだされない。このようにD村 では,国 際的標

準からすれば水田所有,経 営の規模が零細であるが,中 部ジャワの標準からすればむ

しろ少数のものに水田の所有,経 営が集中し,そ の対極に,日 雇労働や零細な商いで

暮す大量の貧 しい人びとが存在するといえよう。ところが,の ちに第Ⅵ章の事例研究

であきらかになるように,こ うした経済的な両極化現象は,経 済面をこえた社会的 ・

政治的次元とりわけ人を組織し影響力を行使する力と威信の構造に直接反映しない。

このことは,水 田経営者という存在の不安定な性格に起因 し,ま たこの地域の上述の

労働力供給のパターンが,特 定の個人間の持続的でかつ社会的 ・政治的性格をおびた

保護一 従属関係を作りださないからである。

2.農 業労働の諸過程

　農耕過程の主要な作業への農業労働者のかかわり方は,以 下のようである。

　水田の耕起はウシかスイギュウを所有するものが請け負う。もちろんこれは農業労

働者に限らず,水 田経営者のなかにもウシ,ス イギュウの所有者がいる。また農業労

働者のなかでは,ウ シ,ス イギュウを所有しているものは上層に属するといえる。い
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ずれにせよ,水 田経営者,農 業労働者を問わず,ウ シ,ス イギュウを所有するものの

比率は低い。また水田所有経営者のなかでウシ,ス イギュウを所有 しているのは,相

対的に零細で貧 しい0.5ha規 模のもののなかに多い。 豊かな水田所有経営者は,も

っぱら金を払 って,他 人に耕起をまかせてしまう。

　 田植えは女のしごとである。中部ジャワのなかで,と くにSurakarta,　Yogyakarta

の両地方では男はけっして田植えと稲刈 りには加わらない。男がそれをす るのは恥ず

かしいことだという。 田植えの際は,6人 の女が横に並び,20～25cm間 隔の刻み

をつけた竹の棒を用い整条植えをする 37》。田植えをする女は一般に農業労働者であり,

6人 ごとに組をつくって,多 くの場合いっしょにしごとをする。水田経営者は,こ の

6人 一組と契約して田植えを請 け負わせるのである。

　 労働形態の点でもっとも特色に富むのが稲刈 りである。

　 稲刈りは女のしごとであり,穂 づみ具(ani-ani)のをもちいて稲穂を刈 りとる。 こ

の点は現在 もまったく変化は見られない38)。また伝統的収穫労働形態の大きな特徴

は,た てまえ,あ るいは規範の上で,誰 でも稲刈 りに参加することができ,水 田経営

者はこれを拒めないことにある。これまでのべてきた農業をめぐる諸社会関係は,水

田所有者と経営者,経 営者と労働者のいずれをとっても,特 定個人間の一対一の契約

関係の上に成立している。だが収穫に関してのみは,誰 が稲刈 りに参加するかについ

て,一 方の当事者たる水田経営者の意志が及ぶ余地 は限られている。収穫労働者は,

ア リが砂糖に群がるように,その日ごとに稲刈りのおこなわれる水田を求めて,みずか

ら集ってきて,経 営者 との事前の契約や了解な一しに稲を刈り,慣 行的にきまった取 り

分を受け取る。労働者と経営者との間にあらかじめ成立 した何 らかの社会関係がない

ばかりか,集 った労働者相互間にも共有される社会関係は希薄である。たとえば,収

穫に参加するものは同一村内の住民に限 られはせず,実 際に,日 常のつきあいの範囲

をこえた遠方からのものが多数参加する。Budhisantosoの 西部ジャワ北部海岸地域

での調査によれば,収 穫労働者のなかには,100～250kmも はなれた地域から漂泊

労働者としてやって くるものもいるという[BUDHISANTOSO　 1975:34]。D村 周辺で

はそうした例は確認できなかったが,少 なくとも日帰り可能な範囲では女たちは収穫

37)こ の整条植えの技法は第二次大戦 中の 日本軍政時代に普及 した もので,そ れ以前 はバ ラ植 え

　であ った。

38)ジ ャワの他の地域では,近 年,穂 づみ具か ら鎌への移行が進んでいる例 も見いだされ るとい

　 う[CoLLIER・ET・AL.1974;BUDHISANTOSO　 1975]。 調査地域ではこの現象は見 られない。村び と

　 たちが語る理 由は,女 で は鎌は重 くて扱いに くいとい うことである。事実,穂 刈 りには多数の

　10歳 前後の少女や老婆が参加 しているので,鎌 への移行は,労 働能率の上で壮健者 に太刀 うち

　 できないこれ らの人びとか ら労働機会を奪 うことになろ う。
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を求めて動き回る。

　稲刈 りの現場に見いだされるのは,都 市社会についてよくいわれるような,お たが

いに隣…にいる人が誰であるかを知 らない無名性であ り,顕 著なことは,あ いさつや親

しみの表現の欠落である。耕起や田植えなどの他の耕作労働の場面では,労 働者 と経

営者はたがいにあいさつを交す間柄にあり,経 営者は食事や茶を水田に運んで労働者

をねぎらう。労働者に供される日に2回 の食事や茶は,貨 幣価値に換算すれば現金で

支給される賃金にひけをとらない労働対価の一部分である。だが,食 事の供与は経営

者と労働者の間に,貨 幣価値とは別の情緒的親密さをも生みだす。一方,稲 刈りの際

には,労 働者に食事は供されず,し ごとが終って経営者の住居に集り計量と支払いを

待 っている女たちの間に,茶 を入れたやかんが出されるのみである。そして,経 営者

と労働者との間では,い かなるあいさつもおこなわれない。

　労働者が集り稲刈 りがおこなわれる過程は以下のように進行する。稲刈 りの前日に,

水田経営者は,稲 の女神mBoh　 Sriの 宿る初穂を刈って住居に連れ帰る儀式をおこな

う。 こうして翌日稲刈りがおこなわれることがあきらかにされると,情 報は急速に広

がり,当 日は早朝から100～200人,時 にそれ以上の女たちが,水 田のまわりに集 り,

できるだけ良い場所をとろうと争いなが ら,開 始の合図を待っている。朝8時 すぎに,

水田経営者の世帯の主婦が水田にやってきて,稲 刈 りの開始をつげると,女 たちはい

っせいに水田にとびこみ,先 を争いなが ら,穂 づみ具で稲穂を刈 りとってい く。誰も

自分の収穫量を多 くすることが目的なので,刈 り残されてまばらに残っている稲は無

視 して,ま だ誰 も手をつけていない,稲 が密生している部分に進 もうとする。経営者

は,そ うした女たちにどなりちらし,刈 り残 しがないよう女たちを引きもどそうとす

る。2時 間もすると稲は刈りつくされ,女 たちは,刈 った稲を自分で用意 してきたか

ごに入れ,布 をかけて肩に結び腰で支えて,経 営者の住居まで運び,計 量と支払いを

待つ。ひとりあたりの収穫量は,10歳 前後の少女から老婆まであらゆる年令のものが

参加 しているので,大 きな差があるが,20代 か ら40代ぐらいの,体 力もあり穂づみ具

の扱いになれているものなら,30～40kgが ふつ うである。

　栽培される稲は,在 来種と新しい高収量品種の2種 に大きく分かれるが39),こ の両

者では,収 穫法と労賃支払い法が異なっている。いずれも穂づみ具で穂刈 りすること

39)在 来種には,も っとも味が良 く値が高 く,つ ね に需要があり,ま た自家用飯米 として も好ま

　れるが,収 量が低 く成熟が遅 く倒伏 しやすいrojolele,お よびbengawan, klewer,儀 式の さいの

　食事に欠かせないモチゴメ(ketan)な どがある。高収量品種には,pelita,C4,　PB,1R26な どが

　あ り,収 量が在来品種よ り20～30%多 く,成 熟が速 く倒伏 しに くいので,作 付面 積で は,在 来

　種を圧倒 している。
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に変りはないが,在 来種の場合,稲 穂より15～20cm下 で刈 りとり,こ の稲穂の下

部についた稲茎の部分をたばねて しばっていく。 この一束をlikatと いい,労 働者

は従来,10～15束 につき1束 を労賃としてもらっていた。ところが後にのべるように,

高収量の新品種の場合は,労 賃は現金で支払われる。これに伴い,在 来種で依然おこ

なわれている現物払いの場合も,労 賃は20束に1束 すなわち1/20に低下 した。

　在来品種の現物払いの場合,労 働者は水田経営者の住居の前庭や,庭 がなければ道

路に坐りこみ,自 分のまわりに刈った稲束をならべる。経営者は,ひ とりひとりの労

働者について稲束の数をかぞえ,規 定の労賃分をわたすのだが,こ の時には,厳 しい

駆けひきがおこなわれる。労働者は,で きるだけ実りの良い稲束を労賃分としてとろ

うとし,は じめから良いものに目をつけて握りしめている。一方経営者は,こ れをと

りあげて,実 りの悪い稲束を労賃分にあてようとし,激 しいことばがやりとりされる。

また,各 労働者が刈 った稲束の数は20の倍数とは限らないので,端 数は稲束をほどい

て,経 営者が目分量でつかんだ稲穂をわたすのだが,こ の際も,し ばしば口論がおき

る。こうして,女 たちは労賃を うけとると,ば らばらと帰っていく。

　一方,新 品種の場合に現物払いから現金払いに労賃支払い方法がかわったのは,以

下のような理由による。新品種は丈が低いので穂づみ具の使用は在来品種よりむずか

しい。つまり穂刈りは腰をかがめずにまっす ぐ立ったまま行 うので,稲 穂に茎を15～

20cmほ どつけた位置で刈るには,丈 が低すぎるのである。 したがって新品種は稲

穂の最下端部で刈 りとられ,束 ねて稲束を作ることはできない。それで労働者は,腰

に大きな袋を下げ,刈 った稲穂をばらばらのまま,ほ うりこんでいく.。経 営者の住居

に運ばれた稲穂は,大 きな天びん秤で重さが測 られ,1kgあ た りRp2.5の 労賃が

支払われる40)。

　現金払い方式の場合,経 営者 と個 々の労働者 との間のかけひきは消滅し,両 者の関

係はより機械的な単調なものに変る。だが,両 者の関係がその場かぎりのものであり,

経済外的な諸関係を,完 全にぬぐいさった機能的な関係であるという事実に変りはな

い。経済的階層区分や社会的ステータスという点に着目するなら,稲 刈りは貧しいも

ののしごとであり,標 準以上に,た とえばlhaも 水田を所有 している家族や,村 役

人の妻や娘が他人の水田の稲刈りに加わって労賃を もらうことはありえない。だが,

収穫労働力の動員(事 実としては,経 営者の側から動員のための直接の行動がおこさ

れるのではないが)は,既 存の人 と人の間の持続的社会関係に依拠 しておこなわれる

40)村 役人 などのよ うに,村 び との間で の評判を気 にす る地位 にある ものは,Rp　 3を 支払 うこ

　 とがある。
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のではなく,豊 かなものが貧 しいものに労働機会をあたえることで,経 済外の社会関

係を再強化するといったメカニズムも基本的には存在しない。収穫労働における経営

者と労働者との関係は,あ くまで機能的な,そ の限りで平等な二者関係として実現さ

れ完結する。この関係がはっきり特定 されたひとつの機能だけをめぐる平等な関係で

あることは,両 者間におけるあいさつの欠落に象徴的に示されている。とりわけ旧来

の現物払いの方式の場合,労 働者は,終 始毅然たる態度で経営者 との間に,か けひき

を展開し,自 己のとり分を得て去 っていく。両者に見られる鋭い眼差 と気迫は,ジ ャ

ワの市場でのものの売買や,輪 タク屋と客との値段の交渉の際に見 られるものと共通

している。たとえ市場でものを商 う行商人や輪タク屋が経済的,社 会的に客より低い

層に属 していようと,そ の場かぎりの取引において両者の立場は平等である。それと

同じ平等な関係が,水 田経営者と収穫労働者の間にも,見 いだされるのである。

　収穫労働における,経 営者と労働者の関係は,以 上のように,基 本的にはその場か

ぎりの機能的な関係であるが,こ れには例外がある。伝統的な現物払い方式では,労

賃分の受けとりをめぐり,上 述のように厳しいかけひきがおこなわれるのだが,労 働

者が経営者 と日常的に親しい関係にある場合には,そ れ以外のものより,経 営者の態

度はゆるやかになり,や や多目の労賃がわたされる。つまり,実 りの良い稲束を労賃

分としてとったり,稲 束の数の端数を切 り上げて労賃を計算することが許容されるの

である。こうした若千の特典があたえられるのは,経 営者 と近接 して住む貧しい世帯,

とくに夫と離別,死 別 した女 と子どもだけの世帯が多い。彼女たちはつね日頃から経

営者の世帯の細かな雑用を手伝っては,賃 金(半 日Rp50,1日Rp100)を もらい,

また時に米や現金を借 りたりする弱い保護一 従属関係を作っていることが多 く,稲

刈 りの際も,収 穫儀礼,収 穫作業,稲 の計量,収 納などを手つだう。だがこうした関

係による動員は,収 穫作業を進める上で不可欠なものではな く,付 随的なものにすぎ

ない 41)。

3.小 作 契 約

　農業をめぐる社会関係に人 と人とを持続的に結びつける性格が乏 しいことは,小 作

制が例外的にしか見いだされず,し かも存在 していても非持続的であるという事実か

41)以 上 にふれた耕起,田 植え,稲 刈 りのほか,農 業労働者 にまかされることがある作業 には以

　下 の ものがある。 苗代づ くりと播種,苗 とりと水 田への運搬,田 植 え前 の施肥,除 草 と施肥

　(40日 あいだをおいて2回),農 薬散布(手 動 ポンプ式噴霧器による),鳥 追い,収 穫 しf稲 の

　乾燥,稲 の動力精米所への運搬(牛 車を雇 う),稲 刈 り後水 田に残 っている立株の鎌 による刈

　 りとり。用水の調節 ・管理 はふつ う経営者がみずか らお こな う。
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らもうかがえる。水田所有者や職田をもつ村役人が,み ずか らこれを経営しない場合

にとる一般的な方法は,す でに述べたように,対 等な,現 金を媒介とする期間の定っ

た賃貸であって,持 続性を前提にし,か つ経済外の社会的地位の上下関係を内包する

ような小作制は存在 しない。この地域に例外的に見られる小作制は,形 態的には賃貸

制と農業労働者雇用の中間形態と見ることができる。

　小作には,3種 の方式がある。第一は,seromoと よばれ,収 穫は折半され,そ の他

に小作人 は水田一枚(1patok)に つき,　Rp1,000～7,500を 地主に支払う。 この場

合,い っさいの生産費は小作人が負担する。第二は,merteluで,収 穫は地主2/3,小

作人1/3の 比で分け,肥 料,農 薬代の1/2～1/3を 地主が負担する。第三は,merapatで

収穫は地主3/4,小 作人1/4の 比で分け,種 苗,肥 料,農 薬代の全額および田植え時の

労賃の1/2を 地主が負担する。

　筆者が小作について資料を得たD村 内の2つ の隣組(総 世帯数75)の なかで,水 田

を小作に出しているのは3世 帯,反 対に小作をおこなっているのは,2世 帯である。

地主の側3世 帯の内訳は,村 役場の書記,引 退 した前村長,お よび隣…村の前村長の息

子でインドネシアでは名門に数えられるGaja　Mada大 学を卒業 し法学士(S.H.)の

称号をもつものである。かれ らに共通していることは,水 田をかならず しも賃貸に出

さなくとも収穫まで待つことができ,ま た時には生産費の一部を負担できるだけの経

済的ゆとりがあること,自 己が所有 し,ま たは職田としてもっている水田が,そ れぞ

れ,1.8ha,1.6　 ha,3haと 標準から見ればかなり広いこと,農 業のほかに,職 業的

に政治の世界にかかわっている人間であることである.。

　一方,2人 の小作人は,と もに隣組長(kepala R.T.)の 地位にあり,一 人は商店経

営者でかつ村信用組合(koperasi keredit desa)の書記,も う一人は以前国営製塩会社の

職員(manteri garam)で あって,経 済力も社会的地位も一般の農業労働者よりは明確

に高位にある。一般の農業労働者は,毎 日しごとをさがして日給をもらっては,市 場

で米その他の生活必需品を買うという,文 字どおりその日暮 しの生活を送 っているの

であり,小 作人たるためには,当 然収穫まで収入がないまま生産費を支出するに耐え

うる経済力が必要とされる。また,上 記の小作人のうち一人は,以 前水田を賃借経営

していたが,現 在は資金ぐりがつかないので,現 金前払いの必要がないseromo小 作

契約を結んでおり,も う一人は小作 しているO.5　haの ほかに,0.5　 haを 賃借 してい

る。賃借経営者と5伽 〃20小作人の間に明確な経済的 ・社会的地位の相違は認めがた

く,両 者はその時々の事情でたがいに移行しあうものである。

　小作人はつねに小作人としてのみ農業にかかわるわけではな く,あ る時期にたまた
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ま諸般の事情から,こ の契約形態を選んでいるにすぎない。生涯といわぬまでも,10

年もの長期にわたって,も っぱ ら小作人としてのみ農業にかかわること,ま た特定の

一人の地主との長期の小作契約に,も っぱら生計の基盤がおかれているような事態は,

この地域には見いだされない。地主と小作人の関係も,一 般の水田貸借関係と同様,

非持続的である。そして,農 地改革以前の日本農村に見られた地主 ・小作制のように,

農村の社会関係の基本的枠組を作るような構造的制度ではなく,上 述のいくつかの条

件が複合して発生 した時に偶発的に結ばれる契約である42)。

4.磁 僻碗 制とその社会的影響

　以上,こ の地域の水稲耕作農業にかかわるさまざまな人のカテゴリーおよびその間

に結ばれる関係の特徴を検討してきたが,最 後に,tebasan制,お よびpenebasに ふ

れねばならない。tebasanと は,農 村に住む末端の米仲買人が,収 穫の1週 間ほど前

に水田で実っている稲を経営者から買いとって しまい,収 穫をみずか ら監督し,そ の

経費も負担する方式のことである。tebasanを おこなう米商人をpenebasと いう。 こ

の方式はここ10年ほどの間に広がったもので,青 田買い(ijon)と は異なる。

　村人の話では,第 二次大戦前から戦後の一時期にいたるまで,米 商人が開花以前の

青田をきわめて安い値段で買ってしまうijon制 がよくおこなわれて いた。 当時は,

現在に比べ米の収量も価格 も低 く農業以外の現金収入の機会 も乏しかったため,生 計

や生産のための資金ぐりのつかない水田経営者は,し ばしばこの不利なijon制 にた

よったということである。現在では,ijonは 政府により禁止されており,現 実にも筆

者の知るかぎりおこなわれていない。

　tebasan制 はijon制 と異なり,買 付価格は非常に高 く,水 田経営者にとってけっし

て不利なものではない。む しろ反対に,こ の地域のtebasanに よる水田経営者と米商

人との取引では,経 営者の側の立場の方がやや強いとも考えられる。昔の 加η制では

収穫の2カ 月も前に現金を先払いする米商人が優位に立っていた。だが,現 在tebasan

をおこなう米商人は一般に零細で資本力が弱く,売 買契約自体は収穫の1週 間前に行

われても,支 払いは収穫の1週 間～1カ 月後がふつうである。この間に米商人は収穫

した米を動力精米所に運んで脱穀 ・調製し,販 売 して現金化する。 また,tebasanを

おこなう米商人は,み ずから多くの村々を回っては,収 穫を間近に控えている水田経

42)seromo小 作を水 田賃 貸制の変種 と見た場合,賃 貸料前払いではな く収穫後まで小作料支払い

　を待つ ことは,地 主 か ら小作人への恩典 と見 ることができる・本稿にあげた事例では,地 主 ・

　小作人 とも政治の分野にかかわ り,そ のなかで関係を もっているものであることが注 目され る

　が,小 作制 についてさ らに一般的 な解明をおこな うには事例が乏 しい。
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営者をさがし,買値の交渉をするのだが,一 集落に一人のpenebasが 見いだされるほど

数が多 く,互 いに競争するため,水 田経営者は数人のpenebasの 間から,よ り良い値

をつけるものを選ぶことができる。 したがって水田経営者にとっては,稲 を 励 α5醐

で売る場合と,自 ら収穫 し,動 力精米所に運んで脱穀 ・調製費を払い,自 ら売却する

場合とで,収 入額に顕著な差はない43)。

　水田経営者とpenebasと の関係は,以 上にみたように,ふ たたび偶然的,非 持続的

なものであり,内 容が限定 され,現 金の授受に媒介された契約関係である。たとえば,

一つの村内に何人ものpenebasが おり,そ れぞれはまた活動範囲を村内に限るのでは

なく,郡 の境をもこえて取引の相手を求めて回るので,一 人のpenebasが,特 定の限

られた相手のみと長期に取引を継続 したり,あ る地域内の取引を排他的に独占するこ

とはない。水田経営者の側からみれば,稲 をtebasanに 出す時,前 に取引をおこなっ

たpenebasと 取引を繰 り返す可能性は高いが,値 段のつけ方や,支 払い時期のいかん

によっては取引相手を変える可能性がつねにある。penebasの 行動様式は,た えず広

い地域を動き回 り,自 己の取引能力,評 判,信 用と既存の対人関係を資源に,さ らに

新たな取引の相手を求めるものだからである。

　 こうした経営者とpenebasと の二者関係は,経 営者とその親族 ・姻族との関係,お

よび隣人との関係に影響をあたえる。

　かつて近 くの別の郡のmateri polisi 44)を 長くつとめ,商 店を経営す ると共に水田

を広 く賃借 していた老人の話はこうである。

　 一「稲を自分で収穫 してもち帰ると1社 会的出費(pengeluaran sosial)カs多い。近所淀

　少 しずつ配 らねばならないし,き ょうだい ・親類(saudara)が やってきては,20㎏

　～25㎏ ともって行って しまう。だから最近は農民(petani)は`tebasanを 好む」。

　近所に少しずつ配るというのはさきに収穫労働の項でのべたように,日 常親しい関

43)筆 者 は2つ の集落に またがる6人 の水 田経営者 に最近 自己の経営す る水 田の稲をtebasanで

　売 った価額を尋ねたが,高 収量品種 の場合の1Patokあ たりの額は,　Rp60,000と い うものか

　 らRp100,000ま で大きな差がある。 そのひとつの理 由は,人 によって1　Patokあ た り収量が

　 未乾燥稲1・5t～2tと 差が大 きいか らである。 しか し,　ltあ た りに換算 して も,　Rp40,000

　～Rp55,000と い う開 きがある。 筆者がD村 に滞在 していた7カ 月 ほどの間 に も,米 の市場

　価格 は20～25%上 昇 したように,短 期間 の米価 の波動があることも,tebasan価 額に差がある

　理 由であろう。 いずれにせ よ 頭励 π5は,時 々の米の市場価格を頭 に入れなが ら,水 田の稲を

　 見て 目分量で出来高を推量 し,値 をつけるので,個 々の事例 ごとの差 は当然生 まれて くる。

　 　一方,自 ら収穫 し販売する場合,高 収量品種 な ら,米 に して販売す る価額 はltの 未乾燥稲

　 についてR　 50,000～60,000(米lkgの 販売価格Rp　 90～110と して),こ れか ら収 穫 ・脱穀

　 ・調製の費用 トンあた り約Rp　 4,000を ひくと,　Rp46,000～56,000と な り,tebasanで 売 っ

　 た時の収入によ り,や や多 い程度である。

44)materi polisiと は直訳すれば 警務官とい うことにな るが警察kepolisianと は関係がな く,郡

　 役所で郡長camatを 補佐す る副郡長である。
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係にありさらに物品 ・金銭の貸借,日 常の雑事の手伝いなどで,一 種の弱い保護一

従属関係にある女たちに,稲 刈 りの際の報酬を多目にあたえることである。一方,姻

族をふくむきょうだい間では,あ る一人が,な にかの物を大量にもっている場合,他

のものがそのなかか ら少しずつもらうことにほとんど遠慮はなく,そ れによって,も

のをもらった側が従属的立場に立つことはない。またとりわけ男女を問わず長子は,

弟妹に可能な限 り物質的援助をするのがジャワ全域で,い ずれの社会層にもみ られる

慣行である。 こうした,物 の授受関係は,個 人ごとの事情によって,い とこ間,お じ

・おば　 　おい ・めい間などにも広がる。さらに,よ く知 られているように,ジ ャワ

では人の水平的なモビリティが高 く,D村 の住民でも,多 くのものが,都 会に住むき

ょうだいを持 っている。かれらは村にやってきて,き ょうだいの家に米があれば,当

然のようにもらって行く。

　上述の老人の言のごとく,tebasan制 度普及の背後には,こ うした出費を避けよう

という動機が存在する。この点で注目されるべきは,一 旦,tebasanを おこなって稲

を現金に換えてしまえば,隣 人やきょうだい ・親類へ収穫の一部を供与する義務は消

滅するという事実である。水田経営者にとっての実質的収入には,ほ とんど相違がな

いにもかかわらず,tebasanで えた現金収入の一部をもって,上 述の人びとに何 らか

の供与をおこなう義務は存在しない。言いかえるなら,水 田経営者が自己収穫方式か

らtebasanに 変えることによって,今 までの供与を受けられなくなる人びとは,こ の

変化にたいする実効的な非難iや抵抗をおこなえない。

　 これが もし,親 族組織や近隣組 織の枠組が明確で,集 団が形成され,そ の内部の構

成員の相互の格づけや,権 利 ・義務関係がはっきり定 っている社会であるなら,長 く

つづいてきた収穫の一部の供与の慣行を,単 なる収穫方法の変更によって廃止するこ

とは,非 常に困難であろう。 しかし,上 述の供与慣行は,集 団を作らない個人間の二

者関係によっておこなわれるものであり,供 与の廃止は当事者二者だけの問題であっ

て,水 田経営者の,な んらかの集団の中での位置に影響をおよぼすものではない。ま

た,こ の二者の関係をみても,相 互の関係は,漠 然と 「たすけあい(gotong　royong)」

とされているだけで,い つどのような内容の供与がおこなわれるかまで定めたもので

はない。たとえば,収 穫のあと,一 定範囲のきょうだい ・親類に必ず米が贈 られると

定っているのではなく,収 穫後まだ米が十分貯蔵されている時期に,た またまやって

くれば米がもらえるというものである(現 実には,こ とさらこの時期にやってくるこ

とも多いのだが)。 つまり,相 互関係自体は厳密に内容が定ったものではなく,そ の

漠然とした枠組のもとで,実 際に相互行為ない し取引が実現されるか否かは,た また
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まやってきたとか,収 穫に参加 したとかの瞬間的な行為によるのである。

　上述の 「たすけあい(gotong royong)」 ということばは,ジ ャワ社会の共同主義的性

格を示すものとして,き わめてよ く語 られてきたものだが,そ の内実は中村[1972:

473]も 指摘 しているように,各 個人がもつ社会的距離の近い諸個人とのつながりの

網の目の上に,個 々の状況に応じて偶発的 ・瞬間的に実現される相互行為の量的累積

であり,境 界の定 った集団的内部の共同意識によって直接支えられるものではない45)。

　tebasan制 をめ ぐって最後にふれねばならないのは,　この方式と収穫労働者との関

係である。tebasanに 関するBudhisantoso[1975],　 Collier[19741,村 井[1977]な ど

の最近の研究の焦点となっているのは,こ の問題である。Budhisantosoは 西部ジャ

ワ北海岸のKarawan県,　 Collierは 中部ジャワ北海岸のKendal県 での調査にもと

づき,以 下の点を指摘 している。

　 1　tebasanは 高収量品種の導入による生産性の拡大にともなって普及 した。

　 2　 高収量品種は丈が低いため,穂 づみ具から鎌への収穫法の変化をともなう。

　 3　 この収穫法の変化とtebasan制 の出現が複合すると,penebasが 鎌を扱 う収穫

労働者の一団をひきつれて行 って収穫にあたり,従 来自由に稲刈に参加 していた人び

とをしめ出して,か れ らの労働機会を奪う。

　 4　 農業の発達のための高収量品種の導入が,農 村の貧しい人びとから労働機会を

奪 う結果を生んでいる。

　ところが,筆 者の調査地域では上掲の1は 同様に見いだされる事実としても,2以

下については事情が異なっているσすでに収穫労働の項でのべたように,こ の地域で

は高収量品種の導入に伴う穂づみ具から鎌への変化は見られない。また,収 穫労働者

の一団をみずから率いて収穫に向うpenebasも いるという話は,こ の地域でも聞かれ

45)gotong　royongと いわれ る共同行為や相互行為 のなかには,年1回,独 立記念 日の前 に,隣 組

　 ごとに住民が集 ってお こな う,道 路の清掃 ・補修,集 落の大掃除な ど制度的な ものもあるが,

　住居 の普請,井 戸が えの手伝い,家 族儀礼の際の手伝い,さ らに,隣 人間,親 族間 で,わ ず

　か の米や金 を貸借す ることなど,対 価や報酬を 定めた契約で ない あ らゆる互助行為がgotong

　royongと よばれ る。 この概念 は,以 前Sukarno大 統領時代の政府に よって,家 族主 義的共同

　主義を,村 落 や国家の イデオロギーと しようという意図の もとに喧伝 された。そのまとまった

　表現 はSoetardjoの 著Desa[1953:と くに第2章,第4章 §7など]に 見 られ,ま た土屋 によっ

　 て検討 されている[土 屋1971a]。 一方,　Koentjaraningratは,中 部 ジャワkebumen県 の一

　村落での詳細 な調査を もとに,gotong ryongは 農業 に基礎を お くいかなる社会秩序の 内にも

　見 いだ される一つ の特徴であり,ま た都市生活の影響が 強まるにっれ 重要性を 失 うもので あ

　 る」[KOENTJARANINGRAT　 1961:42]と,そ れが イン ドネ シア農民 に顕著 な特質であ り国民精

　神で あるとい った考え に異議を さしはさんでいる。だが こうした一般化 によっては,ジ ャワ人

　 の社会関係のパ ター ンに固有な特質は見落 されて しまう。また日常生活 のなかで実証 的に見い

　 だされ る社会関係 のパ ター ンと,イ デオロギー としてのgotong　rayongを 直接短絡 させ,前 者に

　 よって後者すなわちイデオ ロギーを虚構 として無視す ることはできない。虚構であると した ら,

　 その虚構が政治的力となりうる状況 と論理 こそが問題であ る。
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るが,筆 者が直接観察 したpenebasに よる収穫の事例では,誰 でも参加 してよいとい

う従来の慣行自体に変化はなかった。少なくともtebasanが 従来の収穫労働者の労

働機会を,人 びとのうわさに上るような目に見えるかたちで奪いつつあるという事実

は見いだされない。

　 この問題に関 しては,農 業部門における経済的発展に伴う分配の問題と,社 会変動

の問題とを,ま ず分けて考えることが必要であろう。高収量品種の導入やtebasan制

の普及に伴い,個 々の稲刈の場面での労働者のとり分は低下している。現金払い方式

の出現に伴い現物払いの場合も,労 働者のとり分が従来の1/10～1/15か ら1/20に下が

り,ま たtebasanの 場合は1/25に まで下がっている。だが一方,高 収量品種の登場に

よって,全 体としての米の生産高は伸びており,全 体 としての収穫労働者が刈る稲の

量もふえているわけである。したがって,労 働者の労働単価の低下によって,た だち

に総収入が同じ割合で低下するのではなく,一 部は相殺される。こうしたことから一

般的にいえるのは,高 収量品種の導入に伴う農業生産の発展の成果は水田経営者 と米

商人によって享受され,労 働者の収入は労働力の絶対的過剰による労賃の上方硬直性

によって,あ いかわ らず最低限の生活を支える水準におさえこまれているということ

であろう。

　 こうしたことは,既 存の社会関係の枠組のもとで進行 していることであって,生 産

の発展のなかでの分配の変化という問題の経済的側面が,た だちに社会関係のパター

ンの変化をもたらしてはいない。一般に後者は前者より,は るかに持続性がつよく変

化をうけがたいものである。Gatak郡 およびその周辺の地域の現状では,　tebasan制

の普及は従来のパターンの量的拡大である。すなわちそれは,一 枚の水田の所有 ・経

営関係,お よび現実の農耕過程に見 られる,機 能が細分 され特定された個人間の二者

関係の重層性を,さ らに発展させたものである。この重層性とは単に機能分化 ・役割

の分化がいちじるしいということではなく,分 化 した個々の機能が,水 田経営者を中

心とする二者関係のもとにのみ実現されている点に特徴がある。水田経営者をPと し,

水田にかかわる他のあらゆる人びとを,A,B,C,D… …,と すれば,　A,B,C,D…

…間には農業という領域内での直接の関係は存在 しない。AがA--Pと いう関係を

もって,P-Bの 関係に介入することができないということは,従 来,稲 刈 りに参加

して若干の恩恵的追加報酬をえていた水田経営者の隣人たちが,経 営者とpenebasと

の間の関係にたいし,な んら介入できないという事実に,端 的に示されている。

以上にあきらかにした,水 田の所有 ・経営 ・耕作にかかわる人びとの関係を図式化
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図4水 田 を め ぐ る 人 び と の 関 係

すれば図4の ようになる。次章では,D村 の一集落をとりあ げ,こ うした関係の現実

の事例をあきらかにする。

Ⅵ　.事 例 研 究 個別世帯の生活 と農業

　 1.　 G集 落 に お け る 人 と 水 田

　 表5に 示 す よ うに,隣 …組1(.RT　 l)を 構 成す るG集 落 は35世 帯(somαh)よ りな っ

て い る46)。　 この な かで,世 帯 構 成 員 のい ず れ か の 名義 にか か る水 田 を 所有 して い る

世 帯 は,わ ず か に6世 帯(Nos.1,6,　 9,12,13,18)で あ り,ほ か にNo.16の 村 の

水 利 係 が職 田を 保 有 して い る 。以 上合 計7世 帯 の う ち,み ず か ら農 業 経 営 を お こな う

もの は,2世 帯(Nos.12,18)に す ぎず,他 の5世 帯 は,所 有 な い し保 有 す る水 田 の

す べ て を賃 貸 に出 して い る。

　 一 方,水 田で 農 業 経 営 を お こな う世 帯 は,上 述 の水 田所 有 経 営 者2世 帯 を ふ くめ て

5世 帯 で あ り,ほ か に,小 作 の み お こな って い るの が1世 帯 あ る。 した が って,水 田

46)表 および本文中の人名 はすべて仮名である。
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器
θ

表5　 D村G集 落(隣 組1)の 世 帯 と 生 業

(1975年11月 現在,筆 者の個別調査 により作成)

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

性

別

男

男

男

女

男

男

女

男

男

男

男

男

男

男

男

男

年

令

52

30

37

50代

50代

45

70代

25

70

55

37

35

81

38

28

40

世帯

員数

8

5

7

2

7

2

3

5

1

8

10

6

2

7

3

7

配偶
者の
有無

有

有

有

無

有

有

無

有

無

有

有

有

有

有

有

有

水田所有の

有無と規模

1ptk*1

無

無

無

無

2ptk

無

無

2ptk

無

無

6ptk

2ptk

無

　 　無

(職 田0
.74　ha)

水 田経営*2
の 有 無 と
規 模

無

無

無

2ptk

無

無

無

無

無

無

5ptk

≧14ptk

　 無

1ptk

無

無

水田小作の

有無と規模

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

2ptk

無

無

宅地所有

の 有 無

有

有

有

有

有

有

無

有

有

有

有

有

有

有

有

有

住居所有

の 有 無

有

有

有

有

有

有

無

有

有

有

有

有

有

有

有

有

主たる職業

自転車売買周
旋

キ ャッサバ仲
買

肉体労働

米売 り

鍛冶屋

トーフ製造

家内奉公

ニ ワ トリ仲買

(以前)
水田所有経営

練瓦工

水田賃借

水田所有経営

(以前)水
田所有経営

水田賃借 ・小
作

失業中

水田賃貸

他　　の　　職　　業

水 田賃貸,川 砂利 採取,富 く
じ売 り,食 物売 り

タバ コ売 り

水田賃借

養豚,水 田賃貸

(以前)大 工

川砂利採取

雑貨店,自 転車修理,養 豚

小学校教師,精 米所

(以前)雑 貨店

雑貨店

(以前)土 木請負業手伝い

菓子製造販売

役職,称 号

Raden

隣組長,村 信用組合書記

Raden

隣組長,村 信
用組合書記

村水利役

圖

ロ序

ω

の

dn



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

男

男

男

男

女

女

女

男

男

女

女

女

女

男

男

男

女

女

男

70代

44

40

45

72

50

40

35

52

50

70代

25

50

45

68

60

55

70代

40

1

8

2

2

2

5

3

7

6

5

1

1

4

9

2

1

2

3

1

無

有

有

有

無

無

無

有

有

無

無

無

無

有

有

無

無

無

無

無

4ptk

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

4ptk

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

2ptk

無

無

無

無

無

無

有

無

無

有

有

有

有

有

無

有

有

有

有

有

無

無

有

無

無

有

無

無

有

有

有

有

有

無

有

有

有

有

有

有

有

有

有

無 職

水田所有経営

肉体労働

そば売り

batik染色

飲物売り

野菜売り

肉体労働

自転車修理

肉体労働

無 職

不 明

batik染色

水田小作

雑貨店

玩具売り

玩具 ・食物売
り

米売 り

ミシン縫製

精米所,米 仲買

食物売り

川砂利採取

川砂利採取

自転車売買周旋
川砂利採取

果樹栽培

果樹栽培,川 砂利採取

果樹栽培

隣組長

(元副郡長)

脇

筥

ま

さ

斗

邑

凄

蕗羅

*1ptkはPatokを 示 す 。　Patokと は水 田一 枚 で 約O.25ha。

*2「 水 田経 営」 に は右 欄 に示 す水 田小 作 は含 ま な い 。

器
μ
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所有6,職 田保有1,水 田賃借3,小 作1,の11世 帯を除いた24世 帯は日雇の農業労

働にたずさわる以外には農地から収入をえる手段をもたず,表5の 生業の欄から知ら

れるように,主 として,農 業部門以外で生計をたてているものが多い。

　 このように隣組1で は,全 世帯中で水田を保有するものの比率は,職 田保有者を加

えても,20%と 非常に低い。この隣…組は,大 戦前のオランダ植民地時代には,道 路を

へだてた隣組 にオランダ人の経営するタバコ葉加工工場があって,工 場労働やそれに

付随す る雑役で生計をたてていたものが多かった。また現在まで,郡 内3カ 所の市場

のひとつが前にひかえていて,商 いで暮すものが多い。したが って全世帯中で水田を

所有するものの比率は,と くに低い。

　表6～8に は,筆 者が直接調査 した,さ らに3つ の隣組について(D村 の隣組の総

数は15である),世 帯ごとの生業構成を掲げる。 これによると,水 田所有世帯の比率

は,隣 組2で29%,隣 …組3で26%,隣 組11で50%で ある(隣 …組2に2名 いる村役人=

職田保有者をふくむ)。 また,以

上4つ の隣…組 全 体 で は,148世 帯

中43世 帯 が 水 田を 所有 し,3世 帯

が職 田 を保 有 す る。 した が って,

この全 世 帯数 に た いす る水 田所有,

職 田 保有 の比 率 は30%と な る。

　 G集 落 に もど って,水 田 の 所有 ・

経 営 関 係 を,よ り詳 し く検 討 しよ

う。

　 集 落 内で 水 田 を 所 有 す る世 帯 は

6戸 しか な いが,村 の 書 記 の言 に

よ れ ば,G集 落 のkuli kenceng

は11名 で あ る。 その 氏 名 を 表9に

掲 げ るが,こ の うち,村 内 に居 住

して い るの は,1～4,6～8の

7名 で あ る。4は3の 妻 で あ り,

所 有 す る水 田 は 自 己の 父 か ら結 婚

の際 に 買い あた え られ た もの で あ

る。8は7の 長 男 で まだ 高校 に か

よ って 同居 扶 養 され て お り,父 が

表6　 D村D集 落隣…組2の 生業 と水田

　　　　　　　　(1975月11月現在,筆 者の個別調査により作成)

村役人

水田所有

水田賃借経営

賃金労働者

練瓦工

商店経営

零細商い

農業・土木等

牛車ひき

輪タク運転

精米所勤務

自動車運転

2世帯(内,職 田経 営2)

10

7

9

2

ユ

1

1

3

1

1

内,水 田 経 営6「非 経 営
4、

計 38

　 　 　　 　 　a　 生 業 構 成*
*各 世帯 は多 くの生業を兼 ねているが,こ こに は

　主たるもの一つ のみを示す。

　 　 ha3

1.75

1.5

0.75

0.5

1世 帯

1(職 田)

2

1(職 田)

7

　 　 ha1
.75

1.5

1

0.75

0.5

0.25

1世 帯

1

1

1

5

6

b　 水田所有・職田保有規模　　c　水田経営規模

392



関本 　 農業 をめ ぐる人の カテ ゴ リーと相互 関係

表7　 D村D集 落隣組3の 生業構成

　　　　　　　(1975年11月現在,同 隣組長よりの聞きとりによる)

水田所有

水田賃借経営

賃金労働者

練瓦工

米仲買

零細商い

農業・土木等

自動車運転

11世 帯

2

19

1

3

2

4

計 42

表8　 D村K集 落(隣 組11)の 生業構成

1975年11月 現在,同 隣組
よりの聞きとりによる

水田所有

水田賃借経営

賃金労働者　農業を主とするもの

　　　　　 土木を主とするもの

　　　　　 牛車ひき

練瓦工

米仲買い

キャッサバ仲買い

零細商い

15

　1

　4

　3

　1

　2

　1

　1

　2

世帯 内,小 学
校教師1

計 30

表9　 D村G集 落 のkkuli kenceng

1975年11月 現在,村 書記
よりの聞きとりによる

1　 Atmodiln肖0

2　 Nartodiharjo

3　 Cokrodiharto

4　 Bu　 Cokrodiharto

5　 Sutiman

6　 Praptodiharjo

7　 Kartotarno

8　 Sunarto

g　 Bambangdigowo

10　 Kartomartono

ll　 Suyoto

3の 妻

4の 異母兄,非 居住

7の 長男

非居住

6の 長女の二男〃

購 入 した水 田 を 名義 上 分 け与 え ら

れ て い る にす ぎ ない 。 した が って

生 計 単位 で あ る世 帯 で み る と水 田

所有 世 帯 は5戸 で あ る。 この ほ か

に,表5No.1のKartodimejo

は,Klaten県 の 出身 地 に 父 か ら

相 続 した水 田1Patokを 所 有 して

い るが,出 身 地 の 村 に残 って い る

兄 に賃 貸 して お り,本 人 は経 営 し

て い な い。 以 上6世 帯 が 村 内 在 住

の水 田所 有 者 で あ る。

　 残 る非 居住 の4人 のkulil kenceng

の例 は以 下 の と お りで あ る。

　 5のSutimanは,3のCokro-

dihartoの 妻(彼 女 自 身 もkuli

kenceng)の 異 母 兄 で,約200km

は な れ た 中 部 ジ ャ ワ 北 海 岸 の

Pekalongan市 に住 み 私企 業 に 勤

め て い る。 そ の 水 田 は,Cokrodi-

harjoが 賃 借 して い る。 ま.た,11一

のSuyotoは,隣 …組1の 住 人 で あ

るSomosukarno(表5のNo.14)

の妻 の 弟 で,現 在 東 部 ジ ャ ワ の

Blitar市 に両 親 と と もに住 み,工

業 中学(STMP)に 在学 中 で あ る 。

そ の 水 田 は,Somosukarnoが

∫∂γo窺o小作 契 約 で 耕 作 して い る 。

した が って,以 上2人 の非 居 住

kuli kencengの水 田 は,隣 組1に

住 む姻 族 の手 で 耕 作 され て い る。

　 9のBambangdigowoは,隣

組1の 住 人mBoh　 Mulyosugito
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(表5のNo.34)の 死 別 した 夫 が別 の妻 と の間 に儲 けた 子 で あ り,西 に4kmほ ど

は な れたKlaten県Wonosari郡T村 に住 む 。 ま た10のKartomartonoは,同 じ く

mBoh　 Mulyosugitoの 死 亡 した 娘 の 夫 が先 妻 との間 に もう けた 子 で,や は りWono-

sari郡T村 に住 む 。 この二 人 のkuli kencengの 水 田 の経 営 や 耕作 に は,隣 …組1の 住 人

は か かわ って い な い 。

　 つ ぎ に,隣 組1に 居住 す る水 田経 営 者 の 世 帯 に つ い て検 討 しよ う。

　 す で に見 た6つ の水 田所 有 世 帯 の う ち,2世 帯,Cokrodiharto(No・12)とKarto-

tarno(No.18)は 水 田を み ず か ら経 営 して い る。 非 所有 経 営者3人 の うち,　 Somo-

sukarno(No.14)は,す で に のべ た よ うに,妻 の弟 で あ る非 居住kuli kenceng　 Suyoto

の水 田を 小 作 し,ま た妻 の祖 父 で あ るkuli kencengのPraptodiharjo(No.13)の 水

田 の一 部 を 賃 借 して い る。Karjoditomo(No.11)は,妻 の 父 で あ るkuli kenceng

Nartodiharjo(No.9)の 水 田 を賃 借 し,ほ か に も他 の 隣…組 の 何 人 か の住 人 か ら水 田

を賃 借 して い る。 この二 人 が 隣組 内の,し か も姻族 関係 でつ なが るkuli kencengの 水

田 を経 営 して い るの}こた い し,第 三 のBu　 Partosumitoは,村 外 の 血 族 ・姻族 関係

の な い他 人 の水 田を 賃 借 して い る。

　 以 上 の水 田所 有 者,水 田経 営 者 に,職 田を 保 有 し賃 貸 して い る水 利 係Hartwiyono

(No.16),別 の 隣 組 に住 む村 の書 記 の 職 田の一 部 を小 作 して い るYurianto(No.30)

を くわ え,相 互 の 関係 を 図示 す る と図5の よ うに な る。 この17人 を 親族 ・姻族 関係 に

よ る ま と ま り にわ けて い く と,図 の よ うに10の 世 帯 な い し世 帯 群 に ま と ま る。 この う

ち,隣 …組1の 住 人 が水 田 の所 有 に も経 営 に もか か わ っ て お らず,情 報 も乏 しい。 非 居

住 のkuli kenceng,Bambangdigowo,　 Kartomartonoの 事 例 を除 い た,　 9つ の事 例 の

そ れ ぞ れ を農 業 以 外 の生 業 との か か わ りを ふ くあ て,さ らに検 討 して み よ う。

2.個 人的生活史 と農業

　 1)　 非 経 営 水 田 所 有 者 の 事 例

事例I Kartodimejoは,　 Gatak郡 の 西 に 隣接 す るKlaten県Wonosari郡B

村 の 出 身で,15年 前 に結 婚 してD村 の 隣…組1に 移 って きた 。 妻 はKartodimejoと

は再 婚 で あ り,Klaten県Pedang郡 の農 業 労 働 者 の両 親 の もと に生 れ,小 さい こ

ろ母 の 妹 に従 って現 在 の 地 に移 った。Kartodimejoの 父 は水 田所 有 経 営 者 で あ り,

その 遺 産 と して1Patokの 水 田(Wonosari郡B村 所 在)を 相 続 した が,現 在 は,　B

村 に残 って い る 兄 に3収 穫 期Rp50,000と い う安 い 額 で賃 貸 して い る。 か れ の 職 業

は,中 古 自転車 売 買 の周 旋,川 砂利 採 取,富 くじ販 売 で あ る 。 自転 車 は極 貧 の もの を
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図5　 D村G集 落 に お け る 水 田 を め ぐ る 人 び と の 関 係

395



国立民族学博物館研究報告　　3巻3号

除 い て ほ ぼ どの 世 帯 に も普及 して い る,も っ と も値 の は る耐 久 消 費 財 で あ り,中 古 自

転 車 の売 買 が さか ん に お こなわ れ て い る。 そ れで,そ の 周 旋 業 に あ た る もの も多 く,

隣組1だ けで も2人 い る。 かれ らは,Surakarta市 やKartasura,　 Delangguな どの

小 都 市 お よび 周 辺 の 農 村地 帯 に 広 い情 報 網 を も ち,売 り手 と買 い手 の 間 を と りも って

手 数 料 を得 る。 み ず か ら は,資 本 を もた ず,情 報 の みが 元 手 の 商 売 で あ る が,自 分 で

現 金 を 用意 で き る時 は,ま ず 売 り主 か ら買 って しまい,自 分 で 見 つ けた 買 い手 に売 っ

た り,市 場 に もって い って 売 った りす る。Kartodimejo本 人 に言 わ せ る と,商 売 の

方 法 さ え知 って い れ ば,わ りの 良 い生 計 の 道 だ とい う。

　 川 砂 利 採取 は,重 労 働 で あ り,雨 で川 が増 水 して い る時 はで き な いの で 日数 は 限 ら

れ るが,簡 単 な現 金 収 入 の道 で あ る。Merapi山 よ り流 れ 出 しD村 の 南 西 境 を 流 れ

る川 は 急 流 で良 質 の砂 利 が とれ,Surakarta市 か ら トラ ックで や って くる砂 利 仲 買業

者 や,村 内 に住 む牛 車 ひ き に川 岸 で 即金 で売 られて,土 木 ・建 築 用 に もちい られ る。

川 砂 利 採 取 の し ご とは村 役 場 の許 可 を 要 し,現 在D村 で は,隣 組1の7世 帯,隣 組

2の1世 帯,計8世 帯 が権i利を も ち,全 員 共 同 で週Rp300の 権 利 料 を村 役 場 には

ら う。

　 富 く じの 胴 元 はSurakarta市 に住 み,毎 週 お こなわ れ る富 く じを,　Kartodimejo

は,妻 が 市 場 の わ きに 開 いて い る コー ヒー や揚 げ バ ナ ナ,も ち菓 子 な ど の屋 台 で,村

人 に販 売 して い る。

　 事 例II　 Atmodim6jo(No.6)は,水 田2patokを 所 有 して い る が,本 人 は西 隣…

のKlat6n県Wonosari郡S村 で3人 の人 をつ か って トー フ(tahu)製 造 所 を 営 み,

ま た 養豚 業 を お こな って い て,水 田 はCokrodiharto(No.12)}こ 賃 貸 して い る。

　 Atmodimejoの 水 田2patokは,父 か ら相続 した もので あ る。 父 は隣 組1に 住 む

鍛 冶 屋 で あ ったが,鍛 冶 屋 の し ご とは長 男 のKismowirejo(No.5)が つ ぎ,水 田 は

次 男 のAtmodimejoが 相続 した 。 現 在Kismowirejoは,水 田 を所 有 も経 営 もせ ず,

何 人 か の徒 弟 とと もに鍛 冶 屋 の しごと に専 念 して い る 。

　 トー フ は,同 じ原 料 の ダ イズ を発 酵 させ 板 状 に 固 め たtempeと と もに,村 び との主

要 な蛋 白源 で 多量 に消 費 され る。 農 村 に点 在 す るそ の製 造所 は,資 本 を 要す る しご と

で あ り,Atmodimejoは 村 で数 少 ない 企 業 家(kar■awan)の う ちに 数 え られ る47)。

か れ は最 初,馬 車(andong)ひ きの し ご とで 金 を貯 え,　D村 内 に トー フ製 造所 を お こ

した が倒 産,っ い でKlaten県Wonosari郡D村 に た て た トー フ製 造 所 も倒産,現

47)ジ ャ ワ農 村 の 主 要 な 農 村工 業 の ひ とつ で あ る トー フ製 造業 に っ いて の 詳 しい 記述 は,C・

　 Geertz[1963b:66-70　 passim]が お こ な って い る。
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在 の もの は,1970年 にWonosari郡S村 に再 建 さ れ た 。

　 2)　 水 田 所 有 経 営 者 の 事 例

　 事例Ⅲ 　 Cokrodiharto(No.12)は 水 田の 実 質 的 な 所有 規模 で も経 営 規 模 で も,

隣 組1で 最 大 で あ りD村 内 で も五 指 の うち に入 る,　 この 地 域 の尺 度 で は富 農 と よべ

る存 在 で あ る。 か れ 自 身 もkuli kencengの ひ と りで あ って,2Patokの 水 田 に名 義 を

有 す る。 か れ の妻 もま たkuli kencengで あ って2Patokの 水 田 が あ る。 かれ は また,

妻 の異 母 兄 でPekalongan市 の会 社 につ とめ,隣 組1のkuli kencengの ひ と りで あ る

Sutimanの2Patokの 水 田を,継 続 的 に賃 借 して実 質 的 に管 理 下 にお い て い る。 さ

らに ご く最 近 かれ は,隣 組1の 住 人 で 数 年 前 に死 ん だPatomowiyono(No.29　 mBoh

Patomowiyonoの 前 夫)が 所 有 して い た 水 田2　 Pαtokを 購 入 した 。 ま た か れ は上 掲

の事 例Ⅱ に 見 る よ うにAtmodimejoの 水 田2Patokを 賃 借 して い る。 こ う して か れ

Cokrodihartoは,隣 …組1に 名義 が か か わ る もの だ け で も,世 帯 単 位 で は6patok,

1.5haの 水 田 を所 有 し,さ らに4　Patok,　l　haを 賃 借 して い る。 この ほ か に,か れ 自

身 は黙 して語 らな いが,隣 人 た ちや 村 役 人 の うわ さ で は,東 隣 のJ村 や西 隣 のK村

で,合 計少 な くと も1haの 水 田 を賃 借 な い し所 有 して い る。 した が って,か れ の水

田経 営 規 模 は,少 な く と も3.5haに 達 す る。　D村 内 で,か れ以 外 に3haを こ え

る水 田を 所有 ・保有 して い た り,経 営 して い る の は,村 長 が 職 田3・75haを 保 有 し

て い る例 と,そ れ ぞ れ4ha,3haを 所 有 して い る例 が1例 ず つ 見 いだ され る だ け で

あ る。 この よ うな 大規 模所 有 や 経 営 の 事 例 は 村長 を の ぞ く乏,名 義 が分 散 し,水 田 の

所在 も数 力村 に また が り,ま た所 有 と賃 借 の 間 の 区 別 が他 人 の 目 に は あい ま い な こ と

も多 い た め,実 態 を 把 握す る の は,容 易 で は な い 。

　 Cokrodiharto自 身 の 自他 と もに認 め る主 た る職 業 は小 学 校(SD))教 師 で あ る。 小

学 校 は各 村 に1つ,大 き な村 で は2つ あ る が,か れ は西 隣…のB村 の 小学 校 に勤 務 し

て い る。 村 や郡 の役 人,学 校 教 師 な ど公 務 につ いて い る もの は,地 域 で特 別 の ス テ イ

タ スを しめ る。 そ の こと は,他 の 村 び とが,直 接 よび か け られ る時 も,間 接 的 に言 及

され る時 も,本 人 の 名 ま え,ま た はあ だ 名 で よ ば れ る の に,上 記 の 人 び とは つ ね に職

名で,"Pak　 Lurah,村 長 さん",``Pak　 Guru,先 生"な ど と よば れ る こと に,し め

され る。

　 Cokrodihartoは ま た,西 隣 のB村 に動 力 精 米 所(res　mil)を 所 有 ・経営 して い る。

みず か らは,い つ も小 ざ っば り と した 身 な りで ス クー ター に 乗 って,学 校,精 米 所,

水 田 な どを か け巡 って お り,水 田 に は け っ して お りな い 。 耕 作 労 働 はす べ て 農 業 労 働
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者 に まか せ て い る わ け だ が,賃 貸 や 小 作 に 出す こと は な く,す べ て 自分 で 手 配 に あた

る。 した が って,住 居 に は いつ も不 在 で,夜 お そ くまで 帰 宅 しな い こ とが多 い。 か れ

は ほ とん ど近 所 づ き あ い をせ ず,近 隣 関係 の儀 礼 と して 重要 なselamatanやjagongに

も欠 席 す る ことが 多 く,た ま に 出 て き て も,黙 って 隅 に控 えて い る こ とが多 い。 した

が って村 び とた ちへ の影 響 力 もほ と ん どな い 。 この行 動 様 式 は,も うひ と りの企 業 家

で あ る上 述 事 例IrのAtmodimejoに も共 通 して い る 。

　 Cokrodihartoは,隣 のB村 の水 田所 有 経 営 者 の ひ と り っ子 で あ り,18年 前 に,こ

のD村 の別 の集 落 の 水 田 所有 経 営 者 の娘 と結 婚 し,か れ(妻 の 父)に 宅地 ・住 居 を

買 い あ た え られ て,隣 …組1に 住 む よ うに な った 。 この ころ かれ は,当 時 のD村 の村

役人 の ひ と りか ら,2　 Patokの 水 田 を購 入 した 。　 B村 の 父 の水 田が そ の 後 ど うな った

か は不 明 で あ る。

　 妻 名 義 の水 田 は,結 婚 に あた って 妻 の父 が買 いあ た え た もの で,妻 の,母 を 同 じ

くす る二 人 の兄 弟 もまた,　 現在D村 と東 隣 のJ村 で 水 田 を所 有 ・経 営 して い る。

Cokrodihartoが 長 期 に賃 借 して い る,妻 の異 母 兄Sutimanの 水 田 は,そ の 父 の 遺

産 で あ る。

　 Cokrodihartoが 最 近 あ らた に購 入 した水 田2　 Pαtokは,名 義 関係 が い まだ 整 理 さ

れ て いな い 。 この水 田は,数 年 前 に死 ん だ 隣…組1の 住 人Patomowiyonoが,父 か ら

相 続 し所有 して い た。Patomowiyonoが 死 ぬ と,二 男 が水 田の 地税 台帳 上 の所 有 者

と な った 。 この 二 男 は,海 軍 軍 人で あ る長 男 を た よ ってJakartaに 住 み,工 業 高

校(STMA)に 在学 して い る 。 した が って水 田 の実 質 的 管理 は,残 され た 妻mBoh

Patomowiyonoが お こ な い,最 初 は村 内の 別 の 集落 の住 人,つ い でCokrodiharto

に賃 貸 して いた が,結 局Cokrodihartoが 購 入 した 。

　 村 の書 記 は,隣 組1のkuli kencengの リス トの な か に死 ん だ 前 の 所有 者Patomo-

wiyonoの 名 を くわ え,　 Cokrodihartoが,20年 前 に購 入 した 分 と あわ せ4patokの

名 義人 で あ る と はい わ な い 。 と同時 に書 記 は,こ の水 田が す で にCokrodihartoに

購 入 さ れ て い る ことを 認 め る。mBoh　 Patomowiyonoは,筆 者 と対 話 して い る時,

水 田 は二 男 の もので 賃 貸 して い るの だ と主 張 す る 。 だ が,隣 …人 た ち はみ な,水 田が も

うCokrodihartoの 手 に移 って い る こ とを 知 って い る。

　 mBoh　 Patomowiyono自 身 は,　 Surakarta市 の生 れで,子 ど もの ころ よ りbatik

(ジ ャワ更 紗)の 模 様 描 き ・染 色で 暮 し,現 在 も市 内 の 業者 か ら布 地 を預 って きて は

batikに しあ げ て手 間賃 を得 て い る。

　 事例IV　 Kartotamo(No.18)は4patok,1haの 水 田 を もち,み ず か ら経 営 し
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ている。 うち2patokは,　 Surakarta市 内の高校(SMA)に かよう長男の名義にな

っている。以下にのべるように,か れは他の しごとで忙しいので,み ずから田にはお

りずに,農 業労働者にまかせており,長 男が午後高校か ら帰 ってきて時たま田に入 っ

ているのを見かけるだけである。

　かれはD村 の中心部で動力精米所を経営 し,　村内唯一の自動車所有者で日本製の

小型 トラックをもち,ま たtebasanを 広くおこなって米を商 っている。精米所は,小

学校にかよう長女の名義にしている。

　動力精米所は村内唯一のもので,い つも稲を運びこんだり,精 米された米を運び出

す人びとで賑っているが,村 の人間が必ずこの精米所を利用するとは限らず,同 じ隣…

組1の 住人でもひとりならず,周 辺の村々に点在する別の精米所を利用するものがい

る。別の村の精米所経営者と親 しいとか,Kartotarno自 身と仲が悪いといった個人

ごとの事情が選択を左右する。小型 トラックは,お もに,tebasanの 稲刈りに収穫人

をつれてでかけ,収 穫 した稲をもち帰 ったり,米 を幹線道路ぞいのPasar　 Klewer,

Delangguな どの市場に運ぶために使われ,あ いている時は賃貸もする。

　tebasanを おこなうもの(penebas)は,D村 内に他に何人 もいるが,　かれはその

なかでも大規模な ρ∂励 α5である。かれは,た えずオー トバイに乗 って郡をこえた広

い範囲を走 り回り,水 田経営者と契約を結ぶ。精米所 と自動車を自分で もち,他 の零

細なpenebasが 稲を刈 り精製 ・販売したのち,は じめて水田経営者 に代金を払うの

に,か れは現金で前払いした り,時 には,米 の市価をにらんで貯蔵 しておけるだけの

一資金をもっている。.そのため,き わめて大規模にtebasanを おこなうことが可能であ

る。かれのtebasanの 相手 となる水田経営者は広い範囲から任意に選ばれるので,隣

組内や隣接する諸集落内で も,か れとtebasan契 約を結ぶものは,け っして多くなく,

む しろ遠 くに住むpenebasが やってきて契約を結ぶことが多い。tebasan契 約は,す

でに第V章 でのべたように,任 意の二者間の対等な取引であり,か れの資力や事業能

力は,か れに経済的富をもたらしはしても,村 内での社会的 ・政治的影響力を強めは

しないのである。

　 もうひとりの規模の大きい水田経営者であり,　また同じく動力精米所 を経営する

Cokrodihartoと 同じく,か れは隣…組内や村内で政治的 ・社会的影響力をもたない。

Cokrodihartoと ちがって,か れは近所づきあいはよくしており,　Surakarta市 に中

国人のサーカス団がやって くると,隣 …近所の女子 どもを トラックに乗せてつれていっ

たり,8月17日 の独立記念日の祝事として村がおこなう影絵芝居の上演のため,多 額

の寄付を したりしている。だが,か れが文盲であることが,隣 組長にす らなれない直
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接 の大 き な理 由で あ る。

　 一 般 に ジ ャワ社会 で は,頭 脳 労 働 に あた る もの(広 義 のperiyayi)と,肉 体 労 働 に

たず さわ る もの(wong　 cilik)と の 階 層 区分 が伝 統 的 に は っき り して い る[Kocntjara-

ningrat　1960:89]。 か つ て の王 都Surakartaに 近 接 す る この 地 域 で,村 内や 隣…組

内 の社 会 的 ・政 治 的 ス テ イ タ スを 高 め る最 大 の要 因 は,本 人 あ る い は父,祖 父 の世 代

で,公 務,民 間 の事 務 職 員 の地 位 に あ った こ と,学 歴 が高 い こ と,都 市 の上 層 の家 族

の 出 で あ る こ と にあ る。

　 Kartotarnoは,隣 の集 落 に住 む 水 田所有 経 営 者 の二 男で あ る が,父 の 水 田 は末 子

の 四 男 が相 続 し,か れ 自身 は独 力 で 現 在 の 富 を築 い た 。 最 初 は牛 車(globak)ひ きで

あ り,少 しず つ 蓄 財 して水 田 を賃 借 し,さ らに 米 商 い に よ って豊 か に な った 。宅 地 は

か つ て他 人 か ら買 った もの で あ り,1960年 に水 田2patok,1972年 に さ らに2patokを,

別 の 集落 の他 人 か ら買 い,1973年 に は土 地 と脱 穀,モ ミす り,精 米 の3台 の機械 を 買

って 精 米 所 を建 て た 。 この 地 域 で人 が急 に豊 か に な るお もな手 段 は,村 役 人 と りわ け

村 長,書 記 に な るか,水 田の賃 借,米 の商 いで あ る。 人 び とは,こ の ことを よ く知 っ

て い るが,そ れ で も その 理 解 の た め に は超 自然 的 説 明 を 求 め る 。 人 び との うわ さに よ

れ ば,Kartotarnoは 富 を もた らす 精 霊(Pesugihan)と 秘 密 の 契 約 を結 んで,急 に現

在 の よ う に豊 か に な った の だ とい わ れ る。

　 3)　 隠 退 し た か つ て の 水 田 所 有 経 営 者 の 事 例

　 事 例V-・1Nartodiharjo(No.9)は,2patokの 水 田 に名 義 を もつ んkuli kencengで

あ った が,地 税 台帳 の上 で は,う ち1Patokは す で にJakartaに 住 む海 軍 軍 人 の 二 男

に譲 り,1　 Patokの み を 所 して い る。 か れ はす で に老 齢 で,も う農 業 は や らず,上

記 の2　patokの 水 田 は,す ぐ近 くに住 む 長 女 の 夫Karjoutomo(No.ll)に 無 期 限 に

賃 貸 して い る。妻 は13年 前 に死 ん で そ れ以 来 ひ と り暮 しを つ づ け て お り,食 事 や 身 の

回 りの世 話 は長女 が見 て い る。

　 この2　 patokの 水 田 は,　 Nartodihaljoの 父 の 遺 産 で あ る。 父 は世 紀 の 変 り 目 ごろ

に,時 の村 差 配 人bekelに さそ わ れ て,Klaten方 面 よ り この 地 に移 住 し,宅 地 と水

田2patokを あた え られ た 。　Nartodiharjoは,こ の 父 の長 男 で,成 長 して タ バ コ葉

加工 工 場 の職 工 とな り,日 本軍 の侵 入 の際,撤 退 す るオ ラ ンダ人 に よ って 工 場 が破 壊

さ れ た の ち は,大 工(tukang　 kayu)と な った 。 この 間 に か れ は父 か ら水 田 を 相続 した。

　 か れ は長 子 で あ り,下 に女2人,男2人 の き ょうだ い が い るが,結 婚 してKartasura

に住 む二 女 を の ぞ き,隣 …組1に 住 ん で い る。 二 男 のJoyopawiro(No.10)は,お も
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にSurakarta市 内 の建 築 現 場 で働 いて お り,帰 って こない こ とが 多 い。 そ の 宅 地 ・

住 居 は父 の遺 産 で あ り,長 男 のNartodiharjo自 身 は,戦 前 に 当時 の 村 長 か ら宅 地 を

買 い,み ず か ら住 居 を建 て た 。Joyopawiroの 住 居 には,夫 と離 別 した 姉 も同 居 して

お り,ま た,末 の 弟 も同 じ父 の 遺 産 で あ る宅 地 に住 居 を も って い るが,長 期不 在 で ど

こで な にを して い るか も,よ くわ か らな い。

　 この よ う に5人 き ょうだ い の な か で,長 男 のNartodiharjoだ けが 水 田を 相 続 し,

4人 の子 ど もの 内,近 くに住 ん で い る長女 を除 き,男2人 を 海軍 軍 人,二 女 を 海 軍軍

人 の妻 に し,ゆ うゆ うと隠 退 生 活 を 送 って い る。一 方,Nartodiharjoの 他 の き ょ う

だ い た ち は,あ き らか に貧 しい そ の 日暮 しの状 態 にあ る。 この地 域 で は他 の ジ ャ ワ人

の土 地 と 同様,元 来,相 続 は 均 分 が 原則 で あ る。 しか し戦 前 のsusuhunanと オ ラ ンダ

の 二 重支 配 の もとで は,水 田耕 作 権 の 長 男 単独 相 続 が強 制 され て い た。 これ は,耕 作

者=貢 租 ・労 役 義務 者 を安 定 的 に確 保 す る た めで あ る。 ま た 宅地 は長 男 以 外 の もの が

相続 す る こと にな って いた 。Nartodiharjoの 世 代 で は相 続 が この方 式 で お こな わ れ

た ので あ る。

　 事 例V-2Nartodiharjoの 長 女 の 夫Karjoutomoは,上 述 の よ うにNartodiharjo

の 水 田 を無 期 限 に賃 借す る ほ か,別 の3人 か ら も1patokず つ を 賃 借 し,合 計5Patok,

1.25haを 経 営 して い る。 別 の3人 は,い ず れ も村 内 の別 の 集 落 の もので,う ち2人

は村 役人(伝 令 と宗 務 役)で あ り,そ の 職 田 を 賃借 して い る。賃 借 契 約 期 間 はそ れ ぞ

れ6年,2年,1年 で あ る。

　 Karjoutomoは,水 田賃 借 の ほ か に,雑 貨 店,自 転車 修 理 業,養 豚 業 を営 み,隣 …組

長(kepala RT),村 信 用 組 合(bank kredit desa)書 記 をつ とめ る。 隣i組長 は,こ の 隣…

組}C　3人 お り,そ の間 に公 式 の序 列 はな い が,か れ は性 格 が 強 い た め3人 の な かで 主

導 権 を と り,隣 組 の寄 り合 い は,か れ の住 居 で お こなわ れ る 。 か れ は北 東 に10km

ほ どは な れ たSolo川 近 くのGrogol郡 の生 れ で,11歳 の時,祖 母 に つ れ られ て この

集 落 に移 って きた 。 か れ は二 男 で あ って 兄 と弟 はSurabaya市 に住 み,3人 の女 き ょ

うだ い は,東 隣…のBaki郡 で暮 して い る。

　 事 例VI-1　 Praptodiharjo(No.13)は,す で に 高 齢 で,水 田2patokの う ち

1patekを 長女 の娘 の夫Somosukarno(No.14)に 賃 貸,も う　1patokを 別 の集 落

の他 人 にseromo契 約 で小 作 に 出 して い る 。 か れ は15㎞ ほ ど離iれたSurakarta

Yogyakarta間 幹線 道 路 沿 いの 小 都市De1anggu近 郊 の 富 裕 な農 民 の家 に,　 7人 き

ょ うだ いの 末 子 と して生 れ た 。 そ して1919年 に,こ の 集落 の水 田耕 作者 の娘 と結 婚 し

移 住 した 。 か れ は こ こで かつ て 大 きな商 店 を営 み,水 田 に権 利 を得,ま たSurakarta
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のsusuhunanの 宮 廷(keraton)に 金 を は ら って,最 下 級 の 貴族 の称 号radenを 得 た。

かつ て 農 村 部 の 富裕 な もの は,好 ん で この称 号 を 買 った もの で,現 在 で も隣 人 た ち は

かれ を,"den"と よ ぶ。

　 Praptodiharjoに は5人 の子 ど もが い る が,す べ て 遠 く はな れ た都 市 に住 ん で い る。

長 女Supinahは,東 部 ジ ャ ワのPareか らや って きて タバ コ葉 加 工 工 場 につ とめ て

いた 男 と結 婚 し,こ の男 は大 戦 後,水 田2Patokを 買 ってkuli kencengと な った 。 だ

が この地 で の 暮 しは あ ま り うま くい か ず,娘4人 を 西 隣K村 の書 記 をつ とめ る妻 の お

じ(Praptodihaljoの 兄)の もと に置 き,息 子 一 人 を つ れ て 故 郷 に近 いBlitar市 に

移 り,学 校 の 庭番 を して い る。 この 息子SuyotoはBlitar市 の工 業 中 学(STMP)

に在 学 中 で あ るが,父 の水 田 はか れ の 名義 に な って お り,隣 組1のkuli kencengの ひ

と りに数 え られ る。

　 残 さ れた 娘4人 の う ち二 女 はSrag6n県 で 中学(SMP)の 教 師 を して い るが,長 女

は11年 前 にSomosukarno(No.14)と 結 婚 し,　D村 に もど って,祖 父Praptodiharjo

の住 居 の一 隅 に新 居 を か まえ た。 そ して4年 後 に 隣…人 よ り宅 地 ・住 居 を 買 って 独 立 し,

3人 の子 ど も,2人 の 妹 とと もに住 ん で 雑 貨店 を営 ん で い る。Suyoto名 義 の水 田2

patokはSomosukarnoがseromo契 約 で 小 作 して い る が,収 穫 を 折半 す る ほ か年 に

Rp15,000を 所 有者 に支 払 って い る。

　 事 例VI-2　 こ の よ う にSomosukarnoは,妻 の弟 名 義 の水 田2patokを 小 作,妻

の祖 父 の水 田1　Patokを 賃 借,合 わせ て3patok,0.75haを 経 営 して い るの で あ るが,

か れ の経 歴 もまた 曲 折 が 多 い 。 か れ は宮 廷 で 影 絵 人形(wayang)の 管理 にあ た る役 人

の 長 男 と してSurakarta市 に生 れ た 。 ま だ 幼児 だ った大 戦 中 に両 親 を 失 い,お じに

あ た るSurakartaの 富裕 な商 人 の息 子 に つ れ られ て1946年 にD村 に移 った 。 この お

じは,入 村 後 す ぐ村 長 に選 ば れ,1975年 まで30年 間 そ の地 位 に あ った 。 そ の 息子 た ち

は独 立戦 争 時 にゲ リラ部 隊 で活 躍 し,現 在 い ず れ も,富 裕 な水 田所有 経 営者 や商 人 と

な って い る が,実 の 子 で な いSomosukarnoは そ の よ うに は恵 まれ ず,苦 労 して 独 力

で 現 在 に い た った 。 かれ は現 在,隣 組 長 の ひ と りで あ り,ま た上 述 のKarjoutomo

と と もに,村 信 用 組 合 書 記 の役 をつ と めて い る。

　 4)　 村 役 人 の 事 例

事例Ⅶ 以 上 の事 例Ⅵ[まで で は,水 田 に 名 義 を もっkuli kenceng,お よび そ の水 田

の 経 営 に か か わ って い る親族 ・姻族 を とり あ げた 。 こ こで と り上 げ るHartowiyono

(No.16)は 水 利 役 を つ とめ る村 役 人 で あ り,職 田0・74　haを あ た え られ て い る が,
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　 みずからは水田を所有 していない。

　　 村役人6人 のうち職田のほかに水田を保有 しているのは,伝 令役のひとりのみであ

　 る。この事実は,村 社会での政治的ステイタスと水田所有が結びつかないことを示 し

　 ている。その理由はいろいろある。まず第一に,す でにのべたように,村 役人になる

　 ために重要なのは社会層において伝統的な非肉体労働の身分の側に属 していることで

　 ある。 現在の村長の父は,南 のWonogiri県 から移住 してきた小学校教師であり,

　 村長自身 も,Surakarta市 の3年 制教育大学(IKIP)を 卒業し小学校教師をつとめ

　 ていた。 また前村長はSurakarta市 の富裕な商人の息子で,イ スラム教およびジャ

　 ワの宮廷 ・官吏層の思弁的神秘主義思想(kebatinan)に 造詣がふかい。 かれは,大 戦

　 終了に引きつづく独立闘争の混乱期のこととはいえ,村 に移住 してきてすぐ村長に選

　 ばれたのである。もとより,住 民の出入が激しいこの地域では,村 に祖父の代やさら

　 に上の世代以来住んでいるといったことは,政 治的ステイタスを強めるものではない。

　　 Hartowiyonoは,水 田所有経営者の 父のもとにこの隣…組内で 生れた。 かれは 二

　 男で,兄,姉,弟 各1人 をもつ。 父は子 どもの教育 に熱心で,長 男は大学を出て

　 博士候補者(doketorandes)の 学位をとり,Surakarta市 内の高校教師になった・ 二

　 男であるHartowiyonoは 高校を終えた。1965～66年 の政変後,村 長と宗務役を除 く

　 旧村役人が解任され,新 たな役人が公募された時,か れは試験にうかって水利役に任

　 ぜ られたが,こ の時高卒の学歴もまた有利にはたらいた。

　　 父がすっかり年をとり,財 産分与の時期がくると,4人 のきょうだいは相談して,

一一一父の2　Patokの 水田を売 り払い,平 等にわけて,宅 地は村に残 った3人 のきょうだい 一

　 の間で分割 した。きょうだいの数が多 く,相 続すべき水田が分割するには狭すぎる場

　 合,売 り払 って現金化 したのち均分するのは,こ の地域で しば しば見られるや り方で

　　ある48)。人口過多なこの農業地域で,水 田はもちろん貴重な財であるが,そ れはあ

　　くまで経済的に貴重なのであって,水 田を所有することに経済外のイデオロギーによ

　　る意味付与はおこなわれていない。

　　 　 しか しHartowiyonoと き ょうだ い た ち の経 済 的 判 断 は,結 果 的 に誤 って い た 。水

　　田 を売 却 した1968年 当 時,Suharto大 統 領 の 新 政 権iは,　Sukarno時 代 と く に1960年

　　代前 半 の,紙 幣濫 発 に よる極 度 の イ ン フ レー シ ョ ンを しず め るた め,極 端 な 高 金 利 政

48)法 令上,水 田の最小所有規模は,1patok(0.25　 ha)つ ま り水 田1枚 である。 つまり・すでに

　一様の広 さで区画されてい る水田をさ らに分割 して所有することはできない。貧 しく他に有力　

な生業を もたない ものは,時 に1枚 の水田をさ らに分割相続 し,間 に細い畦を設 けて・それぞ

　れ耕作す るが,こ うした例 は少数である。 また村内の水田 はローテーションで4年 に1回 ・国

　営農園会社 のタバ コ栽培のため借 り上げ られ るので,毎 年必ず自家用飯米を確保す るため には・

　最低2Patokの 水 田が必要 である。
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策 を と って 流 通貨 幣 を銀 行 に吸 い上 げ た 。Hartowiyonoた ち は,こ の高 金 利 に ひ か

れて,水 田を 売 った 金 を銀 行 に預 けた 。 だ が数 年 たつ と金 利 は平 常 に もど り,一 方,

水 田 の地 価 は 激 し く騰貴 した。 ち ょう どか れ らが 水 田を 売 った ころ か ら,グ リー ン ・

レボ リュー シ ョンの イ ン ドネ シ ア版 で あ る.BIMAS計 画 が 本格 化 し,高 収 量 品 種 導

入,肥 料 ・農 薬 の 大 量投 入 を と もな う技 術 改 良 と結 合 した,稲 作 経 営 者 へ の 政 府 資 金

融 資 が は じま った 。 この結 果 この地 域 で は,全 体 と して 稲 の面 積 あ た り収 量 は 大 幅 に

ふ え,経 営 面 積 が 広 く,最 新 の 農業 技 術 を積 極 的 に と り入 れ る能 力,積 極 性,資 金 を

もつ 農 民 に と って は,水 稲 耕 作 の経 済 的意 義 は大 い にた か ま った 。 また イ ン フ レー シ

ョ ンは60年 代 前 半 の よ うな無 政 府 的 な激 しさで はな い が,た えず 進 行 し,米 価 は着 実

に上 昇 して い る。 これ らの 理 由か ら,1967年 にHartowiyonoら が 水 田2patokを 売

った 価 格 はRp400,000で あ った の に,　 現 在(1975年)の 相 場 で は6倍 以 上 のRp

2,500,000に 達 して い る。

　 だ が い ず れ に せ よ,世 代 を こえ て持 続 す る親 族 集 団 を 欠 き,均 分 相 続 を 原 則 とす る

この 社 会 で,き ょ うだ い間 で 分 割 で きな い水 田を 売 却 す る可 能 性 は,依 然 残 って い る

ので あ る49》。

　 父 の水 田を 売 って しま ったHartowiyonoで あ るが,現 在 それ と は別 に職 田が あ る。

しか しこの 水 田 はす べ て 隣 の 集 落 の水 田所 有 経 営 者 に 賃貸 して お り,年 にRpl80,000

の賃 貸 料 を 得 て い る 。村 役 人 の よ うな村 内で 上 層 の 家 族(夫 婦 と子 ど も3～5人)の

1日 の生 活 費 はRp500と い わ れ て い る。 した が って,こ の賃 貸 料 だ けで 臨 時 の 支 出

を除 いた 生 活 費 を一 応 まか なえ るわ け だ が,実 際 には 賃 貸料 の か な りの部分 が,借 金

の返 済 にあ て られて い る。

　 筆 者 がD村 に入 る数 カ月 前 に村 長 選 挙 が お こな われ,Hartowiyonoは そ の 候 補者

の ひ と りで あ った が落 選 した 。 村 長選 挙 に は たい へ ん 金 が か か る。 そ の半 分 以 上 は,

候 補 者 の 予 備 試 験 を お こな う郡 ・県 の役 人 へ の あい さつ,も て な しに費 や され,残 り

は選 挙 民 た る村 び とへ の供 応 に使 わ れ る とい うのが,当 選 した村 長 自 身の 話 で あ る。

村 長 に 当選 し職 田を与 え られ れ ば,一 挙 に村 内最 大 の 富 者 の ひ と り とな るの に,落 選

す れ ばHartowiyonoの よ うに借 金 の 返 済 に苦 しむ こ とに な る。

　 か れ は収 入 を 補 うた め に,キ ャ ッサバ(singkong,　 Pohon)の で ん ぷ ん に砂 糖 を 加 え て

白玉 の よ うな 菓 子材 料 をつ くり 50),妻 が市 場 で売 る ほか,近 所 の貧 しい世 帯 の 女 た

49)時 には,き ょうだいの内のひとりが水 田を相続 レ,他 の きょうだいに地価相当の金を払 う,

　 ditolongiという方法 もとられる。

50)こ れ はそのまま食べた り,色 つきの砂糖水 に浮か して食べ ることもあ るが,ふ っ うは,小 麦

　 粉をつ けて揚げて食べ る。'ψ とい う。
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ち が市 場 や 道 端 で売 るた め に卸 して い る。 それ 以 外 に も,か れ は し じ ゅう家 を あ けて

Surakarta市 方面 に 出 か け,他 の 村 役人 は水 利 役 の任 務 を はた して い ない と陰 口を い

うが,な に を して い るの か は よ くわ か らな い。

　 5)水 田賃借 経営者 ・小 作人 の事例

　事例VIII未 亡人のBu　 Setyo　Partosuwito(No.4)は,隣 …組1に 属するもう一

人の水田経営者で,隣 …村からJakartaへ 出ていった人の水田2Patokを 賃借してい

る。隣…村といって も彼女の住居は村境にあるので,住 居のすぐ近 くの水田を賃借 して

いるわけである。また彼女は毎 日市場で米を売っている。

　彼女の言では水田を賃借する理由は2つ ある。ひとつは,資 産保全 ・活用の手段と

して もっとも安全有利であること,も うひとつは,自 家用飯米を確保できる安心感で

ある。第一の理由からうかがえるように,彼 女の夫はある程度の資産家で,Prapto-

diharj　oと 同じく戦前radenの 称号を買っている。また彼女自身は稲刈りの監督,日

常の見まわり以外田にはおりず,農 業労働者にまかせているので,水 田の賃借経営に

際 してみずからの労働のことを考える必要はな く,銀 行預金と比較 して有利不利を考

えるような見方 も可能なのである。

　彼女自身もまた,死 んだ夫にならって村人たちから"den"と よばれる。 っきあい

が広 く面倒見のよい性格で,住 居にはしばしば近所の貧 しい女たちがわずかの米や現

金を借りにやって くる姿が見られる。多 くの場合,彼 女は頼みに応ずる。彼女の長女

は村長の妻,長 男は隣 りのB村 の書記で,モ ダ ンな立派な住居と乗用車をもつ6ま た

二男はGaja　 Mada大 学農学部で学位論文を執筆中である。

　彼女の死んだ夫は,郡 内のS村 出身で,戦 前タバコ葉加工工場で技術者 として働 く

上級職員であり,戦 後はいくつかの事業にたずさわっていたらしい。隣組1に 住む女

たちの多 くが,市 場で,野 菜,果 実,肉,干 魚,香 料,タ バ コ,菓 子などを売 ってい

るが,米 を売 っているのは彼女 とトーフ製造業のAtmodimejoの 妻だけであり,貧

しい世帯のものには手を出せないしごとである。

　事例IX　 Sastrosekismo(No.30)は,村 の書記の職田2patokを5seromo契 約で

小作 している。かれの話では,金 がある時は水田を賃借するが,い まは金 ぐりがつか

ないのでseromo小 作にしているという。 書記の職田を小作するのは今度の収穫で終

りにするつもりだともいうが,そ の後どうす るのかはわからない。

　かれは水田小作のほか,宅 地にさまざまな果樹を植えて販売している。中心はスダ

チのような小さくすっぱいミカン(jeruk)で,民 間薬jamuの 原料となる。また川砂
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利 採 取 に も加 わ って い る。 そ の他,人 の うわ さで は,隣 村 の友 人 と くん で 投 機 の よ う

な こ と も して い る と い うが,よ くは わ か らな い。

　 出身 は南 のYogyakarta地 方Gunung　 Kidul県Wonosariで あ り水 田耕 作者

(petani)の 息 子 と して生 れ た 。 隣…組 内で た だ ひ と り,Surakarta地 方 の外 か らの 移住

者 で あ る。 か れ は元,国 営 製 塩 会 社 の社 員 でSurakarta市 に住 み,こ の 隣組 内 に設

け られ た 塩 の集 積 販 売 所(depot)の を管 理 して い た。 した が って 元来 の 身分 は公 務 員

で あ り,現 在 で も村 び とた ちか ら"Pak　 Manteri"と よ ばれ て い る。manteriと はふ

つ う郡 レベ ル の特 定 の い くつ か の 地 位 に あ る役人 の 称 号 で,か れ の 場 合 はmanteri

garamす な わ ち塩 役 人 の地 位 に あ った 。1957年 に 国 営製 塩会 社 が 倒 産す る とかれ は地

位 を 失 い,元 の集 積 販 売 所 を 住 居 に改 造 して住 み こん だ。 それ 以来 現 在 の よ うな生 活

を つ づ けて お り,ま た3人 の 隣 組 長 の うち の一 人 で あ る。

　 他 の二 人 の 隣 組 長 と異 な り,か れ は隣 近 所 との つ きあ い か らや や 超 然 と して お り,

路 傍 で 話 し こん だ り,互 い に住 居 を訪 れ あ って い るの を 見 か け る こ とは少 な い。 に も

か かわ らず か れ が 隣組 長 の地 位 に あ る ひ とつ の 大 きな理 由 は,元 役 人 とい うそ の経 歴

に あ る。

3.共 有 され る特徴

　以上が隣組1で,水 田の所有 ・経営 ・小作にかかわる11世帯のスケッチである。以

上に欠けているのは,か れ らの農業労働者 とのかかわりについての具体的資料である。

隣組1は,村 内でもとくに零細な商いに従事するものが多く,肉 体労働を主たる職業

とする世帯は4世 帯にすぎない。 しかもかれ らは,土 木 ・建築や種々の雑役,精 米所

での労働をもっぱ らとしており,農 業労働にたずさわるものはない。したがって,上

記の水田経営者たちは他の集落の農業労働者を雇う。

　上の事例に見るように,隣 組1の 水田経営者たちは,農 業労働者に大 きく依存 して

おり,み ずから耕作にあたることは少ない。いずれも水稲耕作以外に別の生計手段を

もっており,耕 作は労働者にまかせて,そ の空いた時間を別のしごとにあてる。 労

働者の賃金が安いので,そ うする方が経済的に有利なのである。もっともよく水田で

働いているのは,事 例Ⅸ(の小作人,Sastrosekismoで あり,か れは時に耕起まで他

の集落の知人からスイギュゥ,ス キ,マ グワなどを借りてきてみずからおこなう。か

れには7人 の子どもがあり,20歳 の長女,18歳 の長男は父のしごとをよく手伝 ってい

る。Sastrosekismoに 言わせれば,こ うして家族労働力が豊富なので人をあまり雇わ

な くともやっていけるのだというが,他 の水田経営者 にもKartotarno(事 例Ⅳ),
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Karjoutomo(事 例V-2),　 Bu　Setyo　Partosuwito(事 例田)の ように立派な 労働力

となりうる息子をもっているものがいる。かれ らは息子を学校にや って官吏,技 術者,

技能労働者などにする途を選択しており,息 子たちは農耕にはあまりかかわらない。

　 Karjoutomo(事 例V-2),　 Somosukarno(事 例V[-2)の 例は,水 田賃貸借制と親

族 ・婚姻の体系とを結ぶ特徴あるパターンが見いだされる。かれらは外からの入村者

であり,村 で水田を経営し生活を営む核となっているのは,妻 方親族の所有す る水田

である。Cokrodiharjo(事 例Ⅲ)の 場合は,み ずからの親が十分豊かであったので・

妻方 との関係が核になっているとはいえないが,や はり類似の傾向が見 られる。

　水田をすべての子に分与するほど規模が大きくない時には,名 義上は男子に相続さ

せるのが,こ の地域の規範であり,か つ事実としても優勢な傾向である。にもかかわ

らず男の水平モビリティーが女の場合より高 く,一 地域にとってみれば女に比し男の

存在は非持続的で不安定である。この二つの傾向の矛盾が,水 田の名義と経営が分離

している事態を親族 ・婚姻の枠組から規定する要因である。だが上記の事例で,妻 方

の水田が農業経営の核となることはあっても,そ れは部分的なものであることが多い。

妻方の水田の経営 もやはり賃借の形態をとり,親 族 ・婚姻関係のない他人との賃貸借

契約とあいならんで存在するにすぎない51)。

　 つぎに,上 記11世帯の隣組内での経済的 ・社会的ステイタスがどのようなものであ

るかを検討 しよう。かれらは隣組内で経済的 ・社会的に上位に位置 している。だがそ

れは相対的な上位であって絶対的なものではない。

　 他の24世帯中,経 済的 ・社会的ステイタスが上記旦世帯より高いものは存在 しない。

こうしたステイタスの差は相対的 ・連続的なものであり,ま た住民自身による社会層

のたての区分をしめす絶対的言語カテゴリーは存在 しないので,ス テイタスの上下を

明確に示すことは難しい。だが,2,3の 例外を除いtc他 の24世帯の人びとの多 くは,

世帯道具,衣 服等がやや質素であり,日 常生活のなかでも,フ ォーマルな儀式や集会

の場に集る場合 も,座 談の中心になることはなく,態 度が控え目である。ひとつの目

やすとして,本 人ない し子どもが各種中等学校(SLP)以 上に進学 している比率を見

ると,水 田所有 ・経営 ・小作の11世 帯中で8世 帯に達するのにたいし,他 の24世帯中

では6世 帯にすぎない。前者11世 帯中,非 進学の3世 帯は,い ずれも離婚をくりかえ

して家庭的に不安定であったり,幼 時に両親をなくしたものである。

　 ここにいう11世帯と24世帯との区分があくまで相対的なものであることは,上 の諸

51)こ の地 域 にお け る親 族 ・婚 姻 の 問題 を あつ か う時 に は,こ こに見 られ る,女 を つ う じた 関係

　 の優 位性(matri-uxorifocality)は ひ とつ の 重要 な テー マで あ る。 ジ ャワの他 の地 域 に つ い て も・

　 この こ とは指 摘 され て い る[H.GEERTZ　 1961:44-46;BUDHIsANTOSO　 1976]・
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事 例 に ふ くま れ な いKaryodikromo(No.25)の 例 に う かが え る。 か れ は この隣 組 内

で 農 業 労 働者 の 息子 と して 生 れ,水 田を 所有 した り,経 営 した こ とは な く,自 転 車 修

理 ・売 買 周 旋,川 砂 利 採 取 で 暮 しを た て て い る 。 だが かれ は,話 好 きで性 格 が し っか

り し,面 倒 見 の よ い性 格 で,隣 組 の 住 人 が2グ ル ー プ に分 か れ 集 って お こな う暦 の上

の 儀 礼selamatan Ruwah,selamatan Pasa 52)は,か れの 住 居 で お こな われ る。 隣組

の 人 び とが 公式,非 公 式 に集 う時 は,い つ もか れ が 中心 人 物 の ひ と りに な って い る。

　 また この 区分 が,必 ず しも世 代 を こえ て 持続 す る もので な い こ と は,裸 一 貫 か ら豊

か に な った 上述 のKartotarnoの 例 に うか が え る し,逆 の 例 は,　Wirosumarto(No.

31)に 見 られ る。 か れ は,も と近 隣 の あ る郡 の 副郡 長(manteri polisi)で あ り,広 く

水 田 を 賃 借経 営 し大 き な商 店 を 経 営 して い た が,政 治 的 事 情 で 地 位 を 追 わ れ 富 も失 っ

て,現 在 は,崩 れ か けた かつ て の 店 の 片 隅 で,細 々 と タバ コ,石 油 な どを売 って暮 し

て い る 。 た だ しかれ は 隣組 内で 人 の 信 頼 を あつ め,人 が困 った 時 の 相 談 役,イ ン フ ォ

ー マ ル な 中 心人 物 の役 を 演 じて もい る。 さ らに極 端 な例 はJoyopawiro(No.17)で

あ る。 か れ は戦 前,富 裕 なkuli kencengで あ った が,賭 け ごとで 財 をす べ て 失 い,現

在 は河 岸 の 堀立 小 屋 で た った ひ と り,隠 遁 者 か 浮浪 人 の よ うに暮 して い る。30～40年

の 期 間 を とる と,人 の経 済 的 地 位 の 大 きな 変転 の例 は容 易 に見 い だ せ るの で あ る。

　 また,村 役人 を頂 点 とす る村 の 政 治 的 ヒ エ ラル キ ー は,水 田 の所 有 ・経 営 規 模 の序

列 か らは乖 離 して い る。3人 の 隣…組 長 はい ず れ も水 田 を 所有 せ ず,水 田の 所 有 はい っ

た い に 分 散 的 で,そ れ と村 社 会 内の 社 会 的 ・政 治 的影 響 力 は結 び つ かな い 。一 方 水 田

の経 営 を み る と,隣 組 長 の う ち2人 は 隣 組 内 で数 少 な い水 田経 営 者 の な か に 入 って お

り,残 る1人 もか つ て水 田 を賃 借 し現 在 は小 作 を お こな って い る。 だ が,抜 きん 出て

豊 かな 水 田所有 経営 者 で あ るCokrodiharto(事 例Ⅲ),1haを 所 有 経 営 し精米 所経

営,米 仲 買 な ど で富 を築 いて い るKartotarno(事 例Ⅳ),水 田 を所 有 し(非 経 営)

トー フ製 造 所 を 営 むAtmodimejo(事 例Ⅱ)は,む しろ そ の社 会 的 ・政 治 的 影 響 力

の な さで きわ 立 って い る。 かれ らの場 合,豊 か な 経 済 的 富 は,政 治 的 ヒエ ラル キ ー を

ふ くむ 村 社 会 の 共 同 性 か ら疎 外 さ れ た,ひ そ や か な 私事 な ので あ る。

Ⅶ.総 括 と 展 望

　以上の記述と考察があきらかにしているように,D村 にみられる農業をめぐる社会

関係は,個 人と個人の間の二者的契約関係の累積としてとらえられる。この契約関係

52)拙 稿[1976:480-482]参 照 。
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の特徴は内容が限定され,持 続性を前提とせず,選 択的である点にもとめられる。内

容が限定されているというのには2つ の意味がある。

　第一は包括的 ・持続的な契約よりは,機 能を細分 して特定 した契約をつみ重ねる方

式が優越するということである。このことはたとえば,収 穫にいたるまでの農作業を

各小段階ごとに,別 々に日雇いの農業労働者にまかせる形態が,一 収穫期の全農作業

を特定の小作人にまかせる形態より,は るかに優勢であるという事実に示される。第

二は,水 田所有者と水田賃借経営者,水 田経営者 と農業労働者などの間に見 られる契

約関係が,特 定の経済的機能に限定され,親 族あるいは地域社会などにかかわる制度

的関係 と分かちがたく結びつく傾向(た とえば日本の親方一 子方関係のごとく)が

見 られないことである。

　 持続性を前提としないというのは,契 約関係が結果として反復されることはあって

も,そ れは個人間の便宜や偶然の事情によるものであり,と くに状況が変らない限り

持続することを予定されているような関係が,見 いだしがたいということである。ま

た選択的な契約関係の卓越というのは,関 係の成立が もっぱら当事者間の意志の一致

にかかり,個 人に選択の余地を残さず制度的に定 っているものではないことである。

　 こうした性格を もつ二者間の契約関係の網の目は,最 小の地縁的単位である集落は

もとより,行 政上の単位である村の境にもとどまらず,各 個人を中心としてひろく広

がっている。実体的な社会関係にかかわる次元では,主 要な諸関係がその範囲内で完

結する農業共同体は存在 しない。

　 経済的な富のヒェラルキーか ら見るならば,と の地域の農業にかかわる二者的契約

関係はひとしく経済的に平等な個人間に結ばれるものではない。水田所有者 と経営者

の関係は経済的に対等なものであるが,こ の両者にたいする農業労働者の経済的立場

は著 しく劣位にある。中 ・東部ジャワの農村では,歴 史的に,顕 著な地主制は発達せ

ず,農 業経営の零細性,人 びとの経済的地位の相対的平等,そ して全体としての貧困

をもって特徴づけられるのがつねであるが,個 々の農村の生活を ミクロに見るかぎり,

貧富の差は明確である。だがこうした経済的富のヒエラルキーはまずもって経済的な

ものにとどまるのであり,そ れがただちに社会的な支配一 従属関係として固定され

るものではない。

　 このことは,農 業をめぐる社会関係が経済的性格に限定された非持続的,選 択的契

約関係を もって構成されていることの帰結であり,よ り具体的,例 示的には,農 業へ

の参入,資 金の投入 ・ひきあげをきわめて容易なものにしている水田賃借制の発達,
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安価で大量な農業労働者の存在,農 業以外のさまざまな経済活動領域の併存と資金,

労働力の領域をこえた頻繁な移動などに支えられるものである。また本稿では詳 しく

ふれていないが,財 の相続がたてまえとして均分を原則とし,す なわち実体的には個

別の事例ごとの実際的な事情に左右されるもので,親 族の枠組のなかで世代をこえて

財を維持 してい くシステムが制度としては確立されていないことも,農 業をめぐる社

会関係を個人的な経済的関係としている大きな要因である。

　以上に経済的に限定された関係とのべてきた特徴は,水 田の所有 ・経営が人びとを

結びあわせ村社会を一個の全体として成立させる力と威信の構造,広 い意味での政治

的力の源となっていないことに,も っともよく示される。第Ⅳ章の諸事例からあきら

かなように,村 役入を頂点とする村の政治的体系は,水 田を中心とする経済的富のヒ

エラルキーとは乖離している。G集 落で最大の水田所有 ・経営者である2人(第Ⅵ 章

事例Ⅲ,Ⅵ)は,地 域社会への社会的 ・政治的影響力をほとんど持 っていない。一方,

隣…組長の地位にある3人(第Ⅵ 章事例V-2,Ⅵ-2,Ⅸ)は,い ずれ も水田の所有 ・経

営 ・小作経営にかかわる11世帯のうちに入 ってはいるものの,水 田は所有せず賃借お

よび小作経営をおこなっている。また村役人は,職 田をえることによって規模の大 き

な水田経営者となるが,そ れは村役人 という地位の結果であり,大 規模な水田所有ま

たは経営が村役人の力と威信の源なのではない。　 こうした事例はD村 についてのみ

確かめうるもので,規 模の大きな水田所有 ・経営老が事実として政治体系のなかでも

中心に立つ一般的可能性を否定するものではない。D村 の状況は,村 社会の政治的な

力と威信の構造の源泉が水田になく,ま た村の内部にもなく,む しろ村のレベルをこ

えた上位のより広い伝統的政治体系からもた らされるという構造の例をしめすもので

ある。このことは,村 社会の全体性が水田とその耕作者を基盤とする自律的共同体の

モデルによっては把握しえないという点で,ジ ャワ農村社会を考える上で示唆的な事

実である。

　要約するならば,こ の地域における農業は,も ろもろの親族集団,地 域集団等の社

会的枠組のもとに閉 じこめられるのではなく,自 立した経済活動そのものとして展開

されるという,一 見近代的な様相を呈 している。だがまたそうした経済的活動は,職

田制,kuli kenceng制 の観念的残存,国 営農園会社のタバコ・サ トーキビ栽培のため

の水田の輪番賃貸制などの伝統的農村制度の枠組のもとにおこなわれており,社 会全

体としては政治が経済にたいして優位にある。

　第皿章でふれたように,オ ランダ植民地時代のこの地域は,す べての土地の伝統的

所有権を有するsusuhunanと オランダ農企業の二重支配のもとにあった。耕作者は農
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地と自律的に結びつかず,耕 作権は究極的には村差配6話 記 の恣意に左右され,人 は

土地にたいして流動的であった。耕作者の生活のもっとも深い基礎は,土 地の支配を

基盤とする共同体にではなく,bekelと の個人的二者関係におかれていた。一方こう

した土地制度の最大の受益者であったオランダの糖業およびタバコ企業による農村の

経済的支配は,農 村経済のなかに貨幣経済の要素を浸透させ,賃 労働や市場ネットワ

ークによった零細な商いを発達させた。

　D村 をめぐる地域の現状のなかに見られる土地と持続的に結びつかぬ農業経営の流

動性,経 済活動における分野の多様性 と分野間の流動性および個人的二者関係の細密

で無限定に広がった性格等々,本 稿であつかったあ らゆる諸事象は,歴 史的には上述

の二重支配が用意したものである。1870年 の農業法(Agrarisch　 Wet)を 画期とする

オランダ農企業の農村への浸透とそれがひきおこした19世 紀末 から1930年 代 にいた

る農村社会の大きな変動にっいては,Burger[1957],　 Wcrtheim[1956],　 Soedjito

Sosrodihardjo[1968]等 の研究があきらかにしている。そこであつかっている変動は,

オランダ農企業からの経済的インパク トによる経済的変動,お よびその関数としての

社会的変動である。だがSurakarta地 方でのこのオランダ農企業の浸透が,　Mataram

王国の中核的支配圏nagaragung[MOERTONO　 l968:112]に おける伝統的な人の支

配の体系と土地制度に依拠 したものであったように,社 会体系の経済的に規定される

側面の背後には,人 と人を結びつけまた人を支配する力と威信の体系,こ とばをかえ

るなら表層の政治過程や政治組織の体系の深部にある政治の論理と構造が存在する。

　 本稿でとりあげたD村 においては,人 一と人の政治的結合 を生みだす力と威信の源

は,農 村それ自体にではなく,直 接には伝統的官吏,文 人層(literati)であるperiyayi

という存在に由来する。periyayiが 専有 し民衆wong　 cilikに分かちあたえていく高度

に定式化されたジャワ的文化規範(kejawen)の 権威が,periyayi個 々人がおびる権威

の基礎である。王(raja)のと宮廷(keraton)の 政治的=宗 教的権威と力を究極的な中心

とするこのような村の政治的体系は,き わめて伝統主義的なものであり,そ れと乖離

し個人の自由な意志と契約の累積として現象している経済的な諸関係は,社 会を構成

し作動させる根本的な力となってはいないのである。

　 こうして,本 稿における人と人の経済的関係の分析は次元を異にする新たな課題を

導き出す。それは直接には,村 社会における人と人の政治的関係のより詳細な検討で

ある。またさらには,D村 に見 られるような,王 権を伝統的淵源とする文化的 ヒエラ

ルキーのもとに成立する村社会の共同性 と,土 地とその耕作者が構成する自律的共同

体のモデルとの相互関係の考察である。
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　 ジ ャワの村 落 につ いて の,自 律 的共 同体 の モデ ル は,学 問上 の認 識 と して はBoeke

の著 名 な著 作[1943]の 基 本 テ ー マ とな り,　 またGonggrijp[1943],　 Ter　 Haar

[1948:71-73],Wolf[1957],　 Sartono　 Kartodirdjo[1972:76-77】 等 々,枚 挙 に い

と まの な い ほ ど多 くの 研 究 の ほ とん ど 自明 の 前 提 とな って い る。 一 方,同 じモデ ル の

よ り政 治 的 な イデ オ ロギ ー と して の主 張 は,独 立 した イ ン ドネ シア 国家,'と りわ け

ス カル ノの政 治 思 想 に基 礎 を あ た え た[土 屋 　 1971a:570-571]Sutardjoの 村 落 論

[SUTARDJO　 53]に 見 られ る。　 ス カ ル ノ 自身 の 農 村 と農 民 の 認 識 様 式 は,か れ の

Marhaen主 義 に示 され る。 さ らに この 問題 に と って 重要 な の は,　 Samin運 動 その

他,19～20世 紀 ジ ャワに頻 発 した 農 民 の宗 教 的 抵 抗 ・反 抗 運 動 の な かで,み ず か らの

土 地 を み ず か ら耕 し,自 給 自足 し,税 や労 役 が な く,人 び と が平 等 で 協 力 しあ う閉

ざ され た 自律 的 農 村 共 同 体 の イメ ー ジが,否 定 さ るべ き現 世 の対 極 の モデ ル と して,

くりか え し登 場 す る こ とで あ る[土 屋　 1971b:245-246;SARToNo　 KARTODIRDJO

l972:94]。

　 した が って,自 律 的 農 村 共 同 体 の モ デ ルを め ぐる考 察 は,単 な る諸 学 説 や そ の 間 の

論 争 にか か わ る テー マで はな い 。 そ れ は,国 家 次 元 の イ デ オ ロー グか ら地 方 的 ・民 衆

的 な文 字 を書 か ぬ 「思 想 家 」 に い た る ジ ャワ人 た ちが,社 会,政 治,国 家 とい った も

の を認 識 す る,い か な る様 式 を もち え た か につ い て の考 察 と な るで あ ろ う。

　 以 上 の発 展 的 諸 課 題 に つ い て は,今 後 さ らに別 稿 に お い て論 じた い。
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